
〈原著論文〉

子ども長期自然体験村事業に関する評価研究

一一参加者の達成動機、友人関係、自然認識に着目して一一

岡村泰斗 ・飯田 稔・関 智子…-……

活動前の疲労度別にみたスポーツ活動の効果について

服部伸一 ・前橋 明……-…...・H ・..…...・H ・..………...・H ・..…...・ H ・.....・H ・....…...・H ・....•.. •• .11 

アメリカのセラピューティックレクリエーション専門職団体による立法運動の展開

一一2つの団体の見解の差異を中心に一一

堀田哲一郎…...・H ・.....・H ・..…...・ H ・..…...・H ・.....・H ・.....・H ・…...・ H ・.....・H ・..……...・ H ・..…...・H ・...19

NPO法の受容が民間レクリエーション団体に与えた影響に関する一考察
赤堀方哉 ....・ H ・........・ H ・...…H ・H ・.....・H ・...・H ・.. …・.........................................・...........27

台湾におけるキャンプの発展に影響を与えた諸要素に関する研究

陳 盛雄・栗田和弥・麻生 恵 ...・H ・H ・H ・..………...・H ・.....・H ・.....・H ・H ・H ・.....・H ・H ・H ・.....35

〈講演録〉第29回学会大会講演

見せるためのスポーツ映像の変遷

西国 善夫...・H ・H ・H ・...・H ・....・H ・...・H ・.....・H ・-…・……….....・ H ・..….....・H ・....…・・…....・H ・....…49

選手の側からみたスポーツ映像の意味

沢松奈生子 ・・…・…-…・・…・...・H ・....・ H ・..…H ・H ・-……...・ H ・........・ H ・-…....・H ・H ・H ・...・H ・.....・ H ・-…59

〈日本レジャー・レクリエーション学会 会則及び諸規定他〉

〈日本レジャー・レクリヱーション学会役員選出細則設置の趣旨〉

〈レジャー・レクリヱーション研究投稿規定〉

〈日本レジャー・レクリヱーション学会 会員名簿〉

〈案内〉

定例研究会の企画・開催について



日本レジ、ヤー・レクリ工ーション学会とは…

レジャー・レクリエーションに関するあらゆる

科学的研究をなし、レジャー・レクリエーション
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目的として昭和46年 3月に設立された日本学術会
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過去6年に渡り、「日本レクリエーション研究会」
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〈原著論文〉

子ども長期自然体験村事業に関する評価研究

一一ー参加者の達成動機、友人関係、自然認識に着目して一一

岡村泰斗傘 飯田 稔件

関 智子叫

The Effects of the Project of Long-term Nature Experience for Early 

Adolescents on Participants' Achievement Motivation， Friendship， 

and Nature Awareness 

Taito OKAMURA *， Minoru IIDA *ぺ TomokoSEKI*** 

Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the Project of Long-term Nature Experience 

for Early Adolescents sponsored by Ministry of Education， Science， Sports and Culture in 

1999， particularly focusing on the changes of participants' achievement motivation， friend-

ship and nature awaren巴ss. The subjects involved a total of 76 early adolescent (grade 

between 4th and 8th) who participated in four two-week resident camps. Three instru-

ments， Task Oriented and Social Oriented Test， Friendship Strategies Scale， and Sensitivity 

Scale， were administrated before， after and one month after the camp. The findings， as a 

whole， showed significant increase in participants' "association with natural phenomenon" 

and "feeling of nature" factors contained in the Sensitivity Scale after and one month after 

the camp comparing with them before the camp， while there were no significant changes 

in participants' achievement motivation and friendship. The result suggested that it is 

necessary to examine and improve the camp programs and instructive strategies. 

Key word: achievement motivation， friendship， nature awareness， Project of Long-term 

Nature Experience for Early Adolescent 

1 緒言

平成 8年7月、第15期中央教育審議会第一次答申の

中で、今後の教育の在り方として、子どもたちの「生

きる力」の育成の重要性を指摘しており、その育成方

*奈良教育大学 Nara University of Education 

法のーっとして「自然体験・生活体験」の充実をあげ

ている。これを受け、文部省生涯学習局から「青少年

の野外教育の充実について」の報告書が提出され、野

外教育におけるプログラムの充実・開発、指導者の養

**筑波大学体育科学系 Institute of Health and Sport Sciences， University of Tsukuba 

受理:2000年4月24日
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成・確保、場の整備・充実、安全確保と安全教育、行

政の支援と調査研究の充実について具体的な方策が提

言された。

このような背景のもと、平成11年に文部省、は他省庁

と連携して「全因子どもプラン(緊急3カ年戦略)Jを

打ち出し、そのうちの一つの政策として「子ども長期

自然体験村Jを開始した。本事業の特色は、地域の青

少年教育団体や民間教育事業者などが運営・指導主体

となり、小中学生約20名からなる異年齢集団を対象と

し、最低2週間以上の自然体験活動、環境学習活動、

農作業などの勤労体験活動などの事業を展開すること

である。

本事業に代表されるこれら野外教育プログラムは、

多様な教育的、心理的諸側面から評価され、効果をあ

げてきた。また、各々の事業によりその目的や強調点

は少なからず異なり、評価内容もそれらの観点から考

えられなければならい。しかしながら、これら野外教

育の多様な効果を、 vander Smissen (1975)は自

己の成長、社会的人間関係、環境に対する行動と理解

の3つに分類している。同様に、 Hopkins(1993)は、

自己 (Self)、他者 (Other)、環境 (Environment)

に分類している O 本研究では4事業を比較するための

共通性と、他の野外教育プログラムにおける一般性の

観点から、これら3つの分類に沿って評価内容を検討

した。その結果、自己との関係として達成動機、他者

との関係として友人関係、環境との関係の観点から自

然認識を評価内容として採用した。

そこで本研究の目的は、 4つの子ども長期自然体験

村事業を対象とし、参加者の達成動機、友人関係、自

然認識の成長の観点から評価することであった。さら

に、 4事業の成果、事業内容、指導体制等を比較する

ことにより、今後の野外教育事業における基礎資料を

得ることを目的とした。

2.研究方法

2.1.調査対象事業とその概要

平成11年度に行われた、 50ケ所の「子ども長期自然体

験村」のうち、本事業の特色である民間団体が指導主

体となった事業の中から、調査協力の得られた 4事業

を調査対象とした。それぞれの事業の特色は次の通り

である。また、主な活動内容は表ーlに整理した。

1) Y事業

(1)目 的:1.自然・人・文化と直接ふれあい、「豊

かな心」を育む。 2.共同野外生活の中で、「自律心」、

「自立心」、「協調性」を育む。 3.14日間の様々な自然

体験にチャレンジし、「生きる力」を育む。

(2)指導体制:プログラムディレクターを民間野外教

育事業団体職員が担当し、参加者の直接指導にあたる

カウンセラーには問団体独自の研修修了者である市役

所職員、幼稚園教諭、大学生、高校生があたった。

(3)特 色:山村での生活体験や勤労体験を基盤に、

参加者自身の企画・運営を重視したプログラムが特徴

であった。

2) 0事業

(1)目 的:1.チャレンジスピリッツ、 2.我慢する

こと、 3.協力することを学び、思いやりを育む。

(2)指導体制:プログラムディレクターを民間野外教

育事業団体職員が担当し、参加者を直接指導するイン

ストラクターとして指導歴1~3年の同団体職員を 1 グ

ループにつき2名配置した。

(3)特 色:欧米で開発されたOBSの教育方法を、

日本人向けに改善し、冒険的活動を主体としたプログ

ラムが特色であった。

3) T事業

(1)目 的:青少年の自主性、社会性、忍耐力を養

うとともに、参画する態度や思考力、創造力の向上を

図る O

(2)指導体制:総合コーディネーターを民間野外教育

事業団体職員が担当し、参加者の直接指導にあたるグ

ループリーダーとして同団体職員、同団f材汗究{I多了者、

小学校教諭等をlグループにつきl名配置した。

(3)特 色:参加体験学習を基盤とした選択プログ

ラム、アウテイングなど、班別、個人別の活動を主体

としていることに特色があった。

4) K事業

(1)目 的:自然の中で長期にわたる体験、すなわ

ち日常と違った時間の使い方と場(空間)に身を置く

という新たなチャレンジによって、自然や人との関わ

り、さらに自分自身を見つめ、新たな可能性に気づく。

(2)指導体制:民間青少年教育団体登録ボランテイア

が指導にあたった。その内訳はボランテイアOB4名、

ボランテイア4名、中学校教師2名、インターン生2名

合計12名であり、そのうち全期間中参加したスタッフ

は5名であった。これらのスタップに加え岡田体職員

一 2-
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表 1 活動内容

日目 Y事業 O事業 T事象 K事業

1日目
関村の会・ 7イスプレイヲ 仲間作りのゲーム オープニングセレモニー オリエンァーション

ウエル力ムパーティー ウエルカムパーティー アイスプレイキング

2日目
キャンプ蟻環境整備 地援を知る キャンプ揚環規整備 仲間づくりゲーム

(水海探検.回回避ぴ‘姫川太厳) 海 水.A..

3日目
患業生;;s体験 くAグループ> くBグループ> フィールド大探検 天橋立鐸検鰍

ロッ??ライミング 沢登り 茎軍主旦辺マッZ企2

4日目
魚のつかみどり体験 沢 霊 り 移動準備 班別選択プログフム 1.11 天領立周辺マップ作り

山村文化体験(称叢体験) 青木湖へ 海 水浴

5日目
山村文化体験(炭焼き体験) 移動準備 カヌー{青木湖) 漉別選択プログフムm.1V く山グループ> 〈海グループ〉

青木湖へ 川の濠涜探し 1堅動・テント肢営 移動

6日目
沢 査 り カヌー(膏木湖) いかだ(犀)11) 班別選択プログフムv.明 ハイキング 出 漁

キャーォーング 川の漂流標し ソロウォーヲ 定置網・海空重量

7日目
地続交宣車体駿(ギョーザ作リ) カヌー{犀)11) いかだ(庫)11) 個人別選択プログフム そぱ打 出 漁

通年型自然体験合宿1日体験 ジャ全ft.リ 鮒・網笠豊重

s日目
陶芸体験 そぱ打ち.笹寿司作り そ(;t打ち.笹寿司作り 休 日 標題ハイヲ 出 漁

休 費量 日 神祉見学磯遊び

9日目
シャワー?フイミング 表現活動 表現活動 現地調査 フリー 出 漁

量 山 グループピパ-? アウティング計画 フリー

10日目
地属交涜・山村文化休職(郷土料理) 量山準備 ロッ??フイミング アウァィング準備 合湾パー7イ準備 清婦・穆動

ホームステイ 合業パーティー

11日目
ホームス7イ 霊 山 登山準備 アウティング (2泊3日} ハイキング

さよならパーティーの畠し合い (軍軍量阜~由民大量} 温皐立7-

12日目
野焼き体験 量 山 登 山 アウァィング フリー

(S民大貧血~自民宿~天痴山荏} (大縄~関節山} プロジェクトアドベンチャー

13日目
キャンプ場措置収 量 山 登 山 アウァィング キャンプ繍鍛収

さよならパーティー {夫横山蕊~鑓温.-重倉) {爾飾山~小普量畢} ロングチャレンジハイキング 移 動

14日目
ふりかえり シェアリング

開 村 式

が全体のスーパーパイザーとして関わった。

(3)特 色:体験学習法を重視し、参加者が主体と

なり活動を計画した。また、地域文化と環境教育に焦

点を当てたプログラム・指導法が特徴であった。

2.2.調査対象者

それぞれの事業参加者の内訳を表 2に示した。すべ

ての参加者のうち、 Y事業に参加した小学校2、3年生

5名及び海外在住者2名、 T事業に参加した小学校2年

生2名は分析から除外した。

2.3.検査方法

本研究は、子ども長期自然体験村事業の評価内容と

して達成動機、友人関係、自然認識を採用した。また、

これらに影響を及ぼした要因を推測するために、参加

表 2 被検者属性

小学絞4年生 小学校5年生

男女 男女

Y事業 4 4 3 

0事業 5 2 3 2 

T事業 3 2 11 1 

K事業 5 3 

12 4 23 9 

デューァィータイム さよならパーティー

ふりかえり

者用アンケート、キャンプディレクター用アンケート

を実施し、補足資料とした。それぞれの検査方法は以

下の通りであった。

2.3.1.達成動機

中山(1986)が児童の達成動機を測定するために作

成した「社会志向性・課題志向性尺度」を採用した。

彼は児童の達成動機において、課題解決過程や学習活

動自体に対する輿味を示す「課題志向性」と対人関係

や他者からの評価に興味を示す「社会志向性」との二

つの次元に着目した。それぞれの因子は9項目、合計1

8項目から構成されており、「とてもよくあてはまる」

から「ぜんぜんあてはまらない」の5件法であった。

いくつかの質問項目は学校学習場面を想定して作成さ

小学絞6年生 中学校1年生 中学校2年生

男 女 男 女 男 女 合計

2 1 1 15 

3 2 19 

3 22 

3 3 3 3 20 

11 4 5 5 2 76 
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れていたため、日常生活場面に合わせて表現の修正を

行った。

2.3.2.友人関係

長沼ら (1998)が中学生から大学生を対象に同性の

友だちとのつきあい方を測定するために作成した調査

用紙から一部の項目を採用した。彼女らはこの研究に

より、 16種類の友だちとのつきあい方のタイプを見い

だしている。本研究ではそれらのうち、落合(1999)

が大学生、高校生、中学生聞の比較を行った結呆を基

づき、中学生に顕著に見られる「自分と合わない人と

もつきあう j友人関係と、中学生に特徴的に低く顕れ

た「好かれたいと願っているJ及び「傷ついても本音

でつきあおうとする」友人関係の3因子を採用した。

各々の因子は順に13項目、 6項目、 5項目から構成され、

5件法によって回答を求めた。

2.3.3.自然認識

自然認識を測定するために、針ケ谷(1995)が作成

した「感性汲Jj定尺度」の一部を採用した。「感性測定

尺度」は、目に見える事象から目に見えない背景やエ

ネルギ一、価値観を感じとる感性である「事象の背景・

つながり」因子、自然に対して美しさや心地よさを感

じとる感性である「自然」因子、相手の人柄や気持ち

を共感的に感じとる感性である「人間」因子、日に見

えない背景や価値の中でも特に生命を感じる感性であ

る「生命」因子の4因子から構成されている。本研究

では、このうち自然認識としてふさわしい「事象の背

景・つながりJ因子、「自然」因子、「生命」因子の 3

因子を採用した。合計 19項目に対し「とてもそう思

う」から「そう思わない」の 4件法で回答を求めた。

2.3.4.参加者用アンケー卜

本事業が参加者の達成動機、友人関係、自然認識に

及ぼした影響に関する補足資料を得るために、キャン

プ参加者を対象に、事業全体の評価に関するアンケー

トを行った。アンケートの内容は、達成動機、友人関

係、自然認識の達成度、キャンプの運営、指導者、活

動に対する満足度に対し回答を求めるものであった0

2.3.5.キャンプディレクタ一周アンケー卜

同様の目的により、統計処理の結果、得点に有意な

変化が見られた事業のキャンプディレクターに対し、

その変化に影響を及ぼしたと考えられるキャンプ中の

プログラム、指導法、体験等をファクシミリまたは電

子メールによる質問文にて、 2∞字以内の回答を求めた。

2.4.調査の手続き

参加者の達成動機、友人関係、自然認識を測定する

ための調査をキャンプ前(以下Preと称す)、キャン

プ後(以下Postと称す)、キャンプ1ヶ月後(以下

Post2と称す)に行った。 y事業のPreは郵送にて配

布し、参加者は家庭で回答の上、集合時に持参した。

またPostは解散時に配布し、郵送にて回収した。 Post2

は報告会にて集団調査法により実施した。 o事業はp

reをオリエンテーション終了後、 Postを閉校式前に

集団調査法により行い、 Post2を郵送法にて行った。

T事業のPreはY事業同様に事前に郵送し集合時に回

収した。 Postは最終日の朝食後に行った。 Post2は郵

送法にて実施した。 K事業のPre、Postは、キャンプ

初日と最終日に行い、 Post2は郵送法にて実施した O

なお、参加者用アンケートは、 Post2と同時に実施し

た。キャンプディレクター用アンケートは、データ集

計の後、平成12年4月中旬に行った。

2.5.統計処理

事業の効果を検査するために、 Pre、Post、Post2

の調査時期におけるそれぞれの得点を、分散分析によっ

て比較した。また、それぞれの事業による得点の変容

の差を検討するために、 Preの得点を共変量とした共

分散分析を用い、 Post、Post2の得点を比較したO デー

タの分析には8P88for Macintosh 08を用いた。な

お、多重比較のためのL8Dの算出にあたっては、田

中ら(1994)に基づき有意性水準を5%に固定した。

3.研究結果

3.1.達成動機

4事業別の達成動機得点及び4事業全体の平均点と

分散分析、共分散分析の結呆を表-3に示した。

3回の調査時期を要因とした分散分析の結果、全事業

中有意差の見られたのはY事業の「課題志向性」得点

のみであった (F(2，20)=4.88， p< .05)。多重比較の

結果、 PreとPostの聞に有意差が認められた。

続いて事業聞を比較するために行った共分散分析の

結果、 Y事業のPostの「課題志向性J得点が、 O事

業、 K事業のPostの得点と比較し有意に向上してい

ることが明かとなった (F(3，66)=3.01， p< .05)。

3.2.友人関係

続いて、友人関係に関する得点を表-4に示した。

分散分析の結果、 Y事業の「自分と合わない入ともつ
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表 3 達成動機得点、の平均点友び標準偏差と分散分析、共分散分析の結果

開 E
M SD 

POST2 

M SD 
分散分析 主主主盆E
Ffil p F値 p

課題志向性

Y事業
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K事業

全体

3.01会

0.62 
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社会志向性

Y事業 36.00 6.93 36.14 5.11 35.50 6.43 0.09 

O事業 28.68 5.89 28.58 5.77 29.79 7.08 0.72 

T事業 30.80 6.17 32.09 7.89 31.60 7.54 0.54 

K事業 28.56 5.11 29.00 6.55 29.40 5.08 0.87 

全体 30.54 6.43 31.13 7.02 31.15 6.82 1.42 

共分散分祈上段:POST下段:下POST2

き合う」得点の調査時期の効果が有意となり

(F(2，16)=4.77， p<.05)、多重比較の結果、 Postで

有意に向上し、 Post2まで維持されていることが明か

となった。

また、共分散分析の結果、 Postにおける Y事業の

同得点とO事業の得点との問に有意差が認められた

(F(3，62) =4.17， p< .05)。

3.3.自然認識

最後に、自然認識における3因子の得点を表-5に示

0.66 

0.08 

* p<.05 

した。

「自然」因子における T事業 (F(2，36)=4.06， 

p< .05)及び全体 (F(2，130)=9.80， p< .001)、「事

象の背景・つながり」因子における Y事 業

(F(2，20) =16.66， p<.OO1)、 K事業 (F(2，34)=4.34， 

p<.05)、及び全体 (F(2，132)=8.05， p< .01)に有

意差が認められた。多重比較の結果、いずれの得点も

Postで、有意に向上しPost2まで維持されていることが

明らかとなった。

表 4 友人関係得点の平均点友ぴ標準偏差と分散分析、共分散分析の結果

開 E POST POST2 分散分析 主主笠笠置
M SD M SD M SD F値 p F値 p

傷ついても本音でつきあう

Y事業 16.86 3.57 17 .29 4.39 16.75 4.58 0.65 1.04 o.業 16.44 3.13 16.11 3.90 16.32 4.37 0.06 0.81 

T事業 16.05 3.94 15.27 4.52 15.85 3.39 1.05 

K事業 14.61 3.13 15.30 3.37 14.70 2.36 0.68 
全体 15.94 3.49 15.87 4.05 15.80 3.66 0.04 

好かれたいと願う

Y事業 22.43 4.26 21.29 7.10 21.75 5.83 0.30 0.46 

O事業 19.12 5.15 20.89 5.28 20.42 4.90 0.93 0.31 

T事業 22.30 5.52 22.14 7.23 22.70 5.52 0.20 K.業 20.28 5.80 20.90 6.65 20.65 4.57 1.38 
全体 21.01 5.34 21.33 6.49 21.35 5.14 1.32 

自分と合わない人ともつき合う

Y事業 44.36 10.50 49.43 10.40 50.36 7.57 4.77合 4.17合

O事業 41.12 8.98 38.53 10.05 40.89 11.91 1.19 1.85 

T事業 46.55 11.48 45.91 8.83 46.70 11.27 0.15 

K事業 44.83 7.85 44.00 8.96 43.15 8.52 0.67 
全 体 44.32 9.82 44.19 10.03 44.69 10.55 0.09 
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表 5 感性得点の平均点忍び標準偏差と分散分析、共分散分析の結果

防司E POST 

M SD M SD 

事象の背景・つながり因子

Y事業 35.86 5.25 39.71 

0事業 31.58 6.16 33.11 

T事業 31.50 7.35 35.09 

K事業 26.33 7.10 29.90 

全体 31.07 7.23 34.07 

自然因子

Y事業 14.14 1.56 14.93 

0事業 12.67 3.20 13.84 

T事業 12.35 3.54 14.00 

K事業 12.50 2.57 13.30 

全 体 12.83 2.92 13.95 

生命因子

Y事業 14.36 1.34 14.93 

O車業 13.05 2.30 12.89 

T事業 13.00 2.36 13.73 

K事業 12.112.08 12.85 

全 体 13.06 2.20 13.51 

共分散分析上段:POST下段:下POST2

また、共分散分析の結呆、事業聞に有意差は認めら

れなかった。

4.考 察

本研究において 4事業全体として効果の認められた

ものは、自然認識の中の「自然」因子と「事象の背景・

つながり」因子であった。それに対し、全体として達

成動機と友人関係に及ぼす効果は認められなかった。

そのため、この結果を先行研究と比較すると、本事業

が参加者の達成動機、友人関係に及ぼす影響は低かっ

たといえる。

キャンプ研究において参加者の達成動機の向上はキャ

ンプ中の困難やストレス体験の克服による影響が大き

いことが指摘されている。井村ら(1990)は冒険活動

を主体としたフロンテイアアドベンチャー事業が参加

者の自己概念の向上をもたらし、特に達成動機に関す

る自己概念の向上がめざましいことを報告している。

また、飯田ら(1992)はキャンプによる参加者の自己

概念の向上の要因として、ソロに代表されるようなス

トレスを感じる機会が数多くあり、それらを克服する

ことによる成功体験の獲得によって自己概念の向上が

もたらされたと推察している。唯一「課題志向性」達

成動機が向上したY事業のキャンプディレクターによ

る回答にも「個人的なチャレンジJ、「チームワークが

3.87 

8.10 

8.62 

7.22 

8.02 

1.59 

2.54 

2.47 

2.79 
2.46 

1.38 

3.35 

2.81 

2.03 

2.64 

POST2 分散分析 共分散分析

M SO F値 P F鐘 p

39.38 

33.00 

32.90 

30.40 

33.40 

14.77 

13.84 

13.70 

13.35 
13.83 

14.23 

13.53 

13.10 

12.15 

13.15 

5.08 

7.28 

9.69 

6.39 

7.94 

1.79 

2.67 

3.06 

2.62 

2.63 

2.49 

2.46 

2.85 

2.56 
2.65 

16.66 *合*

0.48 

1.92 

4.34 * 
8.05 ** 

1.46 

2.24 

4.06 * 

2.18 
9.80 *** 

1.38 

0.74 

1.09 

1.14 

1.22 

0.95 

1.27 

0.27 

0.28 

0.62 

0.61 

* p<.05 **p<.01 **合P<.001

必要なチャレンジ」といったプログラムの影響と「仲

間と知恵を出し合い協力すれば難しいことも実現でき

るという「気づき」を促す」といった指導法がその原

因として指摘されている O

これらの報告と比較し、本事業の活動内容は、 0事

業を除き、 1日の体験型活動を中心に構成されており、

井村ら(1990)、飯田ら(1992)の研究に見られるよ

うな数日間にわたり参加者に高いストレスを与える活

動が少なかった。よって、キャンプによって達成動機

を高めるためには、参加者の発達段階に適したストレ

スをプログラム化すると共に、参加者が積極的にスト

レスに対処し、それを克服するための指導法が必要と

いえよう。

事業聞の比較で見ると、キャンプ後のY事業参加者

の「課題志向性」達成動機が0事業、 K事業に比較し

有意に高かった。参加者用アンケートの達成動機に関

する項目を比較すると、「キャンプ中むずかしいこと

や不安なととがあった時、挑戦してやり遂げてみよう

と思いましたか」に対し肯定的に回答した参加者が、

Y事業で92.3%、O事業で84.3%、K事業で87.6%で

あり、いずれも80%以上の高い割合を示している。ま

た、参加者が「良かった活動」としてあげるプログラ

ムを比較すると、 Y事業参加者の26.7%がホームステ

イ、 K事業参加者の20.0%が海水浴であるのに対し、

-6-



0事業参加者の78.9%が数日間にわたる登山をあげて

いる。これらの結果から、いずれの事業参加者も達成

動機に関する達成度は高く、特にO事業では効果の認

められたY事業よりもストレスの高い活動に満足度が

集中している。そのため、本研究では達成動機に及ぼ

す効果の事業聞の差について、明確な原因を見いだす

ことはできなかった。

一方、友人関係においても、事業全体としての効果

は認められなかった。同様に、井村ら(1990) も、年

齢幅の大きい異年齢集団を特徴とするフロンテイアア

ドベンチャーでは、班内の集団凝集性は高まらない傾

向にあると述べている O また、島ら(1991)は異年齢

集団を対象とした無人島生活体験によって、指導体系

に基づいたタテの関係よりも、ヨコの関係を基盤とし

た集合体の方が雰囲気は良くなる傾向にあったと報告

している。一方、本研究と類似した尺度を用いた松永

(1999)の研究では、すべて同学年の女子高校生を対

象としており、友達づきあいがより深く心理的に分離

したものになったと報告している。

中央教育審議会答申「新しい時代を拓く心を育てる

ためにJ(1998)が報告するように、異年齢集団での

活動体験は青少年期において重要な経験であるが、キャ

ンプ場面における友人関係の向上という点では、タテ

割り一辺倒の指導体制を考え直す必要があろう。本事

業のように小学校4年生から中学校2年生までを対象と

した場合、参加者の精神的、肉体的発達も著しく異な

り、上級生は下級生の面倒を見る、下級生は上級生に

あまえるといった心理的関係が必然的に生じる。それ

を解決するためには、比較的同年代の学年や同程度の

発達段階の小集団による協力場面や成功体験をプログ

ラム化し、バランスよく導入する必要があろう。

また、事業間の効果に有意差の認められたものは、

キャンプ後のY事業参加者の「自分と合わない人とで

もつき合うJ友人関係が、 0事業に比較し有意に高かっ

たことであった。参加者用アンケートにおける「どん

な友達とも楽しくつきあえたと思いますか」の質問に

対し、 Y事業参加者の92.4%、 O事業参加者の85.3%

が肯定的に回答し、 2事業とも高い割合を示した。そ

のため、達成動機と同様に、これらの効果の差の原因

について補足資料から言及することはできなかった。

達成動機、友人関係の結果に対して、自然認識の

「自然」因子と「事象の背景・つながり J因子は本事

7 
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業によって全体としての効果が認められた。フロンティ

アアドベンチャ一事業を対象とした橘ら(1991)、井

村ら(1992) も、事業によって参加者の自然に対する

イメージが肯定的に変容したことを報告しており、本

研究の結果と一致する。実際に、参加者用アンケート

において、「今まで知らなかった自然に触れることが

できましたか」、「自然のよさや大切さを感じることが

あったと思いますか」に対して、それぞれ95.6%、88.

2%の参加者が肯定的に回答しており、 53.8~80.9%

の肯定的回答であった達成動機、友人関係に関する項

目と比較し、いずれも肯定的な反応が多かった。

また、事業聞を比較した結果、自然認識の変容に有

意な差は認められなかった。本事業は主として野外教

育を背景として展開されたものであり、その特色とし

て自然環境の中で、それらの自然資源を生かして行わ

れることがあげられる。したがって、これらのキャン

プはそのプログラム、指導j去を問わず、多くの自然体

験の機会に恵まれ、自然認識の変容に影響を与えると

考えられる。岡村ら(1996)は、環境教育プログラム

を導入したキャンプと導入しなかったキャンプを比較

した結果、自然に対するイメージはいずれのキャンプ

でも向上し、効果に差がなかったことを示している。

その理由として野外活動自体や自然の直接体験が主な

原因になったと考察している。

自然認識に影響を与えたと考えられる具体的な自然

体験として、「事象の背景・つながり」因子が向上し

たY事業では、「野宿体験を毎日敢行した o 満天の星

空を天井に、大地を寝床にし、 JI/のせせらぎを聞きな

がら眠りにつく体験」をあげ、「自然」因子が向上し

たT事業では「野宿で見た星がキャンパーの印象とし

て残った」など「野宿」に代表きれる深い自然体験の

影響を指摘している O 岡村 (2000) も登山とビ、パーク

を実験場面とし自然環境を利用した冒険教育プログラ

ムが自然に対する感情的態度に及ぼす効果を実証して

おり、「野宿」はこれらの体験内容と類似するもので

あったと考えられる。

以上より、感性に関わるような感覚的な自然、認識は、

自然とより深い関連性を生じる野宿などの自然体験の

影響が大きかったと考えられる。

5.結論

本研究の目的は、 4つの子ども長期自然体験村事業
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が参加者の達成動機、友人関係、自然認識に及ぼす効

果を検証し、 4事業の成呆、事業内容、指導体制等を

比較することであった。その結果以下の結論を得た。

1)参加者の達成動機において、 4事業のうち 1事業の

参加者の「課題志向性J達成動機はキャンプ後に向上

したが、事業全体として「課題志向性」、「社会志向性J

達成動機の向上は認められなかった。

2)参加者の友人関係において、 4事業のうち l事業の

参加者の「自分に合わない人ともつき合う j友人関係

はキャンプ後に向上し、キャンプ1ヶ月後まで維持さ

れたが、事業全体として友人関係の変化は認められな

かった。

3)参加者の自然認識において、 4事業のうち 1事業の

参加者の「自然j因子及び2事業の参加者の f事象の

つながり・背景」因子はキャンプ後に向上し、 1ヶ月

後まで維持された。事業全体としても参加者の「自然J

因子及び「事象のつながり・背景」因子はキャンプ後

向上し、 1ヶ月後まで維持された。

4) r課題志向性j達成動機と「自分と合わない人とも

つき合う」友人関係の変化において事業聞に有意差が

認められたが、原因を同定することはできなかった。

一方、自然認識の変化に事業問の差は認められなかっ

た。

以上の結果から、子ども長期自然体験村事業は、参

加者の自然認識に効果を及ぼしたが、達成動機と友人

関係に対し一部の成果しか得られなかった。その原因

として、発達段階に応じた成功体験や同年代の集団で

の活動の不足などプログラムや指導法の影響が推察さ

れた。今後はこれらのプログラム、指導法の内容と参

加者の達成動機、友人関係の変容の関連を実証的に解

明していく必要性が示唆される。
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活動前の疲労度別にみたスポーツ活動の効果について
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The Effects of Sports Activities according to 

The Level of Fatigue Scores before Activities 
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Abstract 

Forty-eight coJ1ege students with the mean age of 18.1 participated in the 20-minute ex-

ercise program for six days. Th巴 programconsisted of six sports activities; voJ1eybaJ1， bas同

ketbaJ1， badminton， badtennis， softvoJ1eyball， and indiaca. Each day， the subjects were 

assigned to a different activity so that they could experience aJ1 six activities in six days. 

The Total number of man-days was 279. 

By analyzing the relationship between pre-activity Fatigue Scores(FS) and post-activity 

Recreational Scores(RS)， the foJ1owing results were found. 

1 )60 subjects (2l.5%) scored 0 on the FS measure (henceforth caJ1ed Group A)， 180 sub-

jects (64.5%) scored 1 to 10 (henceforth caJ1ed Group B)， and 39 subjects (14.0%) 

scored over 11 (henceforth caJ1ed Group C). The mean number of steps the subjects 

took during the activity was 1，272 (Group A)， 1，180 (Group B)， and 1，206(Group C). 

2 )There were some differences in the mean scores between pre-activity FS and post 

activity FS. As for Group A， FS increased slightly from 0 to 0.67. As for Group B， 

FS decreased significantly from 3.53 to 2.34 (p<O.OOl). As for Group C， FS also de-

creased significantly from 17.38 to 9.82 (p< 0.00 1). There were significant differences 

in post-activity FS between Group A and Group B (p<O.OOl)， and Group A and Group 

C (p<O.OOl). 

3 )On the items of 'mental fatigue' and 'physical fatigue' of the Recreational Scores (RS) 

measure， Group B scored significantly higher than Group A， Group C scored signifi-

cantly higher than Group A on the items of 'refreshingness' 'satisfaction'， 'a sense of 

achievement'， 'mental fatigue'， 'physical fatigue'， and 'shoulder stiffness'. 

4 )Group A scored more than l.0 on the seven items of the RS measure， Group B on the 

six items， and Group C on the four items. 

Key word: sports activities， recreational score (RS)， fatigue score (FS)， the mean number 

of steps 
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1.はじめに

これまで、スポーツ活動の効果は、対象者の睡眠状

態や食事の摂取などの生活状況、および実施するスポー

ツ種目に対する興味・関心、ならびに活動時の身体活

動量に影響を受けることが指摘されている1九しかし、

対象者の活動前の生体状況別にスポーツ活動後の生体

変化をみた研究はみられない。

そこで、本研究では、活動前の疲労スコアの訴えレ

ベルにも焦点をあて、対象者の疲労度別にスポーツ活

動による効果をみようとした。具体的には、対象者に

スポーツ活動を一定時間体験させ、活動前における疲

労スコアの訴え状況別による生体変化を、疲労スコア

やレクリエーションスコア(レクスコア)の変動を通

して分析した。

11.方法

本研究では、調査対象を48名の大学生(平均年齢

18.1歳、女子)に求め、 20分間のスポーツ活動を体験

させた。スポーツ活動には、前橋らめの報告で有効と

されているバドミントン5)やプリズンボールペバレー

ボールヘソフトバレーボール8)、インデイアカペパ

表 1 疲労自覚症状の調査項目

I 1 頭がおもい

群 2 全身がだるい
一「 3 足がだるい
ね 4 あくびがでる
む 5 頭がぼんやりする

けと 6 ねむい
7 目がつかれる

だ
8 動作がぎこちないる

Lさ一一
9 足もとがたよりない
10 横になりたい

E 11 考えがまとまらない
群 12 話をするのがいやになる

13 いらいらする

注意集
14 気がちる
15 物事に熱心になれない
16 ちょっとしたことが思い出せない

中
げ することに間違いが多くなる。コ

困 18 物事が気にかかる

L難一一
19 きちんとしていられない
20 根気がなくなる

皿 21 頭がいたい
群 22 肩がこる

在局
23 腰がいたい
24 いき苦しい

し 25 口がかわく
26 声がかすれる
27 めまいがする
28 まぶたや筋肉がピクピクする
29 手足がふるえる
30 気分がわるい

」

表 2 レクスコアの調査項目

1 楽しかったですか?

2 気分がよくなりましたか?

3 充実・満足しましたか?

4 達成感が得られましたか?

5 精神的な疲れがとれましたか 7

6 からだの疲れがとれましたか?

7 からだの調子がよくなりましたか7

8 肩や首のこりがとれましたか?

9 今日はぐっすり限れそうですか?

10 食事がおいしく食べられそうですか?

[前橋 明・服部伸一・レクリエーションの効果に関する
研究(11 ) レクリエーション効果チェックリストの試
案と疲労自覚症状調査との関連一，倉敷市立短期大学研
究紀要28，pp.27-34， 1998.] 

ドテニス 10)の6つのスポーツを、 1人 1日1種目ずつ、

日替わりで20分間行ってもらった。

調査では、各運動実施前後に疲労自覚症状調査川

(表 1)と、運動後にレクリエーション効果チェック

リスト3)(表 2)によるアンケート調査を行い、それら

と並行して身体活動量(歩数)についても測定した。

まず、疲労自覚症状しらべについては、日本産業衛

生学会の調査票川を用いた。その調査内容は、 I群

「ねむけとだるさ」、 E群「注意集中の困難」、皿群

「局在した身体違和感」とされており、各群はそれぞ

れ10項目ずつの合計30項Bから構成されている。

評価方式としては、各症状について各自の自覚の程

度に応じて点数化し、「症状がない」場合を O点、「少

しあるJをI点、「かなりある」を 2点、「顕著にみら

れる」を 3点として配点を行う前橋凶の評価方式を採

用した。そして、各症状の訴えスコアの合計点を疲労

スコア (FS)ト 4、凶として表した。

この日本産業衛生学会、産業疲労研究会の自覚症状

調査は、これまでの先行研究において、作業後の肉体

的・精神的疲労症状の消長を測定する指標凶のほかに、

小学生川、高校生12則、大学生川の体育授業時における

運動負荷の結果、どの程度の疲労回復効果が得られた

かをみる調査に使用されており、その有効性が確認さ

れ、今後、運動時やレクリエーション活動時の疲労研

究における利用も大いに期待されているところである。

レクリエーション効果を調べる調査では、回答をス

コア化し、さらにスコアにグレードを持たせ、統計的

な処理をしやすくするために、 5段階の評定3)とした

(表3)。具体的には、活動前の状態と比較して、変化

-12-



表 3 レクリエーション効果チェックリスト

大変良
~' 

刀イρなh ヒι 
や

大変悪し や

0印をつけて下さい。 良 悪
し、 し、 し しミ し、

l楽しかったですか?

2気分がよくなりましたか?

3充実・満足しましたか?

4 達成感が得られましたか?

5精神的な疲れがとれましたかっ

6 からだの疲れがとれましたか?

7 からだの調子がよくなりましたかっ

8屑や首のこりがとれましたか?

9今日はぐっすり眠れそうですかっ

10食事がおいしく食べられそうですか?

[前橋 明・服部伸一:レクリエーションの効果に関する研究
(11) レクリエーション効果チェックリストの試案と疲労自覚
症状調査との関連 ，倉敷市立短期大学じ研究紀要28，pp.27 -34， 
1998. J 

のない場合を O点、少し良いを+1点、大変良いを+

2点、やや悪いを-1点、大変悪いを -2点という基

準にした。

レクスコア調査項目の内容については、文献研究に

より、これまでに発表されているレクリエーションの定

義や特質を整理し、レクリエーション活動の結果得ら

れる効果を、身体的、精神的、情緒的内容のバランス

を加味しながら、 10項目選定した。すなわち、レクス

コアの効果をみる観点には、疲労回復だけでなく、気

分転換や楽しきの確保、体験の結果生じる充実感・満

足感・達成感などの情緒の改善も含まれるものと考え、

これらの内容を的確かつ簡潔に把握する調査票とした。

服部・前橋:疲労度別にみたスポーツ活動の効果

ン効果チェックリストは、レクリエーションの効果を

みる上で有効な調査票であると考えられる。

歩数は、活動開始から終了までの20分間ト3、12則、万

歩計吋タニタ製カロリーウオーク)を各対象者の腰部

側面につけ、活動時の身体活動量として算出した。

なお、資料の統計処理は、活動前後の疲労スコアの

比較については、対応のある場合の平均値の差の検

定的を、そして、その群聞のスコアや歩数の比較につ

いては、対応のない場合の平均値の差の検定を用い

た18)

111.結果

本研究では、有効対象者として、のべ279名のデー

タを採用した。対象者279名の中で、活動開始前の疲

労スコアがOであった者、つまり、疲労感の訴えが皆

無の者、疲労スコアがlから10であった者、疲労スコ

アが11以上であった者の 3つの群に区分した。

その結果、「疲労スコア OJ群が60名 (21.5%)、

「疲労スコア 1~lOJ 群が180名 (64.5%)、「疲労スコ

ア11以上」群が39名(14.0%)となった。

1.スポーツ活動時の身体活動量について

20分間のレクリエーション活動実施後の平均歩数は、

「疲労スコア OJ群では1272:!::451歩、「疲労スコア 1

~10J 群では1180土 435歩、「疲労スコア11以上J 群で

は、 1206:!::443歩であった(表 4. 図1)。なお、各グ

ループ閑の平均歩数には、有意な差は認められなかっ

た。

また、先行研究川こおいて、疲労自覚症状調査によ 2.スポーツ活動前後の疲労スコアの変化について

る疲労スコアと統計的に有意な相関を示したことから、 活動前後の疲労スコアの変動をみると、「疲労スコ

特に疲労回復という観点において、このレクリエーショ アO群」では活動前Oから活動後平均0.67へ増加傾向

表4 スポーツ活動開始前の疲労度別にみた活動後の疲労スコア，レクスコアおよび歩数 (平均値:tS D) 

ly\~ 疲労スコア
レクスコア 歩数

目リ 後

疲労スコア O
O 0.67:!: 2.02l- 12.97土7.03- 1272土451

(N=60) 
*牢*

*** 疲労スコア 1~10 
3.53:!:2.42J料* * 11.21土6.43~ 1180土435

(N =180) 

疲労スコア11以上
17.38:!:5.55一 9.82:!: 8.87一一一 9.31:!:6.73- 1206:!:443 

(N=39) 
しー牢牢* j 

L一一一一一一ー

有意差 * p <0.05. * * * p <0.001 

-13-
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図 1 スポーツ活動開始前の疲労度別にみた活動後の歩数

4・

疲労スコア O

(歩数 1272:t:451歩)

-ー
1* * * 
企企d‘

疲労スコア 1~lO 

(歩数 1180:t:435歩)

••• 司~

¥ 
¥ 
¥ *ネキ

司 ÅÅ~‘

E 
疲労スコア 11以上

(歩数 1206:t:443歩)

N=60 N=180 N=39 

「疲労スコア OJ群と 11~ 10J群の活動前の疲労スコアに対する差 ... p <0.001 

活動前値に対する差 * * * p <0.001 
「疲労スコア OJ群の活動後の疲労スコアに対する差 ...... p<O.OOl 
「疲労スコア OJ群の活動後のレクスコアに対する差女 p <0.05 

図2 スポーツ活動開始前の疲労度別にみた活動後の疲労スコアおよびレクスコア
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服部・前橋.疲労度別にみたスポーツ活動の効果

を示し、「疲労スコア 1-10J群では活動前平均3.53

から活動後2.34へ(p<0.000、「疲労スコア11以上」

群では、活動前平均17.38から活動後9.82へと有意に

減少した。(p <0.001，表 4，図 2)。

また、「疲労スコア 1-10J群および「疲労スコア

11以上」群における活動前後の疲労スコア聞に有意な

差が認められた(p <0.000。

3. スポーツ活動後のレクスコアについて

活動後の平均レクスコアは、「疲労スコア oJ群が

12.97に、「疲労スコア 1-lOJ群が11.21に、「疲労ス

コア11以上」群が9.31に、それぞれ増加した(表 4，

図 2)。なお、「疲労スコア oJ群のレクスコアは、

A曜

40 

• 
30 

25 

15 

10 

• 。。

• 
• • • r = -{).48 p<0.01 

(N=39) 

• 

• 
5 10 15 

レウスコア{怠)

-• 
20 

「疲労スコア11以上」群の活動後のレクスコアに比し、

有意に高かった(p<0.05)。 図 3 活動前の疲労スコア f11以上j群における

また、「疲労スコア11以上j群において、活動後の 活動後の疲労スコアとレクスコアの相関

ト 〈 空 。 1 2 o 1 2 O 1 

1 楽しかったですか? P !ノ' • ンノ

2 気分がよくなりましたかっ l・v 
. レ/

3 充実・満足しましたか? J 
4 達成感が得られましたかっ 6 F附

5 精神的な疲れがとれましたか? v 
6 からだの疲れがとれましたか?

‘- •• 7 からだの調子がよくなりましたか? h 
8 肩や首のこりがとれましたか? 品 .さt

¥ 

9 今日はぐっすり限れそうですか? ¥押 ¥申 ¥ト、

P 
10 食事がおいしく食べられそうですか? 1- ゆ 1-

疲労スコア0 疲労スコア 1-10 疲労スコア 11以上

疲労度区分 (歩数 1272:t451歩) (歩数 1180:t435歩) (歩数 1206土443歩)

N=60 N=180 

[評価:大変良くなった(2点)，少し良くなった(1点)，変化なし(0点)， 

やや悪くなった(一 1点)，大変悪くなった(-2点)] 

図 4 スポーツ活動開始前の疲労度別にみた活動後の項目別レクスコア

(活動開始直前の疲労スコア O群の項目別レクスコアに対する差 * p <0.05， * * p <0.01) 
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疲労スコアとレクスコアとの間に負の相関性が認めれ

られた(図 3， r =一0.48，p <0.01)。

次に、活動後のレクスコアにおいて、「疲労スコア

OJ群に比し、有意な差が認められた項目は、「疲労

スコア 1-10J群では、「精神的な疲れがとれました

か?Jと「からだの疲れがとれましたか?Jの2項目

であった(図 4)。

また、「疲労スコア11以上j群では、「気分がよくな

りましたか?J r充実・満足しましたか?J r達成感が

得られましたか?J r精神的な疲れがとれましたか?J 

「からだの疲れがとれましたか?J r肩や首のこりがと

れましたか?Jの6項目であった。

なお、各グワレープにおいて、レクスコアが1よりも

大きい項目数は、「疲労スコア OJ群では7項目、「疲

労スコア 1-10J群では 6項目、「疲労スコア11以上」

群では 4項目であった。

N 考察

スポーツ活動開始直前の疲労度別に、対象者の疲労

スコアならびにレクスコアの変動をみると、活動前に

疲労感が皆無という状態でスポーツ活動を行うと、疲

労度は低く維持されたままで、レクスコアは高くなり、

より快適な状態になることが確認された。

また、活動前に疲労感を僅少に保有していた場合は、

スポーツ活動後に、疲労感の訴えは減少し、レクスコ

アが高まるという結果が示された。

一方、活動前の疲労度レベルの高い、疲労スコアが

rn以上J群において、活動後の疲労スコアとレクス

コアとの間に有意な負の相関性が認められたことより、

活動前に疲労感の訴えが多いレベルで、あっても、スポー

ツ活動を行えば、活動後にレクスコアは有意に高まる

可能性が示唆された。しかし、活動前に疲労感の訴え

のない者に比べ、レクスコアの高まりは低く維持され

ることが認められた。つまり、疲労スコアは軽減され

るものの、それは、疲労度の高い状態での軽減であり、

レクスコアの高まりも少ないといえる O

したがって、より有効なレクリエーションの効果を

得ょうとすると、活動前の疲労度は低い方が望ましい

と考えられる。つまり、何らかの形でストレスや負荷

がかかり、その気分転換や疲労回復のためにはスポー

ツ活動が早期に導入されればされるほど、回復効果は

大きいといえる。また、疲労度が高い状態で、あっても、

16 

本調査で示すような活動前の疲労スコアが17.38程度

であれば、レクリエーション効果が期待されるといえ

よう。

ところで、先行研究叫』こおいて、活動前の疲労度が

あまりにも大きい (28.77)と、活動後の疲労スコア

の軽減が期待できず、作業効率の程度を示すカウンター

伎の改善も望めないことから、疲労回復効果を意図し

てスポーツ活動を行う場合には、活動前の疲労度があ

る程度低い状態で活動に望むことが求められる。

また、疲労スコアの日内変動を調査した研究結果に

おいて、 1日の中で疲労度が高いとされる起床時の疲

労スコアが、高校生では15程度刷、大学生では10程

度21)、乳幼児をもっ母親で内職をしている者では15程

度叫となっており、 17.38という数値は、日中では、

人間の疲労感の日内変動からみると、大変高いレベル

の疲労度を示す数値であるといえるため、これまでの

研究結果から判断して、活動後に疲労スコアが減少す

る上限の数値と考えられる。

以上、本調査の結果が示すように、仕事や諸活動で

高まった心身の疲労を回復し、気分をリフレッシユす

るためには、活動前に比較的高いレベルの疲労感を有

していても、レクリエーション的な運動を実施するこ

とで、まだ、レクリエーション効果は期待できること

を確認した。ただし、今後は疲労スコアの高い人たち

に対するレクリエーション効果の獲得やレクスコアの

変化の様相ならびにその限界について、継続して分析

と検討を加えていきたい。

なお、今回の運動実施は20分間であったため、平均

的にはレクスコアの増加につながったが、高校生を対

象にした体育授業時の生体指標債の変動に関する先行

研究叫によると、 50分間では、毎分37歩程度の運動が、

ねむけとだるさの解消、精神的な気分転換、疲労感の

緩和、大脳の活性レベルの克進、作業効率の向上等、

レクリエーション効果の期待できるクリテイカルなポ

イントとして確認されたことより、今後、同ーの活動

内容であっても、実施時間を増加した場合の検討が残

されている。したがって、レクリエーション効果を有

効に得るための時間についての検討も行っていきたい。

ところで、活動後のレクスコアにおいて、「疲労ス

コア OJ群に比し、有意な差が認められた項目は、

「疲労スコア 1-10J群では、「精神的な疲れJr身体

的な疲れ」の 2項目、「疲労スコア11以上」群では、



「気分のよさJr充実・満足度Jr達成感Jr精神的な疲

れJr身体的な疲れJr肩や首のこり」の 6項目であっ

た。これらは、活動前の疲労度のレベルが低ければ低

い程、有効なレクリエーション効果が望める内容とい

えよう。つまり、活動を通しての達成感や満足感、お

よび疲労回復の側面での効果をより期待しようと願う

と、活動前の疲労度をより小さく保つ必要性のあるこ

とを示唆するものであった。

なお、各グループにおいて、レクスコアが lよりも

大きい項目数は、「疲労スコア OJ群では 7項B、「疲

労スコア 1~10J 群では 6 項目、「疲労スコア11以上」

群では 4項目であったことより、活動前の疲労度が小

さいと、レクリエーション効果の質的な高まりも、よ

り期待できることを示唆するものであった。言い換え

れば、活動前の疲労スコアの訴えレベルは、活動後のレ

クスコア、すなわち、レクリエーション効果の発現に

影響するといえよう。

v.結語

本研究では、平均年齢18.1歳の女子大学生48名を対

象に、レクリエーション的な運動として採用されてい

る6種目のスポーツを20分間体験させ、その問の身体

活動量を計測した。そして、活動前の対象者の疲労度

別に、活動後の疲労スコアとレクスコアを分析し、活動

前の状態との関連性について検討した。

その結果、

(1)のべ279名の対象者のうち、スポーツ活動直前の

「疲労スコア OJ群は60名 (21.5%)、「疲労スコア 1

~10J 群は 180名 (64.5%)、「疲労スコア 11以上J 群は

39名(14.0%)であった。

(2)20分間の活動後の平均歩数は、「疲労スコア OJ群

では1272::1:451歩、「疲労スコア 1~10J 群では1180 ::1:

435歩、「疲労スコア11以上」群では1206::!:443歩であり、

各グループ間に有意な差は認められなかった。

(3)スポーツ活動前後の疲労スコアの変動をみると、

「疲労スコア O群Jは活動前 Oから活動後0.67へと増

加傾向を示し、「疲労スコア 1~10J 群は活動前3.53

から活動後2.34へ、「疲労スコア11以上J群では、活

動前17.38から運動後9.82へと有意に減少した(p 

<0.001)。また、スポーツ活動後の疲労スコアにおい

て、「疲労スコア OJ群と「疲労スコア 1~10J 群、お

よび「疲労スコア11以上」群との簡に有意な差が認め

服部・前橋:疲労度別にみたスポーツ活動の効果

られた(p<0.001)。

(4)スポーツ活動後のレクスコアにおいて、「疲労スコ

アOJ群に比し、有意な差が認められた項目は、「疲労

スコア 1~10J 群では、「精神的な疲れj と「身体的な

疲れ」の 2項目であった。また、「疲労スコア11以上」

群では、「気分のよさJr充実・満足度Jr達成感Jr精
神的な疲れJr身体的な疲れJr肩や首のこり」の 6項

目であった。

(5)活動前の疲労スコア別の各群において、活動後の

レクスコアがlよりも大きくなった項目数は、「疲労

スコア OJ群では 7項目、「疲労スコア 1~10J 群では

6項目、「疲労スコア11以上」群では 4項目であった。

本研究は、 1999年12月、日本レジャー・レクリエー

ション学会第29回大会(於淑徳大学)において発表

した。
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〈原著論文〉

アメリカのセラビューティックレクリエーション

専門職団体による立法運動の展開

一一2つの団体の見解の差異を中心に一一

堀田 哲一郎*

The Developrnent of the Legislative Action by the Therapeutic 

Recreation Professional Associations in the U.S.A.: 

一一一Focuson the difference of perspectives between the two associations-一一

Tetsuichiro HORIT A * 

Abstract 

Now， it is critical for us to fill up recreational activities in leisure time. ln U.S.A.， 

lndividuals with Disabilities Education Act Amendments of 1990 suggests that the avail-

ability of recreation services for students with disabilities facilitates to participate in 

integated settings. Despite of the legislative development， the arrangetment of therapeutic 

recreation specialists has not increased on site nationally. It is because professional asso-

ciations are weaker than other therapist's associations on account of the difference of per-

spectives each other. The “recreation-for-all perspective" is more desirable for needs to 

arrange therapeutic recreation spesialists for students with disabilities to participate in 

integated settings than the perspective of “recreation as therapy." 

Key word : Therapeutic recreation specialist， lndividuals with Disobilities Education Act 

(IDEA) Amendments of 1990， Recreation-for-all perspective 

1.問題設定

人間は、その時点までに習得しえた身体的、精神的

諸能力を、働く場で発簿し、能力を認められ、その手

応えから得られる働きがいと金銭的な報酬によって生

活の基盤を確保することができる。学校教育における

-鈴峯女子短期大学 Suzugamine Women's College 

受理:2000年6月7日

普通教育及び職業教育の両面は、そのための準備を培

う役割を果たすものとして重視されている。けれども、

前述のような働きがいや金銭的報酬だけが人間の生き

がいのすべてではないし、現実には必ずしもその人の

望むような仕事に就けていない場合や、職場での能力
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評価に不満を抱く場合も多々あるように見受けられる。

そのようなとき、働くこと以外の場に生きがいを求め

るとすれば、余暇活動にその役割が期待される。スト

レスに悩む多くの現代人にとって、その回復のために

も、余暇に行うレクリエーション活動の充実がますま

す重要な課題となっている。

健常者にとってのレクリエーション活動は、このよ

うに意義のあることであるが、障害者にもレクリエー

ション活動は、重視されていかなければならないと考

える O 例えば、 一般企業に就労している軽度障害者は、

しばしば健常者と比較され、その劣った能力を理解の

乏しい周囲の同僚からなじられたり、嫌がらせを受け

て悩む者がいる。他方、就労の困難な重度障害者は、

快適な余暇活動の場を保障されることで、人生の主人

公としての生きがいを実感することができるものであ

る。このように、障害者にも「生活の質」の向上を保

障していこうという見解が広められるなかで、レクリ

エーション活動が重視されるようになり、日本の養護

学校等においても、基礎学力や職業的能カの指導のみ

ならず、卒業後の余暇活用指導の実践が進められつつ

ある則。けれどもそれは、一部の自覚的教師の創意工

夫の範囲内であり、法的に保障されたものとはなって

いない。

それに対してアメリカでは、 1975年制定の全障害児

教育法(PL94司 142)において、レクリエーションが、

障害児の教育を受けるための関連サーピスの1っとし

て認められ、同法施行規則では、レクリエーションの

内容として、余暇活用能力の評価、セラピューティッ

クレクリエーション(以下“TR"とする)、学校及

び地域当局におけるレクリエーションプログラム、余

暇教育の4つを規定していた。 1986年法改正(PL99-45

7)では、障害児の学校生活から社会生活への移行サー

ビスの1つにTRが含まれることになり、さらに1990

年法改正(PL101-476)において、関連サービスの 1っ

としてのレクリエーションにTRを含むことが、法律

の文言上で明文化された。このTRとは、障害児にとっ

て機能回復の要素としてレクリエーションを活用する

ことを重視したものといえるが、このとき連邦議会下

院教育労働委員会報告書が示したTRの必要性の認識

には、そのことに留まらず、そのサービスの提供によ

り、学校及び地域社会における健常者との統合推進に

寄与できるという期待が含まれていた川。ところが、

この法制度上の発展の歴史とは裏腹に、学校現場にお

いてサービス提供責任を担うべきTR専門職の配置数

は、その後も全米的に増加しているとはいえない

(1995-96学校年度現在の有資格任用者数が299人制)。

そこで本稿では、 TR専門職団体による見解の差異、

さらにはそこから派生する立法運動における分裂形態

という課題を検討しながら、比較的に社会的認識の低

く、勢力の弱い分野における専門職団体の奮闘努力の

経過と問題点を明らかにすることを目的とする。

11. TR専門職団体の見解の差異

歴史的に、レクリエーション専門職には2つの見解

がある 2) 一方は、「すべての人々のためのレクリエー

シヨンJの見解である。この見解は、レクリエーショ

ンが本来有益性をもつものであり、障害のある人々を

含むすべての人々に利用可能なものであると見なして

いる o これは、 1940年代のアメリカレクリエーション

協会(AmericanRecreation Society)の病院レクリ

エーション部会において見られ、今日では、レクリエー

シヨン参加の「市民権的見解」とも呼ばれている。

他方は、「治療としてのレクリエーション」の見解

である。この見解に立つのがレクリエーション療法で

あり、レクリエーシヨンを、健康を守り、促進するた

めに身体の状態を改善または矯正するための手段と見

なしている。これは、 1950年代の全米レクリエーショ

ン療法士協会(NationalAssociation of Recreation 

Therapists)の見解であった。

これら2つの協会が1966年に全米TR協会(National

Therapeutic Recreation Society ;以下“NTRS"

とする)に統合されるとき、「セラピューティックレク

リエーションJという用語が、障害者のためのレクリ

エーションとレクリエーション療法の両方の見解の上

位概念として採択された。それ以来、 NTRSは、障害

者のために企画された特別なレクリエーションと臨床

的なレクリエーション療法の両者を網羅する幅広い見

解を維持してきた。これに対し、網羅的見地が広すぎ

て、専門職を方向づけるために必要とされる焦点が欠

けていると批判する者も少なくなかった1)7)川。

NTRSにおける専門職の定義の不明確さと、同協会

の上部組織である全米レクリエーシヨン・公園協会

(National Recreation and Park Association ;以

下“NRPA"とする)の方針への従属性に対する不満
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により、臨床的実践を重視する人々が、 1984年に独立

してアメリカ TR協会 (American Therapeutic 

Recreation Association ;以下“ATRA"とする)

を結成した。以来、 ATRAは、治療、リハビリテー

ション、長期ケアの介入方法としてレクリエーション

を活用する方針を掲げてきた。

TRを推進すべき専門職団体は、このように分裂し

た状態であり、しかも各々の組織を両方合わせて

30，000人程度の少数であるヘアメリカ作業療法協会

(American Occupational Therapy Association)、

アメリカ 理 学 療 法 協会 (American Physical 

Therapy Association :以下“APTA"とする)は、

各々実に40，000人以上のメンバーを有し、十分な資金

を以て政治的活動要員を有している。 TR専門職は、

人数の面でも、資金の面でも他の分野に比して地位が

弱い。このような情況において、他分野の勢力に負け

ないように、自らの専門職団体の主張を公共政策面に

反映させるために考えられた方策の1つは、連合組織

の結成であり、もう 1つは、専従陳情要員(full-time

lobbying staff)を確保することであったヘ

111. TR専門職団体による立法運動の展開と課題

NTRSの立法関与は、ジョン・ネスピット (John

Nesbitt)代表の下で1970年に始まった則。ネスピット

は、 NTRSに優先権のある立法運動を主張し、政府管

掌業務の認定を受けることを求めて、全米リハビリテー

ション協会の執行委員長ウイットン(E.B.Whitten)と

協定した。

1971年に NRPAのドゥワイト・レッティー

(Dwight Rettie)執行委員長は、立法活動を協会のた

めに実現した。彼は、利用者の権利陳情グループであ

る「共通利益(CommonCause)Jの前法律顧問を協

会に招いた。続く 1972-75年までの3年間に、 NRPA公

共問題担当長のジョン・ラゴマルシノ (John

Lagomarcio)と5人の常任政府問題担当者は、首都

ワシントンにおいて有意義な注意をレクリエーション

に与えた。ローレン・フラツアー(LorenFrazer)は、

NTRS執行部(executivesecretary)のデビッド・パー

ク (DavidPark)とその代表ビル・ヒルマン (Bill

Hillman)と、障害者に関係する問題について緊密に

仕事をした。これは、障害者立法の歴史においてきわ

めて重要なことであった。 1973年リハビリテーション

法は、「障害者の公民権法」と見なされ、総合的なリ

ハビリテーションの統合的な役割、すなわち地域社会

生活における完全な参加に人々を準備させるサーピス

としてのレクリエーションへの最初にして重要な言及

が含まれることになった。

教育に影響を与えている連邦法はまた、全障害児教

育法に始まり、 TR専門職からの徹底的な注目を受け

てきた。体育及びレクリエーション専門職も、 1975年

に全米障害者体育・レクリエーション連合(National

Consortium on Physical Education and Recreation 

for Handicapped :以下“NCPERH"とする)を公

式に結成し、全障害児教育法制定に精力を集中した。

この1975年の法律は、すべての障害児のために無償の

適切な教育を可能な限り制約が最少となる環境におい

て提供することを指示した。 TR専門職は、レクリエー

ションが子どもの学習に不可欠なサービスであり、他

のすべての教育に対して必要な支援であることを主張

して、連邦議会に対して印象深く説得的な議論を立て

た。この成果は前大統領府障害者就労委員会議長ハロ

ルド・ラッセル(HaroldRussell)のような特殊教育

運動の盟友によって積極的に支援されたことに注目す

ることが重要である。その法律は、レクリエーション

が特殊教育に関連した内容領域として見なされるよう

に巧妙に文面化された。こうして、子どもの評価がニー

ズを示せば、個別教育プログラムは学校または地域社

会において余暇機能の評価、 TR、余暇教育、または

レクリエーションプログラムのいずれかを含むことに

なった。ラッセルはまた、全障害児教育法施行規則が

起草されていたとき、議会委員会への証言においてレ

クリエーションの運動の先頭に立っていた。

1976-77年の問、 NCPERH代表であったネスピット

の指導の下で、障害児教育へのレクリエーションを関

連サービスとして定義した連邦施行規則制定のための

陳情が成功するように、 NRPA及びアメリカ保健・

体育・レクリエーション・ダンス連盟(American

Alliance for Health， Physical Education， Recreation 

and Dance;以下“AAHPERD"とする)と緊密に

仕事をした。ネスピットは、彼自身の組織、特別レク

リエーション協会(SpecialRecreation Inc.)を通し

てキャピトル・ヒルで継続的な世論になることによっ

て立法運動を続けた。

障害児の十分な育成におけるレクリエーションの重
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要性の認識を連邦議会に対して請願するために、専門

的レクリエーション組織全体で協力してとりくんだ。

この努力は、 NRPA，AAHPERD， NCPERHの団結

した援助によるものであった。この法律におけるレク

リエーションの役割に影響を与えている主要な専門職

団体の中で、これまでにないほどの調整及び協力が行

われた後、ネスピットは次のように報告した。

「レクリエーションが組織され、レクリエーション

が実施され、レクリエーションが全障害児教育法を以

て前進する態勢ができた。現在の態勢の情況は、第一

歩である。私は、様々なリハビリテーション法が制定

されたとき、態勢ができていなかったと反省している。

老人法及び保健ケア法が制定されたとき、われわれは

態勢ができていなかった。精神保健及び法律施行令が

制定されたとき、われわれは態勢ができていなかった。

しかし、今やわれわれは障害をもっ子どもの手助けを

する態勢ができているJ。

1977年に、 TR指導者フレッド・ハンフリー (Fred

Humphrey)とジエリー・ケリー (JerryKelly)は、

レクリエーシヨンの重要性に関して上院で説得力のあ

る証言をした。リハビリテーション法が1978年に改正

されたとき、特別レクリエーション実演事業のための

新しい認可(第四編第316条)を含んでおり、キャン

プ、スポーツ、芸術のような活動を通して障害者の運

動性や社会性を高めることが意図された。

リハビリテーション法が1986年に改正(PL99-506)

されたとき、レクリエーションに関する規定は、障害

の体験、有資格リハピリテーシヨン職員としてのレク

リエーション職員の訓練、地域統合と生活自立への手

段としてレクリエーシヨンサービスの幅広い範囲に関

連した「レクリエーション要素Jに関する研究を認可

することになった。

1986年のリハビリテーション法と全障害児教育法の

改正を目前にして、当時のNTRS会長デビッド・コン

プトン(DavidCompton)は、方策を協議するために

ダラスで集会を開いた17)。彼は、 NTRS，ATRA， 

NCPERH，その他の団体や、上院障害者小委員会担

当の連邦議会要員を集めた。この法改正の過程に影響

を与えるには、レクリエーション及びTRと連合し、

統ーされた組織が不可欠であることは明らかであった。

この集会の成果として、前述の3つの団体によるTR

のための「立法連合(legislativecoalition) Jが結成

された。

立法問題担当の有志の指導者が、 2つのTR組織両

方に所属しており、共通の基盤を強調した立法運動の

活用に専念した。混乱を避けるために別の専門職団体

を結成することは見送られた。 TRのための立法連合

は、前述の3つの団体すべてのメンバーに対して多く

の警鐘を促し、調整を行い、協働して上下両院の委員

会に証言を起草し、提出した。 1つの発言に統一され

たので、 TR専門職は、法律の変更に影響を与えるこ

とに成功し、組織の陳情援助の結合と共同声明の公表

が連邦議会でより理解を受ける結果を示した。このと

き、アメリカ作業療法協会は、レクリエーションをT

Rに限定するものだとして反対した引が、その主張に

も屈しなかった。

連邦議会は、レクリエーションとTRを、特定のカ

テゴリー以上のリハビリテーション過程全体における

望ましい目標に対する手段として認定した同。これら

の有意義な前進は、説得力のある口頭証言、確実な書

面の証言、これらの改正の創造と立法の問の現場にお

ける専門職からの多くの手紙に大きく依存していた。

たとえ、 TRの訓練及び実践のための特定の規定が

なかったとしても、 2つの専門職団体は、 1990年に制

定された「障害をもっアメリカ人法」の支援を連邦議

会に求めた16)。この法律は、障害者への影響力の大き

い法律として歓迎された。最終的には、 TR専門職は、

保健ケア改革の問題に関して非常に積極的であった。

リハビリテーション法は、 1992年に再び改正され

た則。開始援助に限定されたレクリエーションへの支

援を明確にするための連邦議会の趣旨を反映して、特

別レクリエーション実演事業が、連邦政府と補助金受

領機関との間でより大きな経費分担に関与することを

求められた。特別に、複数年事業のための連邦政府の

経費分担は、次年度には75%、第3年度及び最終年度

は50%に制約されることになった。改正は、同様に、

新しい可能性をTRに提供した。そこでは、 TRサー

ビスに対して、教育省内のリハピリテーション及び特

殊教育当局が、より直接に相互作用し、それによって

学校から就労その他の成人としての生活への移行に障

害者を援助するプログラムを構想することが規定され

た。

1975年に、 NRPAの経済的困難が頂点に達し、公

共問題を含む要員の大きな削減をもたらした叫。この

-22-



堀田:アメリカのセラビューティックレクリエーション専門職団体による立法運動の展開

点からNTRSによって方向づけられたすべての立法活

動は、自発的な活動によって調整された。これは、パー

クがNRPAを離れ、ジョージワシントン大学の教授

になった後に始まり、同大学教授アンドレア・ファー

ブマン(AndreaFarbman)、そして1983年以来、 NT

RSの立法活動を自発的に調整してきたシャンク (J.

W. Shank)その他の人々によって引き継がれてきた。

ところが、前節でもふれたように、方針の異なる専

門職団体から構成されたこの連合の継続的運営には、

困難がつきまとった。その最たる問題は、代表者の見

解である lヘ
NTRSは、 NRPAの下部組織にすぎないので、 NT

RSの活動は、そのNRPAの見解と一致していること

が要請された。政治的舞台におけるNRPAの努力は

成果を挙げてきたが、 TRへの特定の関心問題が、高

い優先順位になるのはまれであった。一方、 NRPA

の側では、同協会員のみが立法違合の集会で代表すべ

きであるという方針を取っていた。 NTRSが、立法連

合の名の下に証言を行っていた場合でも、 NRPAは、

下部組織に成り代わって、彼ら独自の行動を取ること

ができた。ところが、 ATRAの代表者が、立法連合

の代表として議会関係者と会合する場合は、この代表

者が事実上NRPAをも代表することになる。治療方

式または特別保健ケアサーピスとしてのTRの提供に

関連した問題は、 NRPAの基本的な任務、すなわち

公園とレクリエーションによる生活の質の改善という

方針との葛藤を引き起こすことになる。

1993年のクリントン政権の保健ケア改革に際し、 A

TRAは、外来患者のリハビリテーションのための規

定にその焦点を狭めることを選択し、外来患者のリハ

ビリテーションの提案きれた範聞においてレクリエー

ション療法の明文化を主張した。他方、 NTRSは、 N

RPAと一致した見解、つまりすべての保健プログラ

ム、特に予防保健サービスの面として、レクリエーショ

ンの幅広い採用を主張した。保健ケア改革に関する合

同見解論文も提示されていたけれども、 NTRSとAT

RAは、別々に陳情運動を行っていた。

立法陳情専従要員確保に関する事情としては、次の

ようなことが挙げられる。 NRPAの経済的困難が頂

点に達した時期には、公共問題を含む要員を大幅に削

減することになり、 NTRSの進めていた立法運動も、

一時ボランテイアによる運動に委ねられることになる。

立法運動におけるボランティア依存という体質は、経

済的困難が解決した今日なお名残が見られる。 NCPE

RHやATRAも、同様にボランテイアに非常に依存し

ている。

しかし、 1993年にはATRA担当長委員会(boardof 

directors)は、立法運動が協会にとって絶対的優先事

項であり、有意義な財政援助を受ける価値があると結

論づけた。クリントン政権の保健ケア改革方針への国

民の期待が高まるにつれ、同協会は、法律顧問を協会

に招くために、熟練した非常に経験豊かな陳情者との

契約を交渉した。 2年後、同協会は、政治過程と同様

に、リハピリテーションへの深い理解があり、首都ワ

シントンにある無数の支持グループとの親交のある2

人の弁護士の所属する法律事務所と契約を結んだ。堅

実な財政基盤を継続していると仮定すれば、 ATRA

は、立法運動を調整する協会のメンバーを指導するた

めに契約した法律顧問を活用することを期待された。

このように、 ATRAは、治療を目的としたレクリエー

ションサービスに自らの組織の存在意義を見出し、存

続を賭けて立法運動に臨んでいるといえよう。特にそ

れは、全米に約200万人と言われるアルツハイマー

病 2)への対症療法としての効能を前面に掲げ、医療扶

助や私的・商業保険なと手の第三者団体(thirdparty) 

償還の適用を拡大させる方向で運動を続け、組織内で

の理解を広めているところに現れている叫。

シャルコー(T.K. Shalko)は、 TRの今後の方針を

めぐって次のように述べている則。

「もし、 TRの使命が、障害者へのレクリエーショ

ンと余暇サービスの提供であるならば、保健ケア改革

発議の中でのTRサービスの編入を主張する努力は誤っ

ている。もし、 TRが、障害者へのレクリエーション

と余暇サービスの提供であるならば、その専門職は、

まず、医療上必要なサーピスと、積極的な治療選択肢

を方向づけなければならない保健ケア政策においては、

限定された役割を有する。代わって、その分野は、こ

の発議において価値ある援助を投資しではならない。

しかし、もし、 TRの基本的な使命が、治療/介入

サービスの提供であるならば、われわれの専門職にとっ

て、保健ケア改革の下で可能性のある利益としてレク

リエーション療法の編入を推進することは正しく、特

定の活動が、その専門職と個々の実践者によって開始

されなければならない」。
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ところで、 ATRAが結成された事情として、当時N

TRSの上部組織であったNRPAの方針への従属性に

対する不満を挙げた。しかし、そのATRAに対しで

も同様に、他の専門職団体(例:アメリカ言語聴覚協

会;AmericanSpeech and Hearing Association， 

APT A， AAHPERD)と比べて、 TR組織の現在の構

造の持つ大きな非民主的体質として指摘されているの

は、組織の問題における委任投票(delegat巴 vote)、

すなわちメンバー直接参加機会の欠如である O 方針及

び活動は、通常、担当長委員会または理事会の協議事

項から下ろされており、直接メンバーから発議される

のではない。それはまた「思着せがましく、硬直した、

選抜的方式において運営されているJとも厳しく批判

されており、改善が望まれている九これは、どちら

の活動方針を取るにせよ、優先課題であるといえよう。

IV. まとめと今後の展望

以上、検討してきたように、 TRの分野においては、

専門職団体の見解の差異による組織の分裂や、立法違

合組織を結成した後も、各々の組織の方針の違いのた

めに、作業療法や理学療法の専門職団体よりも勢力を

結集する力量が弱いといえよう。

厳しく指摘されているような組織の非民主的体質は、

今後改善が急務であろう。そのうえで、シャルコーの

いうような2つの方向性が検討されなければならない

が、近年の緊縮財政下において、一般社会でのTRの

需要確保に関して取りうる方策は、 ATRAの方が賢

明なのかもしれない。

しかし、コンプトンは、治療様式の追求に固執する

人々のことを「白衣症候群jと呼び、 TR専門職は、

配属部署や施設にかかわらず専門職であると述べてい

る8)。つまり、人間生活におけるレクリエーション本

来の効用を鑑みるとき、「治療のためのレクリエーショ

ン」ではなく、「すべての人々のためのレクリエーショ

ン」の見解の方が望ましい。そしてそれは、学校及び

地域社会における健常者との統合推進に寄与するとい

う1990年障害者教育法改正の趣旨に適ったものであり、

せめて学校においては、治療のニーズを有する障害児

に対してだけでなく、障害児は健常児との統合のニー

ズを有しており、可能な限りすべての障害児を対象と

してそのニーズに応えられるようなTRサービスを提

供する体制(=専門職配置)が必要であるという現行

評価システムの転換が求められる。
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〈原著論文〉

NPO法の受容が民間レクリエーション団体に

与えた影響に関する一考察

赤堀方哉*

A Consideration of Influence of Accepting 

the Law to Promote Specified Nonprofit Activities 

with Non-Profit Recreation Organizations 

Masaya AKAHORI* 

Abstract 

After the Great Hanshin Earthquake， voluntary activities take root even in Japan. A:nd 

the Law to Promote Specified Nonprofit Activities was enacted in 1998 because of corト

temporary social background. Many recreation organizations aim to be incorporated， but 

there is much discussion on necessity or merit. The purpose of this study was to examine 

the influence of accepting the law of NPO with their ordinary activities. The sample was 

Shimonoseki Kodomo Gekijo， and the data for this study was collected through interview 

with the secretary.general， representative and other members. 

As a result， the following points were clarified: 

1) They become to take consider non-members as an object of their activities. 

2) They become to act with other governmental or non-governmental organizations in the 

community. 

3) They become to get subsidies. 

4) Their working expenditure become to increase because of employment for NPO man 

agement. 

Getting incorporated have merits and demerits. So， if an organization aim to do so， 

they have to discuss deliberately. The study of examining general merit or demerit of 

getting incorporated. 

Key word : NPO， NPO incorporatin， recreation， Kodomo Gekijo 

1 .序論

日本のボランテイア活動は低調だと言われ続けてき

たが、 1995年に起こった阪神大震災では多くのボラン

ティアが現地に駆けつけた。その数は、 3ヶ月で延べ

100万人を超えたと言われ、この年は「ボランティア

元年」と名づけられた。その後、 1997年のロシアのタ

'梅光女学院大学女子短期大学部 Baiko Jo Gakuin Jounior College 

受理:2000年11月10日
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ンカー「ナホトカ号」の重油流出事件でも、北陸地方

に多くのボランティアが駆けつけ、ボランティア活動

が日本に定着しつつあることを印象づけた。このよう

な社会情勢を背景に、 1998年に「特定非営利活動促進

法(以下、 NPO法)Jが制定されたのである。しかし、

NPO法の制定にはこれらの災害ボランティアの活躍

が大きな役割を果たしたことは否定できないものの、

NPO法制定をめざす動きは1990年前後からみられる。

1989年には日本ネットワーカーズ会議が発足し、 1991

年には大阪コミュニテイ財団が発足した。又、 1990年

に発足した芸術文化振興会議は1993年からNPO研究

に取り組み、こうした動向を踏まえて iNPO推進フォー

ラムjが設立されたのである則。

そもそも NPOとはNon-ProfitOrganizationの略

で、非営利組織であるが一般的には公益的な活動を行っ

ている組織を示す。サラモン16)(こよって定義的特徴と

して、①形式性、②非政府性、③非営利性、⑩虫立性、

⑤自発性、⑥公益性、の 6つが示されており、又、こ

れらに加えて非党派性を挙げることもある。この定義

的特徴に従うと、 NPOの範囲は、教育分野、社会福

祉分野、保健医療分野、環境保全分野、国際協力分野、

文化芸術分野、と幅広い。これらの分野で活動する組

織に対して、日本では、民法上の公益法人、社会福祉

法人、学校法人、医療法人等の法人格が付与されてい

る。しかし、これらの法人格は時間的・手続き的に極

めて煩雑であり許可基準が厳しく、認可後も主務官庁

からの監督も厳しいために、一般の市民にとっては利

用は困難で、ある九そのため、経済企画庁によれば

1996年時点で法人格を有していな任意団体が約8万団

体あるとされている。これらの任意団体は団体の専従・

パート職員を雇用したり、事務所の借用や事業の契約

を行ううえで、一般に個人の名義で処理され、公的機

関との連携においても信用が得られにくいといった問

題点をかかえている19) この任意団体に法人化の道を

拓くのがNPO法なのである。

いったん供給すればその地域の人すべてが受容でき

(非排除性)、それを受容する人が増えたからといって

誰かの利益が減るということのない(非競合性)とい

う特質をもっ公共財は、フリーライダーを生じさせる

ため私企業によって供給することは難しいという「市

場の失敗」が指摘されている。さらに、この「市場の

失敗jに対して政府の介入が正当化されるとしても、

その手段や規模の不適切さによって必ずしも効率的な

資源配分が達成するとは限らず、民主主義の多数決の

ルールそのものが公共財の最適供給を実現の障害とな

るという「政府の失敗」も存在する o これらの失敗を

是正し、より良い社会を実現する可能性を「民間セク

ター」、「公共セクタjにつぐ第3のセクターとしての

「非政府・非営利セクター」であるNPO活動は持って

いるのである九この 2つの失敗の是正は、社会にお

ける多元主義という方向性を持つであろう。個人の多

様な価値を認め、それを実現する社会を構想している

のである。レクリエーションの前史として位置づけら

れる「遊び場づくり運動」は19世紀末のアメリカでの

資本主義の急速な発展に伴う社会悪から子どもたちを

守るためにシカゴの婦人たちによって始められており、

又、その後に続くレクリエーション運動も余暇活動を

通じての、社会改革と自己実現という方向性を持って

いるのである凶。そしてレクリエーシヨンは「自由時

間に営まれる自由で楽しい活動j剖という定義だけに

は収まらず、「社会的的有用性J3)が定義に加えられる

のである。レクリエーションを単なる「自由時間の活

動」ではなく、「社会的な活動jとみなす動きは上述

のボランテイア活動の社会的な認知の広がりとともに

大きくなり、レジャー白書'99にも「社会性余暇J27)と

して取り上げられるようになってきている。

このようにしてみるならば、 NPO活動とレクリエー

ション運動の目指す方向性は一致していると言える。

各国においてもNPOに占めるレクリエーション団体

の割合は大きい。しかし、日本では上述したようにレ

クリエーション団体には概ね法人格が認められてこな

かったのである o NPO法制定前の'96年に、市民活動

団体を対象にして行われた調査の報告書『市民活動レ

ポート』では、法人格の必要性を感じている団体も少

なからずある。又、法人格が必要な理由として挙げら

れているのが、「社会的な信用」、「寄付や公的援助」、

「非営利の証明」等でありへ法人格を必要と感じてい

る団体は会員数が多くべ経済規模の大きい団体に多

い10)ということが明らかにされている。

NPO法施行後の'99年8月に行われた調査報告叫では、

多くのレクリエーション関係団体がNPO法人として

活動を始めていることがわかる。法人化の動機として

は、前述のように「団体の信用j等に関するものが多

いようであり、又、法人化に際してそのメリットや必
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要性に関しては悩みや議論が多かったことが明らかに

されている(表 1参照)。

表1.法人化の申請に向けて、団体で議論になったこと(複数回答可)

法人化のメリットや必要性があるか 193 
法人化のための手続きや手順 136 
定款の内容 136 
法人の事業や組織について 133 
申請に必要な書類の内容 104 
法人化の要件を満たしているか 60 

(rNPO法人取得についての状況アンケート集計結果j叫から作成)

NPOに関する研究は主に経済的な分野でなされて

いる。サラモンらは世界12カ国の非営利セクターの規

模を比較し、世界的な規模での非営利・非政府団体の

重要性が増してきていることを指摘している則的。山

内お)はNPOとしての学校・病院の経済行動を分析し、

必ずしも市場原理と相反するものではないとしている。

又、日本のNPOの寄付税制に関する分析を行い、そ

の不備が活動の促進を疎外していると指摘している制。

社会学的な分野では、赤堀1)らの会員の活動継続意欲

を規定する要因を明らかにした研究があるが、 NPO

に関する研究が活発に行われていないという現状があ

る。

1998年12月にNPO法が施行されて以来、 1999年7月

2日現在で879団体が設立申請が受理され、 310団体が

法人設立認証を受けている。しかし、市民団体のNP

O法人化の動きは始まったところであり、法人化が従

来の活動に及ぼす影響に関しては研究されていないの

が現実である。

法人化に際しては、様々なメリット・デメリットが

あるであろう O これらを明らかにしていくことは、今

後、法人化を目指す団体に大きな指針を与えることに

なると考えられる。そこで本研究では、 1999年の5月

にNPO法人として認証された「子ども劇場下関セン

ター」を対象にして、 NPO法の受容前後での組織、

活動、予算の変容を比較、検討することによって、 N

PO法の受容が民間のレクリエーション団体に与えた

影響を明らかにすることを目的としている。

2.研究方法

(1) 調査対象

子ども劇場おやこ劇場は、 1966年に児童劇を中心と

する観劇団体として始まったが、当初から単に「劇を

赤堀:NPO法の受容が民間レクリエーション団体に与えた影響

観る会」を志向しているのではなく、「子どもの文化

を皆で考え合い、創造していく会Jを志向している。

その活動は毎月千円程度の会費を集め、劇を観る例会

活動と、キャンプ・お祭り等の自主活動と呼ばれる子

育て活動という2つの大きな柱となる活動を展開して

いる。今日ではB本各地に約760劇場、 50万人の会員

を持っている叫大規模な民間レクリエーション団体と

言える。その中で、調査対象とした子ども劇場下関セ

ンターは会員数が約240人という比較的小規模な劇場

であるが、 1999年の5月に単位劇場としては最初にN

PO法人としての認証を得て、活動の新たな展開を模

索している団体である。

(2)調査方法

1999年4月から9月にかけて、劇場事務局において事

務局長、代表委員、その他会員に直接面接によるイン

タビューをおこない、データの収集を図った。又、活

動を参与観察し、補足的な資料を収集した。

(3)調査内容

調査内容は、組織の変容、活動の変容、予算の変容、

の3点である。

3.結果及び考察

(1)組織の変容

NPO法人として認証されるためには、 10人以上の

社員を有することが条件となっており、その社員は法

人の活動に全般に渡つての議決権をもっとされている。

従来は会員を、大人・子どもの別を問わずすべてを一

般会員として扱っていた。そのため、従来の会員をそ

のままNPO法の定める社員に移行するならば、幼稚

園児等も議決権をもっという事態が生じた。そこで、

NPO法の受容に際して、会員を「正会員j と「活動

会員」に分け、「正会員」をNPO法人の社員としたの

である(表2参照)。したがって、総会等での議決権を

持つのは「正会員Jだけである。「正会員」は、「この

法人の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人j

として位置付けられ、「活動会員jは、「この法人の白

的に賛同して入会し、活動に参加する個人jとして位

置付けられている。つまり、 「正会員」はこの法人を

運営し、活動を企画していく意思を有する者であり、

「活動会員jは企画された活動に対して参加するにと
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表 2.会員区分の変容

会員 正会員

活動会昌
一惨ト一一ーァー

支援会員

賛助会員

受容後

どまる者であると言えよう O この両会員には、年齢に

よる区別は設けられておらず、月あたりの会費も共に

1300円と同額である。子どもでも正会員になることも

可能であり、大人でも活動会員であることも可能であ

る。但し、上述したように「正会員jには議決権が

伴うため、その能力を持たない子どもは「活動会員j

となるのが通例であろう。又、大人であっても「活動

会員」を選ぶ者もあった。これは、いずれかの会員を

選択するということをきっかけにして、自分にとって

の劇場活動の意味を問い返し、今後の自分の活動のあ

り方を問うた結果であると考えられる。

さらに法人化を機会に、「支援会員」と「賛助会員j

を新たに創設した。これらはこの法人を支援する個人

もしくは団体であり、年間1口5000円の支援金を収め

ることになった。従来の活動する者だけが会員である

という考え方から、活動趣旨に賛同する者を広く取り

込んで、いくという考え方への変容と考えることができ

る。

図lに示すように、会員の区分の変容に伴い運営の

一一-t砂

受容前

システムも変容している。従来の活動は会員を中心と

して、自主活動にのみ一般参加者を受け入れるという

ものであった。法人化後は、正・活動会員を中心とし

ながらも、活動協力者、活動参加者、行政、企業、他

国体、他のNPO法人等の法人外部も視野に入れて活

動を展開しようとしていることが分かる。これは次の

活動の変容を見ることにより、より明らかになる。

(2)活動の変容

活動の変容には 3つの軸がある。 1つは、劇場活動

の2本の柱として、「例会jと「自主活動jを位置付け

ていたにも関わらず、従来はその比重が劇を観るとい

う「例会Jに大きく偏っていた。これを法人化を契機

に、「鑑賞企画」と「活動企画Jと名称を改め、両活

動にほぼ同様の比重がかけられるようになったことで

ある。これは図2に示す広報活動の一端を見ても明か

である。法人化以前は紙面の大半を例会の紹介が占め

ていたが、法人化後は鑑賞企画と活動企画が並列に示

されている。このことは、児童劇を見ることを中心と

した団体から、子どもを中心として活動を展開してい

く団体への変容を示していると言える。

2つ自に、各活動を劇場独自で行うのではなく、行

政や地域団体と共同して行うようになったということ

が挙げられる o '99年4月29日に行われた「第2因子ど

もフェスタlnあやらぎ」では、表3に例を示している

ように、数多くの団体が参加及び協力をしている。福

特定非営利活動

受容後

図1.運営システムの変容

(W下関子ども劇場のシステムj、『特定非営利活動法人 子ども劇場下関センターのシステムjから作成)
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h ・ I 12(日)Iちっともコリン君{低学年) 第 172回

4人形車j団むすび虚》公演

だれが右を慢げたのか(高学年) 第 173回

4劇団ヨーロ》公演

下関市文化会館

二二二]二三坂笠:::I:!::r::::::::l
I 17(木)Iトーマス・0ピ事ッヲ 第 174回

I 1 I I <<カナダB海外作品公演

I 下関市文化会館
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一一令

開催日 作品{劇団}名 内 容

6/7 凪の子パザー J[，.
世界のおはなしを公民館宇集会所など小さな会揖

-19 (山口県舞台芸術フ~ティパル}
で、お父さん、お母さん、お友だち、みんなで見ま

しよう.

9/23 ちびっ子カムのぼうけん
神沢利子原作の707-/レの大きいお舗を、血いぐ

(水} {胸囲銀荷量産道}
るみを含むさまざまな方法で鎗〈、カムのぼうけん

の物11.
低

常国富士男&京フィル 日本普書置の常国富士男さんの語りと京フィルの膏
12/4 

学 (金}
'いっぱいコンサート 灘、名曲いっぱい、おはなしいっぱいの、たのしい

{京都フィルワーモエー室内合奏団} コンサート.

年 '93 
ベッカンコお J::

さねとうあきらの原作の心優しいオェと盲目の少女
2/26 ユキの奮を通して「人間jについて、年齢や体・Rに

飾 {金}
{劇団えるむ}

よっていろいろな見方ができる作品.

5/25 モグラが空を飛ぶなんて信じますか.

(火} 星宅グラサンジの伝 11 ほんとうのところしんじられない話なのです.とても

5/26 {人形劇団京釜) モグラとは思えないことをやってのけたモグラの物
(水} 絡です. 

'92 .，.，e・から〈り・
江戸時代元禄に大流行だった幻のから〈明人形芝5/12 おん ・ す て え じ

(火} {現代人形劇センター}
居の再哩L

高
見夕日 ンのない映画館

学 9/22 
マルセ太郎のロードショー

Partl '"ルセ太郎の寄席芸特集
年 {火)

(蒼い企画}
Part2 r泥の前』宮本陣原作

師
きみたちへのメッセ ジ たいようが地疎をまわるのか、地琢が天を走るの

4/24 
(土)

ガリレオ・ラフ・ソング か、昔と~を駆けめぐる.
(劇団キオ} 小さ〈大きいフロアー喜劇.

む3

12 - その他の活動カレンダー
官 7月おやこキャンプ/プロック・サークル鏡子も希望を

だし合って各々にとりくみます.

合 8月子どもキャンプ/子どもたち、青年たちの話

し合い、計画で進めます.
その他いろいろ…

受容後受容前

図 2.広報紙の変容

o子ども劇場にはいりませんか.ノ(1992年)J、『子ども劇場をごぞんじですか(1998年)jから作成)
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祉施設からは園生が多く参加した。地域企業はパス会

社がこの活動に合わせて当日のパス路線を変更したの

を始め、その企業の特色を生かした協力を行っている。

このように多くの他団体を巻き込んでの活動が展開で

きた背景には、行政の後援を取り付けることができ、

さらに、行政に他団体を紹介してもらい、又行政から

他団体へ呼ぴ、かけが行われたということが挙げられる。

さらに、劇場内部でも劇場が行う活動は、会員に向け

て提供しているのではなく地域に向けて提供している

のだ、という意識の変容があったために、他団体や行

政に参加及び協力を求めやすかったということも挙げ

られる。

表 3.協力団体例

団 体 名 協力内容

川中西小学校 ァント 6張貸与

中山神社 机いす貸与

にしよね電工 電気設備貸与・設営

サンデン交通 パス路線変更

下関市障害福祉課 団体紹介

3つ自に、組織の変容でも触れたが、活動参加者を

活動の中に位置付けたことである。従来は、劇を観る

「例会」であっても、それ以外の活動であっても、参

加者は原則として会員であって、会員外の参加は認め

られていなかった。そのため、会員以外で参加を希望

する者は、その活動に先立つて入会するということが

求められていた。会の目的に賛同して入会する会員で

はなく、特定の活動に関心を持って入会した会員であ

るので、活動終了後退会するということが繰り返され

ていた。会員外の参加者を活動参加者と位置付けたと

いうことは、会の活動は会員が会員のために例会活動

や自主活動を行うというものから、会は鑑賞企画や活

動企画を地域に向けて提供するというものへ、活動の

目的が変容したということを示している。

(3)予算の変容

法人化前後の予算の変容は表4に示しである。まず、

予算の規模が約2.5倍になっていることがわかる。収

入では会費収入は支援会員・賛助会員の創設による収

入が増えているが、全収入に占める会費収入の割合は

低下している。その一方で事業収入が大幅に増加して

いる。これは会員外の参加者の増加によって、活動参

加者からの参加費の徴収によるものである。又、文化

事業収入の増加が顕著であるがこれは、「がんばれN

POプロジェクト」からの助成金を得ることができた

ことによるものである。

支出では文化事業費と管理費の増加が目立つ。文化

事業費は、日頃、生の舞台芸術に接することの少ない

地域や環境にいる人たちに身近な施設での公演を行う

ための費用である。このプロジ、エクトに助成がついて

いる。具体的には、知的障害者児等のための施設や老

人ホーム等の福祉施設内での公演の実施、又、離島と

いう文化的に疎外されている地域での公演の実施を行っ

たのである。

次に管理費の増加である。これは専従職員を従来の

1名から 2名に増やしたことによるものである。法人

化以前は、事務的な業務は会員の管理と情報提供、鑑

賞活動のための劇団との交渉と会場の準備等が主なも

のであった。法人化後は、これらの業務に加えて、他

団体や行政との関係に関する業務と活動企画の増加に

伴う業務、 NPO法に定められた書類の作成等、業務

が大幅に増加している。これらに対処するために専従

職員を 2名に増やしたことによる管理費の増加である。

このように活動の拡大に伴って予算規模が拡大して

いる。従来の活動では収入の大半を会費収入によって

いたために、ある程度以上は安定した収入によって会

を運営することができていた。しかし、法人化後の収

入は活動参加者からの収入と助成金による収入の比重

表 4.予算の変容

収入

入会金・会費 6側(使).0%)

支援・賛助会費 。(0.0%) 

諸活動 。(0.0%) I 

舞台鑑賞 。(0.0%) I 

文化事業 lω( 1.5%) 

雑収入 570 ( 8.5%) 

合計 断。(J∞.0%)I 

支出

謝百動費 470 ( 7目。%)

舞台鑑賞費 3110 ( 46目6%)

文化事業費 。(0.0%) 

広報・調査費 120 ( 1.8%) 

管理費 2970 ( 44.5%) 

合計 6670 (J∞0%) 

受容前

入会金・会費 問。(40.2%) 

支援・賛助会費 l棚(8.8%) 

前首動 2蹴(15.0%) 

一歩 舞台鑑賞 l制(8.3%) 

文化事業 4160 (お.4%)

雑収入 制(1.3%) 

合計 15750 (J∞0%) 

諸活動費 1蜘(12.1%) 

舞台鑑賞費 5棚(31.7%) 

一歩
文化事業費 4棚(25.4%) 

広報・調査費 120 ( 0.8%) 

管理費 4730 ( 30.0九)

合計 15750 (1∞0%) 

受容後
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が増えたために、収入が安定しないのではないかとい

う危倶がある。

その一方で、支出は現在の活動規模を維持するため

には不可欠なものであり、管理費の増加は活動規模に

よらず毎年かかってくるものである。これらのことを

考えるならば、拡大した活動を支える経済的側面は非

常に危ういものであるということが言えるであろう。

4. まとめ

民間レクリエーション団体を対象として、 NPO法

の受容が団体に与えた影響を研究してきたが、次のよ

うな結果が明らかになった。主な変容として以下のこ

とが挙げられる。

1)会員の区分分けを行い、参加の目的にあった活動

となるようにした。

2)会員外まで、活動の対象として視野に収めるよう

になった。

3)活動を団体独自で行うのではなく、地域や行政と

協力して行うようになった。

4)例会活動と自主活動の比重がほぼ同じとなった。

5)事業収入が増加した。

6)助成金による収入を得るようなった。

7)専従職員を増やしたことに伴って、管理費が増大

した。

この結果、法人化のメリットとしては、他団体や会

員外の人との協力関係が広がったということが挙げら

れた。

これはNPO法人として、自分たちの活動が公益性

を持つものであると自認したが故に、堂々と協力を要

請することができるようになったという内的な要因と、

NPO法人として公に認知されている団体であること

から生じる信頼度の上昇という外的な要因とによるも

のである。

デメリットとしては、活動の拡大に伴う活動費の増

大と、業務の煩雑化とそれに伴う専従職員の増加の必

要性のために管理費が増大したということが挙げられ

た。

以上のように、 NPO法の受容は団体に大きな影響

を与えたことが明らかになった。しかし、劇場運動は

発足当時より、劇を観る会としてではなく、子どもを

取り巻く状況を改善し、子どもの文化を創造していく

ことをめざした会であった山8)。その一方で、劇場運

赤堀:NPO法の受容が民間レクリエーション団体に与えた影響

動の全国的な展開は、児童劇団がその公演とともに劇

場運動を全国に PRしたことによるところが大きい。

それにともなって、劇場運動の目的が子どもの文化の

創造という抽象的な目的よりも、子どもの観劇活動の

推進という具体的な目的を持つ活動としてPRされて

きたのである。そのため、劇場運動の内部においでさ

えも観劇を中心とした団体であるという捉え方がなさ

れるようになっていた4)九そのような劇場活動の現状

が、 NPOとしての認証をめざし、活動を見直してい

く過程で、公益性という NPOとしての要件を満たす

ために会員のための活動でなく、地域に閑かれた活動

として活動を捉えなおしていったと言える。この結果、

たどり着いたところは、新たな活動ではなく、 30数年

前に劇場活動を発足したときに目指していたものにた

ちかえったといえるのではないだろうか。

5.おわりに

一生涯における自由時間は20万時間制ともいわれる

今日においては、余暇の 3機能3)とされる休息・気晴

らし・自己実現の中で、自己実現の機能が最も重視さ

れるようになってきていると言える。マズローによる

と自己実現とは自らの内にある可能性を実現して自分

の使命を達成し、人格内の一致・統合をめざすことと

される川。

自らの使命の達成は、過度に複雑化した今日の社会

においては、独力では困難であり、個々の熱意を効果

的に吸収し生かす活動の場としてのシステムの整備の

必要性が指摘されている6)。又、研究面においては、

個々の熱意の受け皿のーっとなるであろう民間レクリ

エーション団体の特徴を明らかにし、存続・活性化に

寄与する要因を解明していくことが求められている。

本研究は法人化前後の変容に注目し、 NPO法が民

間レクリエーション団体に与えた影響を明らかにして

きたが、以下のような研究の限界を持っている。まず、

本研究においては、子ども劇場という特定の活動の中

でも、下関センターという1つの団体を取り上げたに

すぎない。民間レクリエーション団体は、想像以上に

多様であり、本研究の成果の短絡的な一般化は避けな

ければならない。より広範に団体を調査し、法人化の

メリット・デメリットを明らかにし一般化できるよう

な研究が望まれている。

次に、本研究では調査内容を、組織、活動、予算の

qυ 
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3点に絞ったことである。これらは団体の特質を考え

ていくときには、はずすことのできないものである。

しかし、これらの変容が示すものは、団体の中心を担

う人々の方針の転換でしかない。この方針の転換が、

一般の会員にはどのような影響を与えたのかという視

点を本研究は欠いている。この変容を一般会員がどの

ように受け止めたかを明らかにする研究が待たれてい

る。
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台湾におけるキャンブの発展に影響を与えた

諸要素に関する研究
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麻生 恵日

The study on the socioeconomic factors influenced 

on the development of camping activities in Taiwan 

Morio S. H. CHEN*， Kazuya KURIT A * *， Megumi ASO* * 

Abstract 

In the previous article， the study on Taiwan camping development (Chen， Kurita， Aso: 
1997)， camping era is divided the develop process into three periods: the education. 
oriented camping period (1951.70)， the group camping period (1971.87) and the autono. 
mous camping period (1988.94). 
The development of camping activities is directly affected other than those factors such 

as socio.groups promotion， government policy and the need from human life， by factors 
from socioeconomic side as well. 

This paper divides those socioeconomic factors into three areas: 
1) The evolution of socioeconomics 
. contemporary Taiwan economic development 
. national income and education， and promotion of expenditures on recreational con 
sumption 
. decrease of the labor working hours 

2) The development of camping information 
issuance of camping related information， publication and medium 

3) The development of camping industry and its influence 
. research and development on camping equipment 
. installations and the growth of campgrounds 
. growth of private car ownership rate 
From these three areas， the paper deals with its interactions historically on the develop. 

ment of the camping industry in Taiwan and clarified the relations. 

Key word: camping in Taiwan， socioeconomic influence， information， camp industry 
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1.緒論

一つの国レベルでみたとき、キャンプにおける人々

の諸活動(以下、「キャンプ活動J)の変遷に関わる要

因としては、これを推進する国や地方の政策および関

連産業や経済状況などその他の要因がある。前稿の

「台湾におけるキャンプの変遷に関する研究J6)では前

者に主眼を置き、①キャンプに関わる諸国体の動向、

および②キャンプ活動の変遷を明らかにした。本研究

ではその他の要因として告経済の発展、④情報の提供、

⑤産業および用品の開発、の 3点を取り上げ、台湾に

おけるキャンプ活動の変遷に与えた影響を明らかにす

る。①経済の発展は、その発展プロセス、国民所得の

成長および支出の内訳、労働時間の長短などの要因に

分けられる。②情報の提供としては、新聞など印制物

の発行、ビデオテープなどの情報、テレピなどの遠隔

媒体などがある。③産業・商品開発の面では、主にキャ

ンプ用品および交通手段に係る産業の推移が関連する。

以上、 3つの大きな直接的要因とキャンプ活動との相

互関係を分析することとしたい。

2.研究の目的と方法

本研究は、台湾における1950年より現在までの約50

年間にわたるキャンプ活動の発展と諸要素との関係を

明らかにし、併せて将来におけるキャンプ活動のあり

方を考える際の示唆を得ることを目的とする。具体的

には次の 3点を設定した。

①台湾における経済発展とキャンプ活動の推移の関

連を明らかにする

②キャンプ活動に係わるキャンプ情報の影響を明ら

かにする

③キャンプ産業の発展とキャンプ活動の関係を明ら

かにする

前稿6)では表-1に示す時代区分を行った。この時

代区分に従い、現代台湾の経済発展プロセス、国民所

表-1 台湾におけるキャンプ活動の時代区分

区分年 1950 60 61 70 71 

得の成長に伴う教育・レジャー消費支出と、労働時間

短縮の進展、キャンプ情報媒体やキャンプ産業の発展

などがキャンプ活動にどのような影響を与えたかにつ

いて諸資料をもとに明らかにする。

3. 台湾の経済発展がキャンブ活動に与えた影響

3.1.現代台湾の経済発展プロセスの概要

ここでいう現代台湾の経済発展は、 1949年国民党政

府の台湾移転以後45年間の状況をさす。経済学者であ

る李国鼎による『台湾発展成功背後的政策演進jI)は台

湾の経済発展プロセスを次の 3つの時期に分けている。

①農業主体の家内制手工業期(1949-65年)

②輸出産業主導期(1966-80年)

③ハイテク産業主導期(1981年以降)

台湾政府が経済の発展政策を推進するにあたって、

まず最初に農業に力を注いだ。農業の発展がその後の

工業発展を促進したのである。農業政策は前後にわた

る「三七五減租J7)や「耕者有其田jぺ「公地放領J9)とい

う土地改革政策によって進められた。この政策は成功

し、国際的にも注目されるところとなった。工業につ

いては、工業製品の輸入代替段階3)を経たのち、労働

集約的な工業製品の輸出をもって徐々に農業に取って

代ることになった。 1960年代は、客間がf!Dち工場とい

うべき貧しい状況であって、副収入を得るために農民

や主婦たちは仕事の合聞に自宅の客間で委託加工を行

ない、週末や休日などには子どもも含めて一家をあげ

て仕事に就いた。町工場などでは土曜、日曜もない程

に働いた。一年間で、端午と中秋の節句の各3日間と、

新年の節句の10-15日の合計20日程度しか休まぬよう

な状況であった。

1966年以降、台湾経済は輸出主導期に入札本格的

な経済成長がスタートした。生産規模を拡大しながら、

近代化された生産システムにより生産力をヲ!き上げる

と同時に、投資と輸出奨励政策を講じたことにより輸

80 81 87 88 現在

大区分 訓練教育キャンプ期 グループ娯楽キャンプ期 レジャキーャレクンリプエ期ーション

小区分 教育キャンプ 教育キャンプ グループ・キャンプ 児童キャンプ ファミリー・キャンプ

草創期 発展期 萌芽期 発展期 普及発展期
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表-2 台湾におけるキャンプ活動の変遷とそれに関わる影響要素のデータ

キャ 経
教賓とレジャー・

ンブ 済 台湾 レクリエーション
年間

活動 発 国民
消費支出

労働
年

の 度 所得 実質 対 時間
時代 区 (US$) 消費 所得 (時間)
区分 分

(支US出$) 
比
(%) 

1950 

51 196 12 6.1 

52 教

53 
育

農キ
54 ヤ • 55 J ‘ 主 203 11 5.4 

56 プ 体

草 の
57 百11 家

練 創
58 

教 期 肉

59 育
制 5.4 
手

1960 キ
岡田 工 154 8 5.1 

61 ヤ 業 5.5 

62 
J ‘ 期 5.8 プ 教

63 期 育 5.8 

64 キ 5.7 

65 ヤ 217 13 5.9 
J ‘ 

66 プ 237 15 6.3 

67 * 267 18 6.6 

68 展 304 20 6.7 

69 
調書

345 25 7.3 

1970 
愉

389 31 7.9 

71 
グ 出

443 36 8.1 

72 JL- 産 522 42 8.0 

73 l象 695 58 8.3 

74 ブ主 920 74 8.0 

75 グ キ 導
鈴4 80 8.4 2，530 

Jレヤ 期
76 ン 1，132 99 8.8 2，535 

77 ブ プ 1，301 117 9.0 2，522 

78 揚見 萌 1，577 142 9.0 2，514 

79 自民
芽

1，920 217 11.3 2，502 
期

1980 キ 2，344 290 12.4 2，490 

81 
ヤ

2，669 322 12.1 2，438 
J ‘ 

82 ブ 児 2，653 346 13.1 2，463 

83 期 宣 2，823 371 13.1 2，425 

84 
発

3，167 438 13.8 2，407 
展 ，、

85 期 イ 3，297 470 14.3 2，383 

86 調ド ナ 3，993 570 14.3 2，376 

87 ク 5，275 764 14.5 2，367 

88 ノ
産

6，333 965 15.2 2，350 レ 業
89 ンJ、.ア

主 7，512 1，137 15.1 2，333 、.、‘ 

1990 ヤ 導 7，954 1，263 15.9 2，306 

91 
期

8，788 1，429 16.3 2，310 
レ

92 ク
普 10，202 1，698 16.6 2，302 

93 期
及

10，566 1，826 17.3 2，302 期
94 * 17.0 2，299 * 
注*児童発展期・児童キャンプ発展期

レジャーレク期. レジャー・レクリエーションキャンプ期
ファミリー普及期:ファミリーキャンプ普及発展期

37-

乗用車
人口

台数
(台)

(単位千人)

3，916 8，128 

6，135 9，078 

10，389 10，792 

14，577 12，628 

18，145 12，993 

23，460 13，297 

31，526 13，650 

43，040 14，335 

55，699 14，676 

65，538 14，9951 

86，914 15，2891 

114，996 15，565 

154，149 15，852 

188，865 16，150 

232，075 16，508 

278，096 16，813 

324，722 17，136 

438，131 17，479 

562，030 17，805 

679，580 18，136 

796，108 18，458 

923，678 18，733 

1，071，687 19，013 

1，196，650 19，258 

1，330，420 19，455 

1，562，779 19，673 

1，928，322 19，904 

2，385，283 20，107 

2，798，559 20，353 

3，134，498 20，557 

3，590，073 20，752 

4，008，048 20，944 
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......金ー所得に対する教育・レジャー支出比一←年間労働時間
ート自動車台数 吋ト人口

(1)訓練教育キャンプ期 (1951-70年)

この時期は、台湾の国民所得は1951年のUS$196か

ら、 20年間でUS$ 389 (1970年)へと倍増したとはい

え、まだ所得の低い発展途上の段階にあった。農業人

口は全体の50%を占め、半数以上が自然の豊かな農村

で生活を営んでいたことになる。工業は芽生えたが、

農業と工業は明確に分かれておらず、工業社会の弊害

も生じていない時期であった。都市住民にとっても、

自然は身近に沢山あった。 1960年頃、台北市を囲む新

応渓ではまだ水泳や魚釣りなどが可能で、自然に接す

る機会は多かった。その時期のキャンプ活動は、レジャー

・レクリエーション活動といえるものではなく、

イスカウトの訓練教育活動が中心であった。

また、収入全体の 4~5 割は食費に費やされ、同時

期の教育とレジャーを含む消費支出は 6~7%で、そ

の消費支出はもっぱら教育費であって、レジャー・レ

クリエーション費は皆無に等しかった。

出競争力が一気に増大した。 1971年には、台湾の対外

貿易はそれまでの長期赤字基調から黒字に変わった九

1980年頃からは新しい時代に突入した。輸出が急増

し、外貨準備高も激増、技術集約型の工業生産は時代

の流れに乗って、驚異的な発展を示すようになった。

1986年の貿易黒字はGNPの20%に達し、 1988年には

台湾の一人当たりの国民所得は6，333アメリカドル

(以下、 US$)に達した。

ボー

3.2.キャンプ活動の変遷と国民所得および教育・レジ

ャー消費支出との関係

表-2は、台湾行政院経済建設委員会による『台湾

Data Book 1994j4)と行政院発行の『台湾地区国民

所得統計摘要J5)に碁づいて作成したものである O 消

費支出には教育費およびレジャー・レクリエーション

費の両方(以下、「教育・レジャー費J)が含まれてお

り、表により、その推移は明らかである。前稿6)(表-

1 )の時代区分に基づいて、次のような分析を行なっ

(2)グループ娯楽キャンプ期 (1971-87年)

1960年代から70年代にかけ、政府当局の積極的な工

。。

た。



業育成政策により、台湾における工業面の基礎が築か

れ、経済の「輸出主導期Jを迎えた。 1971年には対外

貿易が黒字に転じ、国民所得は経済発展のテンポに合

わせて年間20%もの急成長を示した。わずか15年間で

10倍の伸びを遂げ、教育・レジャー消費支出も8.1%

(1971年)から14.3%(1986年)にまで伸長した。

<グループ娯楽キャンプ期>は所得と支出の面から

1980年と81年を境に前期の<グループ・キャンプ萌芽

期>と後期の<児童キャンプ発展期>に分けることが

できる。前期におけるグループキャンプは、会社や工

場主催による慰安型のキャンプが主で、会社が費用を

負担する従業員対象のレクリエーション活動であった。

その後の1980年、所得はUS$2，000を超え、教育・レ

ジャー費支出が12%以上になり、一般家庭の教育・レ

ジャー支出も大幅に成長し、子どものための支出を惜

しまなくなった。かくして、後期の<児童キャンプ発

展期>が形成されていったのである。

(3) レジャー・レクリエーションキャンプ期

(1988年~現在)

1981年以降、台湾の経済はハイテク主導期に入り、

その実質的な恩恵が明らかになったのは1987年以降で

ある。国民所得がうなぎ登りに上昇し、 1988年には世

界銀行が高所得国家としているUS$6，000を突破した。

消費支出は15%を超え、国民の教育・レジャー支出は

さらに増加した。それまでのグループキャンプによる

集団行動は敬遠されるようになり、レンタルで間に合

わせていたキャンプ用品を各自が購入するようになっ

た。自由のきかない共同生活によるキャンプや順番待

ちで物を使うというスタイルからマイペース志向の風

潮が生まれ、そうしたの中で家族ぐるみのファミリー

キャンプが形成されていった。

3.3.労働時間の短縮

台湾の国民労働時間に関する統計調査は1975年から

行政院が行なっているが、 1975年から1994年の変遷は

表-2のとおりとなっている。

1975年以前の年間労働時間は2，550時間を超えてい

たものと推定され、 1981年のハイテク主導期に入った

のち2，500時間以下となり、それからは年毎に急速に

短縮されていった。

表-2から算出した総労働時間数の年間短縮率は

陳・栗田・麻生:台湾におけるキャンプ発展の影響要素

0.5%であり、 1965年の総労働時間数は2，680時間、労

働者の休日数は34日であったと推定される。 3.1.で言

及した家内制手工業の時代における労働者の休日日数

が延べ30余日という推定と一致している。<訓練教育

キャンプ期>には所得は低く、教育・レジャー費用の

支出に余裕がないという理由のほかに、時間的にも余

裕はなかったのである。

<グループ娯楽キャンプ期>の前期、つまり<グルー

プ・キャンプ萌芽期>の最後に近い1978年における労

働時間は、 2，514時間である。一日 8時間勤務とすれ

ば、年間の勤務日は314日となる。残りの非勤務日か

ら節句等の合計20日を差し引くと残り30日足らずとな

るが、当時の職場では月に 2回の日曜日を休むことが

できた。先述した従業員を対象とする会社主催の慰安

型キャンプがこうして始められた。労働時間の短縮に

はっきりした変化が生まれたのは、 1984年9月の労働

基準法の実施であり、日曜日および固の定めた休日が

強制的に休暇となった。その他にも法に則した有給休

暇がとれるようになったことが余暇時間を増加させた。

次いで、 1988年以降、先述したように国民所得は一

人当たり US$6，000を突破し、年間労働時間は2，350

時間(推定年間休日数67日)に短縮された。これによっ

て、経済面、時間面双方の余裕がでてきた。このよう

な背景により、会社主催の慰安型のキャンプより個人

の自由意志で実施されるファミリーキャンプが受け入

れられるようになったのである。

3.4.自動車台数の伸展

ファミリーキャンプは生活圏から離れて行う活動で

ある。また、レジャー活動の中で携帯する道具が最も

多いのも特徴の一つである。これらの器材の運搬は、

積載能力と移動能力を持つ自動車に頼らざるを得ない。

<訓練教育キャンプ期>における自動車台数は、台

湾全土で4万台程度しかなかった。同時期におけるキャ

ンプは、学校の教育キャンプ以外には中国青年反共救

国団によるものがあったが、救国団は国防部の支援の

もとで生まれた組織であるため、その活動には軍用車

の支援を受けることが可能であった。学校キャンプの

場合にも学校所在地の軍部から自動車を借りた。民間

の運送会社はあったものの費用の負担額は非常に大き

く、さらに運送会社のトラックは道具は運べても、人

を載せることはできなかった。軍部の車の場合にはこ
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の制約を受けなかった。

<グループ娯楽キャンプ期>に入って、乗用車の台

数は経済発展と共に増え、 1986年には約133万台で、

おおよそ 4家族に 1台の割合となったが、車のほとん

どは商業活動のためのものであった。<グループ娯楽

キャンプ前期>における会社主催の慰安型のキャンプ

は遊びが主体で、教育のためではなかったため、軍用

車はもとより借りることはできなかった(ただし、救

園田だけは例外であった)。キャンプ用品は運送会社

が社用のワゴン車に積み、参加者は貸切パスを利用す

るか公共交通である鉄道、乗合パスでキャンプ場に向

うのが一般的であった。

<グループ娯楽キャンプ期>の後半である<児童キャ

ンプ発展期>になって、会社主催の職場キャンプに加

えて児童キャンプがブームとなったが、この場合は主

催する組織が貸切パスを借りた。

1982年につくられた「台北オートキャンプクラブ」

では1990年には会員46家族であり、<グループ娯楽キャ

ンプ期>における自家用車によるファミリーキャンプ

の数は、台湾全土でも100家族を越えていなかったと

考えられる。

自家用車はその後増える一方で、 1989年には238万

台となり、その後の 4年間で約2倍の400万台以上に

増加し、 1家庭に l台の割合まで普及した。所得はU

8$10，000を超え、レジャー意識も高まるなどの条件

が揃い、自由意志にもとづくファミリーキャンプが本

格的に行なわれるようになった。

4.キャンブ情報媒体とキャンブ活動の相互関係

について

4.1.キャンプ情報の発行・発信状況

キャンプに関する情報の媒体(メディア)は次の 3

つに大別することができる。

①新聞・雑誌・専門誌など印刷物(活字メディア)

②カセットテープ・ビデオテープ・レコードなどの音

声主体の情報(音声映像メディア)

③テレビ・ラジオによる電波による遠隔媒体(音声映

像メディア)

各時期に発行・発信された情報を、教育系、育楽系

(遊戯、歌唱、踊りなど)10)、レジャー・レクリエーショ

ン系に分類して表-3を作成した。

<訓練教育キャンプ期>における14件の出版物のう

ち、教育系は12件である。その内 7件はボーイスカウ

ト教育に関する月刊誌、 2件はボーイスカウト教育の

歌集とレコードである o ほかの 3件は、ボーイスカウ

ト教育と訓練に関連する出版物である。

それ以外の 2件は、月刊雑誌「野外」と文部省出版

の『労働者の娯楽活動』である。

<グループ娯楽キャンプ期>における24件の出版物

のうち、教育系は 7件である。いずれも、ボーイスカ

ウト教育の学術的、理論的、また教育方法の啓蒙を主

とする著作であった。

育楽系16件の情報では、団体育楽歌集が4件、団体

育楽活動の理論とゲームが3件であり、月刊誌 4件、

グループキャンプを取り上げたテレビ放送が5件であっ

た。

<レジャー・レクリエーションキャンプ期>には23

件の関係情報資料が出され、教育系は 7件、その中で

もボーイスカウト教育に関する学術研究と論文が5件、

ほかの 2件はキャンプ場建設のマニュアルであった。

育楽系には 7件、いずれもグループキャンプのテレ

ビ放送とビデオテープであった。レジャー・レクリエー

ション系の情報9件の内、月刊誌4件、ファミリーキャ

ンプ関係の専門誌は 4件で、キャンプマップが1件で

あった。

4.2.キャンプ情報とキャンプ活動の相互関係

<訓練教育キャンプ期>における情報は、ボーイス

カウト教育とボーイスカウト活動を主とする月刊誌と

出版物(単行本)で、 85.7%を占めており、一般向け

のグループキャンプに関する唯一の出版物であった月

刊誌「野外」と f労働者の娯楽活動』は1969年に創刊

されたことが特筆される。「野外jは登山、釣り、キャ

ンプなどのアウトドアレクリエーションの専門誌で、

一方は労働者のために出版された労働集団の娯楽活動

を紹介・解説した出版物である。

<グループ娯楽キャンプ期>になると、職場の若者、

工場の従業員などの休日における団体キャンプと中国

青年反共救国団の組織拡大、対象者拡大などで、育楽

系出版物は66.7%を占め、その代わり訓練教育キャン

プは子どもの進学主義と偏差値教育の景簿で伸び悩み、

関連する出版物は全体の29.2%しか占めていなかった。

<レジャー・レクリエーションキャンプ期> (l988~ 

例年)の 7年間はほかの時期に比べ短いが、情報は23
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表-3 台湾におけるキャンプに関する情報媒体の発行・発信状況(数値は件数)

キャンプの時代区分 教育系 育楽系 レクリエーション系 dEh 3 計

訓練教育キャンプ期

(1950，，-，70年) •• 7 O •••• -・・・・・・・・・ 1 2 ••••••• -・・・圃・・削阻 1 4 

グループ娯楽キャンブ期 •••• (1971 "-'87年) 7 ー..... ..・・・・・・・・ 24 ••••••• .........・ 16 • E・E・......
レジャー・レクリエーション

キャンプ期(1988"-'現を) ••••••• 7 ー......

件に達する。その中、ファミリーキャンプの発展に伴

い、関係する出版物も時代のニーズに応じて増え、レ

ジャー・レクリエーション系が全体の39.1%へと躍進

している。このほかこの時期になるとキャンプ情報を

取り上げるマスコミ(新聞、一般雑誌、テレビ放送な

ど)は急激に増加して毎日のように紙面あるいは映像

を賑わすようになった(しかし、これを実数で把握す

ることは困難である)。

以上からキャンプに関係する情報媒体などの成長は、

キャンプ活動自体の発展に対応している。一方、これ

らの媒体の移り変わりをみる限り、キャンプ活動を促

進しているものといえるだろう。

5. キャンブ産業の発展による影響

キャンプ産業については、キャンプ用品の生産・販

売業とキャンプ場経営の 2つに分けることができる。

キャンプ産業の中枢は、テント、寝具、炊事用品、

照明器具、椅子、テーブルなどキャンプ用品の製造販

売業である。その中でも代表的なテント産業を中心に

論じ、その発展経緯を検討する(表-4)。

(1)訓練教育キャンプ期 (1950-70年)

ボーイスカウト教育学者の劉彦俊によると、早期に

おける台湾で使用されたテントは香港経由の輸入によ

る帆布テントであった。 1956年に「三徳帆布行Jが設

立されて、はじめ帆布テントの生産が開始された。

その他の用品については、訓練および教育キャンプ

の時期であったから、照明用の灯油ランプ以外の椅子、

テーブル、野外炉などは現地での手作りによっていた。

(2)グループ娯楽キャンプ期 (1971-87年)

1968年「龍泉実業有限公司」ωの設立は、台湾にお

••• 7 E・E・..... 9 
•••••••••• 23 •••••••••• 

けるナイロンテント生産の先駆けであったが、それは

OEM (相手先ブランド生産)で、もっぱら輸出用で

あった。やがて1970年に設立された「山野国際有限公

司」もナイロンテント生産に着手した。輸出産業主導

期ということもあって主な製品は輸出向きであったが、

その後国内販売もなされるようになった。外国からの

注文は、そのほとんどが立か校諸国で、アメリカのシアー

ズ(Sears)、ドイツのフリータイム(FreeTime)、カ

ナダのタマーカ (Tamarka)などからであった o 1973 

年に設立された「露営国際有限公司」は、国内市場の

開拓にカを注ぎ、台湾の北、中、南、東部の 4ヶ所で

ナイロンテント展示会を行なうなどのキャンプ活動促

進と同時に普及を図った。以前のテントに比べて軽量

で安価なナイロンテントは、数年も経たないうちに消

費市場を席巻するようになった。このナイロンテント

はグループキャンプの芽生えを牽引したといえよう。

グループキャンプの発展とキャンプ人口の増加に伴っ

て、テント以外のキャンプ用品、すなわち照明用のラ

ンプや炊事用具、寝袋なども需要に応じて開発・生産

が行われた。一方、 1980年代以降の経済成長に伴って、

一部のキャンプ用品(ガスランプ、ガソリンランプ、

コンロなど)が外国から輸入されるようになった。

この<グループ娯楽キャンプ期>にはキャンプ産業

がキャンプ活動を牽引し、キャンプ活動がさらに産業

の発展を引き起こしていったといってよいだろう。

(3) レジャー・レクリエーションキャンブ期

(1988年~現在)

台湾の工業発展は1980年代からハイテク主導期に入っ

た。技術の高度化に選進した結果、紡績工業によるテ

トロン・コットン(以下、 T/C)、テトロン・レイヨ
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表-4 台湾におけるキャンプ用品関連産業の変遷

設立年 キャンプ関連会社名 主要生産品 用 途 供 給 方 法

1956 三徳帆布行 帆布テント，帆布ザヴク ;j(-イスカウト 圏内販売

1965 凱南帆布土倣 帆布テント，キャンア用品 ;Ji'-イスカウト 国内販売

1968 龍泉実業(有) ナイロ万ント レク OEM 

1970 山野国際(有) ナイロンテント， ずヲタ， ;"1'1'Yト レク 圏内販売，恒例

1971 大昌帆布公司 帆布テント， ナイロンテント ポーイスカウト， レク 圏内販売， OEM 

1973 露営国際(有) ナイロンテント， ij'.，ク，炊事用品， ;Ji'-イスカウト 圏内販売

Fイス加ト教育用品

1975 能昌実業(有) 7レミー型・ドーム型ナイロンテント しク OEM 

1977 嘉隆帆布行 ナイロンテント， 寝袋， ij'妙，1¥・付・ レク 圏内販売

1977 山欣実業(有) ドーム型テント， ij'，ク， Y'Yケ ;Ji'-イスカウト， レク 圏内販売， OEM 

1978 露営国際(有) T/C， T/Rテント レク 圏内販売

1982 台湾華竹実業(有) ナイロンテント ;Ji'-イスカウト， レク OEM 

1986 欧晋実業(有) ナイロンテント，寝袋，羽毛寝袋 レク 圏内販売

1989 飛猿国際(有) ナイロンテント， ij' 'Yク， γャ何ト レク 国内販売

凡例:(有)=有限公司(日本における株式会社に相当する法人)， ~7= レクリエーション用，

OEM=相手先プランド生産(主に海外プランドかつ輸出用)

ン(以下、 T/R)の混紡の大量生産時代になった。

よりよいものが求められ、帆布とナイロンの長所を兼

有する素材としてT/C、T/R混紡が導入された。

第5田中国ボーイスカウト全国キャンプ大会(1978年)

において台湾では初めてT/C混紡テントが使用され

たが、生地は中国ボーイスカウト総会の委託を受けて

日本の「東洋レーヨン株式会社(現、東レ )J で製造

したものであった。 1986年の第6田中国ボーイスカウ

ト全国キャンプ大会では、使用されたテントの半分以

上がT/C、T/R混紡テントを使うようになってい

た。

ファミリーキャンプもこの時期から発展し始め、よ

り快適なファミリー用のフレミーテントがニーズに応

じて開発されるようになった。

1987年の戒厳令解除後、貿易自由化が急速に進んだ。

そのため、キャンプ用品は外国から大量に輸入される

ようになった。フランス製のガスランプやアメリカ製

コンロ、韓国製の炊事用具や椅子、テーブル、日本製

の携帯用クーラーボックスなどがあり、 1988年にはき

らにキャンピングカーとキャラパン車が輸入され、テ

ント産業もそれら商品の多彩な時代に入ることになっ

た。

以上を考察すると、キャンプ産業とキャンプ活動の

相互関係からみて、<訓練教育キャンプ期>は、まず

教育キャンプという活動があった上で、テントなどキャ

ンプ用品の需要が生じ、テント製造業が生まれたとい

える。<グループ娯楽キャンプ期>以降は、囲内需要

に応じて従来の製品を造り続ける会社が業績を持続し

ていた。しかし、輸出主導の経済発展期でもあって、

外国からの注文を受けて台湾の多くの業者が短い期間

に高い生産能力を備えるようになった。やがて<グルー

プ娯楽キャンプ期>の半ばから、輸出用の製品がグルー

プキャンプの発展とともに園内市場に進出したが、国

民の購買意欲を全面的に引き上げたわけではなかった。

台湾の自然環境や国民の生活習慣と欧米のそれとの相

違で、台湾への輸入品は必ずしも国民に受け入れられ

たわけではなかった。例えば、炊事用具のフライパン

は、中華料理、特に妙、めものを作るには向かない。ま

た、欧米では既に普及しているフレミーテントは、当

時台湾国民の自動車保有がまだ少なかったために、売
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れ行きはあまりよくなかった。しかし、テントなどの

素材については、従来の帆布がナイロンに置き換えら

れ、国民の需要に見合ったキャンプ用品が開発される

など、<グループ娯楽キャンプ期>には産業とキャン

プ活動との関係は相互補完の関係にあった。

<レジャー・レクリエーションキャンプ期>に至つ

ては、国民所得の向上もあって、製品の品質に対する

要求が高まり、ナイロンテントからT/C混紡テント

へと産業は消費者の要求に対応するための研究開発を

進めた。外国からも関連する製品やキャラパン車など

が輸入されるようになったが、既に台湾の製品と価格

面で競争できるようなものはなかった。台湾国内で技

術的に克服できなかったガスランプやコンロは引き続

き輸入された。また、キャラパン車の輸入によって、

オートキャンプという新しいキャンプの理念とスタイ

ルが台湾に導入されたが、大きな市場とはならなかっ

た。これは、前述の環境条件と大きく関係している。

つまり、国土面積の狭い台湾では、まず駐車場の問題

が生じる。次に亜熱帯の気候ではキャラパン車という

狭い居住空間だけでは暑苦しくて快適ではない。しか

し、 1987年に輸入が自由化されたことでキャンプ用品

の市場はより多様化してきたといえる。

以上みてきたように、キャンプ活動とキャンプ産業

は相互に助長し合うものであり、活動があって、産業

が存在しうるものである。また、産業面からのキャン

プ用品の研究開発によって、キャンプ活動の発展が促

進されてきたことがわかる。

6. 結論と今後の課題

6.1.まとめ

以上台湾に関わる分析とキャンプ活動の時代区分と

の関連を表-5に示した。その発展要因を取りまとめ

ると次のとおりである。

(1)輸出生産によるキャンプ用品の発展

台湾では1965年頃から輸出が積極的に開拓され、キャ

ンプ用品の製造受注が始まった。当時はOEM(相手

先ブランド生産)によるものであったが、その後技術

が向上し、 1980年代以降には自己ブランドによる海外

市場が切り開かれた。そして、内需市場が成長するよ

うになった時期には、これに対して十分に提供できる

キャンプ用品産業が成立していた。

(2)経済力による自主性キャンプの発展

陳・栗田・麻生:台湾におけるキャンプ発展の影響要素

1988年、台湾は高所得国家となり、家庭では生活や

教育、医療の支出以外に余裕ができて、自家用車や、

レクリエーション用品などをも購入できるようになっ

た。このことがファミリーキャンプ急成長の主要因と

なった。

(3)情報によるブームの牽引

キャンプ関係情報については、初期にはボーイスカ

ウトの月刊誌があった。その後、野外活動の雑誌、専

門誌の発行、グループ・育楽活動に関する報道や書籍、

テープなどが出版された。近年に至っては、オートキャ

ンプのノTンフレット、ファミリーキャンプハンドブッ

ク、テレビ放送など、各時代のニーズに応じた情報提

供が行なわれた。

(4)キャンプ活動によるキャンプ産業の発展

キャンプ用品については前述(1)にみた輸出生産に

よる発展もあったが、キャンプ活動の普及、購買力の

強化といった側面もキャンプ用品メーカーの成長と販

売流通ルートの拡大に至った要因である。営業額の上

昇は年平均11%の成長率をみせている。これは他の産

業にみられない大きなものである。

6.2.今後の課題

以上にみたキャンプ活動の発展プロセスから、これ

らが政府の政策、社会・経済状勢、キャンプ情報の発

展、キャンプ産業の発展と深く係わっていることが明

らかになった。

今後の課題としては，まだ研究がなされていないキャ

ンプ場そのものの発展プロセスが挙げられる。多様な

環境を有する台湾の国土の中でキャンプ場がどのよう

に生まれ，発展・展開していったかを明らかにし，計

画論的視点から今後の方向性について考えたい。
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表-5 キャンプの発展に影響を与えた諸要素とキャンプ活動の時代区分との関連

訓練教育キャンプ期 グループ娯楽キャンプ期

(1950-70年) (1971-87年)

経 -農業・土地改良政策 -輔出主導期

済 -労働集約的軽工業期 -労働基準法の実施

発 -客聞がすなわち工場 -国民所得10倍の伸び

展 -低国民所得(4∞ドル以下) -レジャー消費支出14拡に成長

要 -低レジャー消費支出費(6%) -総労働時間の短縮

素 -総労働時間数2，600時間以上 (2.350-2.600時間)

-自家用車(4万台以下) -自家用車所有者lま4家庭

lこ1台

キ -月刊誌『台湾章子軍j -月刊誌f野外雑誌J

ヤ .~健普利』 .~労働者の娯楽活動』

‘ J -月刊誌f重軍生活J .~野外活動』

プ -月刊誌『中国重子軍j .~民生報』

情 .~重軍生活シリーズ』 -月刊誌『戸外生活j

報 -月刊誌『少年生活」 .~戸外生活シリーズ』

キ -綿入品 -輪出生産(OEM)

ヤ -帆布テント製造 -ナイロンテントの開発

，‘ ， -灯油ランプ -炊事用品、寝袋、照明用ラ

プ ンプの開発

産 -輸入製品(ガスランプ、ガソ

業 リンランプ、コンロ)

ま -国民所得とレジャー支出低下 -国民所得とレジャー消費

と -休暇日不足 支出が伸張

め -情報は重軍教育系 -休暇日に定着

-キャンプ場施設の未発達 -情報提供は娘楽性が向上

-キャンプ場数の増加

台湾行政院 102pp.1997. 

6)陳盛雄・栗田和弥・麻生恵:台湾におけるキャンプ

の変遷に関する研究.レジャー・レクリエーション

研究， 36. pp.1-17. 1997. 

レジャー目レクリエーションキャンプ期
要約

(1988年~現在)

-ハイテク主導期 -国民所得増加と教育

-国民所得1万ドルを突破

-レジャー消費支出は15首超

-総労働時間2，350時間以

下に短縮

-自家用車の普及(1家庭1

台に)

.~家庭露首』 -キャンプ情報の発行はそ

.~ファミリーキャンブハンドゴッヲ』 れぞれの時期(時代区分)

.~露営地施設手帳』 に対応

.~オートキャンプハンドブゆ』

-月刊誌『レデJエーション天地J

'T/C、T/R混紡テントの開 -テントなどの素材開発が

発 促進

-フレミーテントの開発 -キャンプ産業と活動は棺

-キャラ1¥ン車の輸入 互助長しあう

-貿易自由化、各国のキヤ

ンプ用品が輸入される

-高所得国家としてレジャ

一消費支出比率が増加

-ファミリーキャンプの情報

提供

-快適性'清潔性の向よ

借地料の他に押し金、予約金などの名目で更に支

払いがあった。また多くは借用期間が決まってい

なかった。借地料は37.5%(375/1，000) を超え

ではならない。耕地の借地料は一律に文書により

契約を行なうことを義務づけた。また借用期間を

6年以上として契約の継続を認めるなどの措置を

講じた。

7)三七五減租:1949年に中国の国民党政府が台湾に

移転したのち、土地配分の公平性と小作制度の合

理化を図るために採用した土地改革政策のひとつ

で、小作農の借地料を軽減すること。当時、台湾

の小作農は地主に年間収穫量の50~70% を収め、

8)耕者有其田:1952年から台湾省政府が台湾全土の

地籍調査を行ない、 1953年1月立法院を通過した条
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例。条例の概要は以下の通り。①私有貸出耕地は

地主が水田 3haもしくは畑 6haを留保することが

できるが、それ以上の土地は政府が買取りを行な

い農民に開放する。②開放農地の購入価格は買取

り価格と同じ、年利 4%、1O~20年分割で返済す

る制度。小作農が地主から留保農地を購入する場

合、政府が低利融資を行なう。

9)公地放領 r耕者有其回」の提唱とそのモデルを

示すため、政府は国有および省有の耕地所有権を

自作農と小作農に開放、 1949年から10年にわたっ
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て公地開放を実施、対象はそれまでの土地を借り

ていた農民。土地開放の価格は耕地の主要産物の

年間収穫量の2.5倍として計上し、 10年間の分割払

いとした。

10)育楽:遊戯、歌唱、踊りなど個人で行なう楽しみ

の総称。日本語でいういわゆる「娯楽」と混同し

ないように使用した。

11)有限公司:日本の「株式会社」に相当する法人格

をもっ組織。





第29回学会大会テーマおよび講演企画の趣旨

学会大会テーマおよび講演企画の趣旨について

‘94以降における学会大会テーマ註1)は、それぞれ r21

世紀を迎えるレジャー・レクリエーション環境:J(於:

拓殖大学北海道短期大学、第24回、 1994年;r新し

い時代の創造的余暇J(於:関東学院大学、第25回記

念大会、 1995年 r高齢社会におけるレジャー・レ

クリエーション研究と教育への期待J(於:奈良女子

大学、第26回大会、 1996年) ; rレジャー・レクリエー

ション指導者育成と高等教育機関の役割J(於:東京

農業大学、第27回大会、 1997年そして「国際交流

時代のレジャー・レクリエーションJ(於:福岡大学、

第28回大会、 1998年)であった。

前回の学会では、これまで国際交流の推進は一般的

に、外務省をはじめとする公的分野の役割であると思

われてきたが、情報と交通のグローパル・ネットワー

ク化により、 NGO(非政府団体)、 NPO(非営利組

織)など私的部門の呆たす役割が大きくなったことを

指摘した。さきの長野オリンピックやフランスでの

FIFAワールドカップにもみられるように、国際交流

プロジェクトの実施にあたっては、市民の積極的な協

力・支援がきわめて重要になっている。福岡において

も、 1995年夏季ユニバーシアードの開催にあたり、市

民のボランテイア活動が大会の成功に大きく貢献した

ことが高く評価された。

レジャー・レクリエーション活動は、原則的には個

人が個別の活動への参加を向上させていくことが重要

であることは言うまでもないが、市民が、単なる遊び

でもなければ、強制される仕事でもない、いわゆる主

体的かっ創造的な社会参加型あるいは社会貢献型の活

動を通して国際交流プロジェクトに関わることも、レ

ジャー・レクリエーションとして意義深いもので、こ

のような活動を経験した人たちは、一様に異文化の相

互理解、国際交流への寄与に深い喜びを感じとってい

る。国際交流プロジェクトは、市民にとって、「世界・

異文化・国際社会」を知るよい機会であり、また「日

本・地域・自己Jのアイデンテイティに気づくよい機

会でもある。今後の国際交流プロジェクト推進の良き

サボーター(地域・団体・個人)の育成に本学会が積

極的に貢献することが重要であることが論じられた。

学会の共通言語であるレジャー・レクリエーション

を掲げての‘94年以降のテーマであり、環境、活動、

学会前理事長鈴木秀雄

(関東学院大学)

教育・研究、育成、交流等それぞれに重要なキーワー

ドを掲げて課題解決や問題意識の提供を試みてきたが、

第29回学会大会においてスポーツを取り上げた意図は、

現代社会の中で、レジャー活動の身体的領域に存在す

るスポーツは、最早、単一の文化形成ではなく多領域

に及ぶ複合的な存在であり、家庭、学校、地域、職域

などあらゆる場面で耳目に接し、また直接的、間接的

な関係を間わず生活の中で何らかの接点を有している

からである。スポーツは、「したり」、「見たり」、「聞

いたり」、「読んだり」、「話したりJと共通な話題とし

ての意味合いを強く持つ存在であり、スポーツが単に

趣味の世界にとどまらず、多くの分野に影響を与え、

時には経済的側面で捉えられ、時には社会にセンセー

ションを起こし、人の生き方や考え方にまでその影響

が及ぶほどの意味合いを持つ出来事を醸し出すからで

ある。またそこにメディアが深い関わりを持ってもい

る。

例えば、バブル経済崩壊後その存続が危うく註2)なっ

てきた企業スポーツも、企業が抱える社員選手による

運動部として日本のスポーツ強化を支えてきたが、そ

の「独特の枠組み」も大きな曲がり角に差し掛かって

いる。もとはといえば企業がレクリエーションや健康

促進のために始め、 1950年代半ばからの高度経済成長

期にはチームをシンボル化し、従業員の士気を高める

働きを持たせ、労使対立が厳しかった時代には、労務

対策の役割も担ってきた。さらに1964年東京五輪を契

機にスポーツ人気が高まると、テレビの普及もありチー

ムは広告塔へと変身した。時代を移すように花形企業

の中で盛んとなった企業スポーツも、バブル経済崩壊

と共に凋落傾向を示し、企業側は撤退の理由を「業績

不振jと強調するが、それは単なる引き金であり、す

でに運動部を持つ意味が薄くなった側面が大きい。愛

社精神が希薄な世代には社員の士気高揚の効果はなく、

スポーツ界のプロ化や国際化で注目度の落ちたアマチユ

ア競技は、広告塔の役割もしなくなったのである。選

手や競技団体は、経営判断の前になすすべはなく、日

本のスポーツ基盤の根底が揺らいでいる。サッカー J
リーグのようなクラブ組織など、新しい「枠組みjの

整備が求められている。

固においてもスポーツに対する施策である、「スポー

ツ振興基本計画」が出され、豊かなスポーツ環境を日
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指してその施策の展開方策も、①生涯スポーツ社会実

現に向けた、地域におけるスポーツ環境の整備、②我

が国の国際競技力の総合的な向上方策、③生謹スポー

ツ及び競技スポーツと学校体育・スポーツとの連携の

推進、が掲げられ、平成14年度からは、園、地方の公

的予算、スポーツ振興基金に加え、スポーツ振興くじ

(toto=トト)の収益もスポーツ振興の財源、として加

わり、これらの財源を効果的、効率的に活用しつつス

ポーツ環境の整備充実を進めるためにも、中長期的な

見通しを持って、体系的、計画的にスポーツ振興施策

を推進することが求められている。新しい施策として

展開されている総合型地域スポーツクラブの動きもこ

の社会の動きと連動している。

スポーツ振興に限らずスポーツの社会的存在に大き

な役割を果たしているものが、 “メディア"でもある。

メディアにとってのスポーツは、決して付け足しの領

域などではなく、欠く事のできない重要な領域の一翼

を担っている媒体機能である。

メディアの技術革新もスポーツ映像をどう捉え、ど

う伝えるかというメディア側の発想の視点からと、聴

視者等のニーズはどのような映像や解き明かしが期待

されているのかにより、新しい“メディアにおけるス

ポ}ツ映像文化"が生み出されているといっても過言

ではない。

第29回学会大会(於:淑徳大学、 1999年)のテーマ

は、前回の大会テーマの持つ意味を敷街し、学会の共

通言語であるレジャー・レクリエーションを特化する

形態でスポーツに光を当て、「メディアとスポーツ

“今までとこれから"Jと題し、西国善夫氏と沢松奈

生子氏に講演をお願いし、~見せるためのスポーツ映

像の変遷~と~選手の側から見たスポーツ映像の意味

~からの視点を中心にお話戴いた。ミレニアムイヤー

(Millennium year)の動きと共に、シドニーでの夏

季オリンピックや日・韓で共同開催される2002年FIFA
ワールドカップもまたスポーツにとっても、メディア

にとっても存在意義を明確にアピールするまたとない

機会であり、競技者を核(Core) とし、その周辺の

広がり (Para)においても、多くの人が関与し、様々

な活動や人間模様が展開きれ、まさにスポーツがレジャー

.レクリエーション領域においてその広がりを深めて

いるといえる。

講師(沢松奈生子氏・西田善夫氏)の紹介

「メディアとスポーツ、今までとこれからJという

大会のテーマの中で、最初に沢松奈生子氏に講演をお

願いした。沢松奈生子氏はオリンピアンである。 ‘92 

年バルセロナ、 ‘96年アトランタの両オリンピック代

表を経験している。そして全豪オープンではベスト 8、

またウィンブルドンに出場し、世界ランキングは14位

である。しかし同50位以内で長期にわたって活躍した

ことがより高い評価を得ている。競技生活からの引退

後は、ウィンブルドンではNHKの解説者としても活

躍され、そして著作「ウィンブルドンの風に誘われて」

は、旺文社から出版されている O 現在は日本テニス協

会の強化委員などを歴任するかたわら、大学で非常勤

講師もっとめられている。具体的にお話いただいた内

容は、「選手の側から見たスポーツ映像の意味jで、

テニスプレーヤーとしての様々な経験や体験からのお

話を戴いた。

次に西田善夫氏であるが、長く NHKアナウンサー

をつとめられ、現在はNHK解説委員をされている O

また2002年FIFAWorld Cup KOREA JAPANの
決勝戦が開催される横浜国際総合競技場の場長もされ、

横浜市のスポーツ振興審議会委員もっとめている。多

くのスポーツ番組のキャスターを経験され、夏冬合わ

せて10回のオリンピックの担当をはじめ、様々なスポー

ツ活動のオピニオンリーダーとして活躍している。

1998年の長野オリンピックでは、広報委員をつとめ、

著書「オリンピックと放送jも丸善から出版されてい

る。オリンピックに関わるシンポジウム等にコ}デイ

ネーターとしても参画され、正にテーマに相応しいメ

ディアとスポーツへの長い関わりを持たれている立場

から、特に「見せるためのスポーツ映像の変遷」につ

いて講演をお願いした。

以下はお二人の学会でお話いただいた講演録であり、

学会時に直接聞かれた皆さんはもう一度その時の講演

を思い出しつつお読みいただき、学会参加ができなかっ

た学会員はあらためて学会に参加した思いを持ってお

読み戴き、「するスポーツ」、「みる(見る・観る・聞

く・読むを含む)スポーッ」、「支援するスポーツJに

限らず、その領域の存在の有無は別として「語るスポー

ツjにおいても参考にしていただけたら誠に幸いであ

る。西暦2000年の節目には第30回記念大会を迎える本

学会であるが、今後の更なる成熟を願いながら第29回
学会大会を成功裡に開催できたことに対し、貴重なご

講演を戴いた西田氏・沢松氏、そしてご支援・ご協力

いただいた多くの関係者に深甚なる感謝の意を表する

次第である。

註 1)鈴木秀雄、「過去 5年の学会大会のテ}マを振

り返りながらJr学会ニュース~ No.65、日本レ

ジャー・レクリエーション学会刊、 p.2、Oct.

1999. 
註 2)志賀英樹(運動部)ニュースのこ・と・ば「企

業スポーツ バブル崩壊後存続危うく Jr朝日

新聞』、 2000年12月1日、朝刊、 12版、 15面、

主張・解説.
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メディアとスポーツ、今までとこれから

見せるためのスポーツ映像の変遷

西 田善夫

The Historical Transition in Olympic Broadcasting 

Y oshio NISHIDA 

「今までとこれからjというんで、「今までjの話

ですとたいがい反省を求められるんですが、メディア

の出す映像とはどういうものか、ちょっと皆さんと一

緒に考えていきたいと思います。

ここにテレビ映像を出せれば「これはこーだあーだ」

と言っていけるんですが、それはより専門的でありま

すし、やや反省会的なものがありますから皆さんのイ

メージの中で、メディアがどういうふうに放送を伝え

ているのかを考えて頂きたいと思います。

まずバレーボール放送。世界のワールドカップとい

うのは、日本とどこかというのしか放送してないんで

すね。これは全くひどい話で、その試合がワーワー騒

いでアナウンサーが叫んで、ラインズマンが日本のス

パイクを目の前に落ちたのをアウトだと言いますと

「何で旗を上げたんだ。日本人かそれでも」という放

送になってきまして、「あ一、これがヒットラーが出

てくる元になるんだなあ」これはファッショ放送と私

は考えております。と言いますのは、これは一つのショー

なんですね。そして日本に得点が入ると、その時に映

るのがタレントでして、別に私が知らないタレントだ

からと言ってひがむわけではないんですが、何を伝え

るかということをよく考えてみますと、あれはワール

ドカップを伝えてるんじゃないんですね。日本の男子

バレーボールで、加藤君だとかなんかかっこいい人を

伝えてるんですね。これだったら別にバレーは道具に

しか過ぎない。

空放送がきた5危芯いと考えた1932年ロス五輪

じゃあスポーツ放送って何なんだろうかということ

を考えてみますと映像というものは随分変わってきて

いますが、何を伝えるかつてことをオリンピックでい

えば、オリンピックの放送というのはですね、 1932年

に始まりました。昭和 7年です。私でさえ生まれてな

い時代で、昨年前ってことになるんですかね。この年

にロサンゼルスでオリンピックがありました。ロサン

ゼルスが遠いと思うか近いと思うかは、これは皆さん

の旅行経験によると思いますが、これは明らかに臼本

には近いんで与す、当時でも。しかし、ヨーロッパには

遠いんですね。アメリカに渡ってから延々大陸横断の

列車で行かなくちゃいけない。そんな遠い所まで行っ

てわざわざやるほどのことはない。「オリンピックつ

てのはヨーロッパでやってればいいんだんそういう

考え方から、ほとんど参加が半減してしまいました。

きあ、日本の放送にとって当然ラジオです、当時は。

これほど有り難いことはないんですね。水の上ほど電

波は通りやすいものはないんです。怖いのは山なんで

すね。衛星と違いますから。太平洋ですから出力さえ

出しとけば海の上で音が来る。そこで初めて放送をす
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るということになりました。アナウンサーが3人。エ

ンジニアが1人。プロデューサーが1人。ぜんぶで 5

人。半月かかってアメリカ行ったっていいますから、

14日間船に乗ってたわけですね。当時ですね、給与が

だいたい月に10円だか20円ぐらいの時に、出張旅費が

千円いくらだったんで、すって。それをもらって出て行っ

たわけですよ。もらって出て行った時にはたいがい皆

半分ぐらいに減ってるんですね。準備金と称していろ

んなものに払ったりなんかしてるんですから。

さあ、向こうへ渡りました。ハリウッドに近いんで

すね。そこで映像が出てくるんです。 1932年というの

はトーキーが始まった年です。トーキーなんて聞いたっ

てわからないかもしれないんですが、要するに映画で

音が出る。昔は映画というのは音が無かったんですよ。

テレビで消音というボタンを押して見てるのと同じだっ

たんです。そこに音が出てきた。ですからよく弁士っ

ていますね。映画を映しながら「太郎さん、私はあな

たを」なんでいう台詞を言って、演技をさせていたん

ですね。声優がいたわけです。これがハリウッドで音

が出るようになったものですから、ハリウッドはもう

すごい勢いですからね。そのロサンゼルスに集まった。

当時ロサンゼルスつてのはすこ、い暑い所で、E凡馬車が走っ

てると思ってるような人がいっぱいいたわけですから、

すごい早くから来てるわけですよ。その選手の映像を

トーキーで撮って、これをヨーロッパに送ったわけで

す。皆びっくりしたわけですよ O 陸上の選手だとか水

泳の選手の名前は知ってるわけですね。それがオリン

ピックのロサンゼルスの会場、今のスタジアムと同じ

です(皆さんが覚えているのは1984年、 14年前ですか

らちょっと覚えてないかな)。とにかくロサンゼルス

オリンピックのあの開会式の時に、あの宇宙服を着た

のがピューッと上へ上がって行った、あの開会式のあ

のスタジアムを背景にしてですよ「私達この頃調子が

いいのよ」とかですね「元気になってきたのよ」とか

なんとかつて女性が喋ったりするわけですよ。水泳の

プールの脇で。それがニューヨークで、パリで、ロン

ドンで、映画館で出るわけですね。すごい人気になっ

ちゃったんです。

日本もオリンピックが始まる前から座談会なんての

がありましてね。番組表見ると午後O時から放送があ

るんですね。 30分あるんです、向こうから。でもこれ

は面白いんで、す。当時ラジオというのは、今のテレピ

よりももっと大事にされてたんですね。結局お昼にな

るとラジオの前に皆集まって、食事をしながらラジオ

を聴くんですよ。家族で聴いたり、職場で聴いたり。

お昼というのはゴールデンタイム。その時に「どうで

すか。誰々さん調子がいいですか」。なんとかという

アナウンサーの座談会を聴く。

その一方、ヨーロッパでは映像を見る。この映像で

オリンピック人気が高まった時に、オリンピックの組

織委員会が慌てたんですね。こんなに人気が高まっちゃっ

たらオリンピックを見に来ないと考えたんです。特に

せっかくロサンゼルスだとかサンフランシスコのその

周辺の人聞が来なくなる O あとでフィルムで見ればい

いんだし。それからラジオですけど、実況放送が始まっ

たら誰も見に来ない、キップが売れなくなると思った

んですね。そこが分かれ目なんです。

放送というものをオリンピックの為に使おうとして

成功したのがサマランチですね。その一方、放送が来

たら危ないと考えたのがロサンゼルスの組織委員会だ、っ

たのです。

やがてロサンゼルスでもう一回開かれた1984年の時

には、ユベロスという人がオリンピックをカ、ラッと変

えてしまう。スポンサーシップという制度を考えまし

たけども、随分同じロサンゼルスでも違ったんです。

そして実況放送ができなくなっちゃったんです。さあ

大変ですよ o もうもらった旅費の千円の内、半分ぐら

いは使っちゃってるんですからね。放送しないで帰っ

たら大変です。家を売らなくちゃいけないとかね。そ

こで考えたんですね。実感放送。始めは実感の“感"

というのは実際に見る観劇の“観"。 “実"は実際の

“実"。実観放送。今、実感放送と言うと実際に感じ

るって書くでしょうけどね。これはですね、アナウン

サーが現地に行く。それでレースを見るわけです。メ

モをする。それで帰って来ましてですね、ロサンゼル

スホープストリート十番街(今は全く跡形ありません)

の放送局へ行く。 l階が自動車のショールームだったっ

ていうんですから小さな放送局だ、ったんでしょう。そ

の2階だか3階にスタジオがあって、そこへ帰って来

て実観放送をやるわけですよ。陸上100mで日本は決

勝に出たんですよ O 吉岡隆徳という人が出まして、当

時の世界記録が10秒 2だか3なんですが、タイ記録も

っこの入のロケットスタートなんですが、松内則三さ

んという名アナウンサーが、やがて皆も聞くようにな

ると思うんですが早慶戦の放送をした時に、「神宮の

森に帰るカラスが2;j;j3 ;j;jJといって、それが名放送
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となったんです。野球放送をやって、カラスの放送し

て有名になったのはこの人しかいないんです(笑)。

この松内則三さんが100mを担当した。吉岡隆徳のス

タートは速いですから、ドーッと飛び出す。 30mまで

トップ。 40mでっかまる。 50mで消える o 60mから後

はうしろの方を走るという形なんですが、やっぱり

「吉岡トップ、吉岡トップ、吉岡トップ」つてのをやっ

ぱり言いたいですよね。それを喋る。やがて吉岡がつ

かまる。メトカルフ選手が優勝するんですが、すごい

争いをするんです。別な選手ですよ O 吉岡隆徳さんそ

こで置かれて。で、 60m以降ずっと放送する。優勝タ

イム10秒 3でしたが、放送時間は l分 5秒かかったん

ですからね(笑)。これはね、映像としてものすごく

面白い。私その映像見ました。映像というのは要する

にフィルム。当時は 8コースです。 8コースですが、

1コースと 8コースは使わないようにしてます。これ

は第8コースを使わないのは別として、 lコースは使

わないというのはわかりますね。中長距離の場合lコー

スを走りますからスパイクの跡が着いてしまう。です

からハンデイキャップがあるから 2コースからやる。

そこで吉岡さんね、スタート凄いんです。パーンと出

るんですね。それで「吉岡トップ、吉岡トップ」とい

うのを言い過ぎたんですな、おそらく松内則三さんは。

で、 l分 5秒かかる。でもそれは情報として凄い大事

な事なんですね。これが映像とそういった音声の単な

る笑い話で終わらないところなんです。

空はじめてのオリンピック実況放送1936年ベルリ

ン五輪

きあ、 4年経った。今度は初めて実況放送ができま

した。 1936年ベルリンオリンピック。これはどういう

映像か。 200m女子平泳ぎ決勝。前畑秀子さんという

人が頑張るんです。で、勝つんです。これは150m折
カサイサンセイ

り返したところから、河西三省というロスアンゼルス

にも行ったアナウンサーですが、そのアナウンサーは

「前畑頑張れ、前畑頑張れ、前畑リード、前畑リード、

前畑頑張れjっていうのを22図言うんです(笑)0 50 

mの聞に22回つてのは大変なことなんですよ。それで

ゴールインして、その時に「前畑勝った、前畑勝った」

って14回言うんですね(笑)。それでですね、その回

数がクイズに出たこともあるんです(笑)。しかしこ

れは非常に大事なことなんです。それが一番の情報だ、っ

たんですね。これは事情を言いますと、ベルリンの夜

第29固学会講演録「メディアとスポーツ、今までとこれからj

中の放送なんです。当時、 O時を過ぎてから電波を使っ

てはいけないという逓信法があってNHKの放送も O

時になったら終わらなくちゃいけない。それを河西さ

んは知っているものですから、レースがO時にかかる

ものですから「切らないでください。切らないでくだ

さいjと言ってるわけです。要するに内部的な情報も

全部言っちゃうわけですよ。飛行機が離陸する前にス

チュワーデスがなんかを切り換えろって連絡するで、しょ。

飛行機の中で。あれと同じです。要するにそれをやっ

てるんです。「切らないでください。切らないでくだ

さい」と言っといて「前畑頑張れ、前畑頑張れ」とや

るわけです。ですから、その情報が届いてるかどうか

確認できないわけですね。そして当時のシューッシユーッ

っていうウェービング。その電波の波でよく聞こえな

いケースがある。そこで彼は「前畑リード、前畑リー

ド」って。そこで情報というものをどういうふうに伝

えていくか。言葉だとか映像だってことじゃなくて、

情報を伝えるポイントというところがあるんですね。

きあ、ガラッと変わりましょう。今度はオリンピッ

ク映像。なかでもテレビのオリンピックというのは19

56年のメルボルンオリンピックの時で、メルボルンの

ABC、オーストラリアンブロードキャステイングコー

ポレーション。これが放送していますけども、日本は

それは受け入れていません。日本は1953年にテレビ放

送が始まりましたが、その時はラジオの放送だけでし

た。そして1960年にローマのオリンピックカfありまし

て、その時に「ライ、ライ」とよく言うんですが決し

て麦の話じゃないんで、これはイタリア放送協会とい

うのがありまして、これがテレビ映像を作りました。

日本は現地でどデオを撮りまして、私はもう NHKに

入ってましたが、地方局にまだ勤務しておりました。

そのビデオを空輸するわけです。そして日本に 2日遅

れ、或いは 3日遅れで放送を出すわけです。そういう

放送で始まりました。これはなぜそういうふうに 2日

遅れでもやったかと言うと、 1964年に東京オリンピッ

クが決まっていたからです。生放送はありませんでし

た。まだ繋がってないんです。衛星も何もね。

空 196時代のオリンピックの映懐

そして1964年にこれは画期的な事なんですが、初め

てスポーツの映像が生でアメリカに伝わるんですね。

その 1年前の1963年の11月23日に初めて衛星が繋がっ

たんです。その最初のニュースというのは、ケネデイ
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の暗殺ですね。東京新聞の前回特派員が、「現地から

日本の皆さんにお伝えする最初のニュースがこんな悲

しいニュースです」と言って始まったのです。これは

素晴らしい放送でした。私、生で見てまして本当に震

えるような、アメリカカ宝近くなったということよりも

世界が近くなったってのを感じました。と同時に、私

は札幌にいてスポーツもやるアナウンサーでしたけど

も、これは凄い事だと O これはもうスポーツは凄くな

るぞと感じましたね。

そして翌年、東京オリンピックの時にアメリカに生

放送がいきました。そしてアメリカは朝でした。その

時に、アメリカのアナウンサーがNHKのスタジオで

何と言ったか。「アメリカの皆さん、こんにちわって

言っていいんでしょうか。おはようございますが正し

いんで、しょうか」と言ったというんですね。それがユー

モアだと言われる O 要するに、時代によって中身とい

うか人のフィーリングというか会話というのはどんど

ん変わっていくわけですね。そこでオリンピックはス

タートしました。

しかしオリンピックは lつの放送局しか放送しない

んです。というのは要するに、園内で映像を作るのは

1つなんです。ですから国内でもある時は民放少し加

わってましたけど、 NHKが主体になりまして映像を

作った。それを世界に送るんです。世界に送るという

のは作り手は、公平性が無くちゃいけません。ですか

ら水泳のパターンなんて決まってるんです。まず、 1

位がゴールインする。 2位がゴールインする。 3f立が

ゴールインする。そして全体がゴールインすると、 l

f立に寄る。その後、引いて 2位3位を入れる。3{立が

8コ}スなんてんだと大変ですよ。カメラをグーッと

51かなくちゃいけない。そしてその後もう一度、 l位

に寄ると 1位が隣と握手してる O 全部そのパターンで

す。これは当然物足りなさが出てきますね。当時日本

は水泳があまり l位になりませんでしたけども、私は

ミュンへから田口信教という選手が優勝するシーン、

当時日本が16年ぶりにテレピの世界で水泳で金メダル

取ったのはそれが最初ですが、その映像を放送してま

した。やっぱり田口にいきたいんですよ O 田口を見た

いんですけども、カメラが素人のズームみたいに行っ

たり来たりしてるだけですね(笑)。

ここで出てきたのが、自国取材の希望です。やっぱ

り見たい。私達が考える「見たいjと、アメリカは違

うんです。日本は、我々は「見せたいじゃないか」と

いう話をする。そうすると「オリンピックの約束事で

駄目なんだよ」とプロデューサーが答える。すると皆

が「そうなんだjとわかる o しかしアメリカは「オリ

ンピックの映像を変えようじゃないか」と言う。それ

は世界に共通するもんだ。「いや、アメリカだけの映

像を作ろうじゃないか」ということになる。じゃあそ

の為に何をするかということのわかったIOCI土何をし

たかというと、その分だけ取材費を出せということに

なる。そこで1968年のメキシコオリンピックというの

は、アメリカのレポーターやカメラマンカfトラックに

いるんですね。そしてゴールインした選手が、こうやっ

て帰って来ますとそこへ行くんです。カメラマン、そ

してアナウンサーが行ってインタビューするという。

これはもう、我々が考えてもめちゃくちゃな事をやる

わけです。ですから陸上の黒人選手たちが表彰台の上

で星条旗に向かつて右手を上げて抗議した時にでも、

アメリカは堂々とそれをアッフ。で、映っちゃうわけです

よO 要するにありのままを映すようになってしまった

んです。これは素晴らしい事です。ある面では。しか

しこの時は、やっぱり現場の考えている「駄目だ」っ

て言われれば「ハイ、駄目ですね」となってしまう o

それをアメリカは何で切り開いていったかというと、

アイデアというものとそれを支える見たいという気持

ちO 見せたいという気持ちともう 1つはそれをパック

アップする財力ですね。この辺に映像そのものが変わっ

ていく放送権力というものが出てくる。これは映像の

自由化。取材の自由化ということがありますね。

型経済、政治、そして国際問題・・

そしてオリンピックというのは圧倒的にペンが有利

でした。ベンが有利でしたけども、テレビがやがて放

送権料を取るようになる。 1972年のミュンヘンオリン

ピックの時に私は、男子のバレーボールの中継をして

ましたけども、放送席は一番上でした。そして私達の

何列か前の放送席に新聞記者席がありました。ですか

ら、プレスアンドTVだったんです。これがやがて

1976年のインスブルックのオリンピックの時にアイス

ホッケーの会場に行って、私は、冬はアイスホッケー

が主に担当だったものですから、会場に行って惇然と

しました。テレビが前にありましたね。そしてその後

ろにプレスがありました。これはアイスホッケーは全

体を上から見た方が見やすいのですが、テレビ優遇と

いうように変わってきました。これはお金を払うから
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なんですね。

そして何と言ってもオリンピックは赤字だったんで

す。 1976年のモントリオールオリンピックというのは

映像的にも素晴らしいオリンピックでしたし、カナダ

の放送局がいろいろ知恵を絞ってました。カナダの放

送局というのはアイスホッケーという速いスポーツを

やっていますから、映像的な処理は素晴らしいんです。

私は今でも覚えていますが、アップの映像というのは、

女子バレーが白井貴子という 182咽の女子の選手がい

まして、この選手がスパイクを決めて最後ソピエトに

勝つんですね。第 Iセット、第 2セット日本が取って、

第3セットは10対Oですよ O 途中。私は不遜にも女子

のバレーボールというのは、オリンピックにはまだ早

すぎる。世界がもっと力を揃えてこそオリンピックの

種目だということを言ってるんですね。それ以来日本

は金メダルは全く関係なくなったんですが、これは天

罰だと私は諦めているんですが、それくらい強かった。

そして14対2。その時にですね、白井選手がパーン。

松田選手がセットアップうまいんですね。バレーボー

ルは名前付けるのがうまいんですが、ひかり攻撃とか

言っていますけど、それはもうひかりどころかこだま

でも在来線でも勝てるような試合だったんですがね。

私ね、そういう言葉を使うの大っ嫌いなんです、放送

で。バレーというのはね、松平さんの解説のように巡

洋艦だ戦艦だっていっても昔の海軍の話しがわかる人

は40才以上の人ばっかりなんですよね。それよりバレー

のちゃんとしたAクイック、 Bクイックつであるけど、

それだって私は絶対に使うまいと思ってやってました。

確かにその時にピューッて上げた、言ってみればAク

イックですよね。それをポッと上げた時に決めた。決

まった時に「決まったーっ」って叫んでるんですよね。

私も絶叫はできないタイプなんですが「スパイク決まっ

た-Jっと言ってその次の瞬間カナダ、の撮った映像は

なんと白井のアップですよ。そしたら白井さんはニコツ

と笑ったんです。あまり人の事言えないんですが、白

井さんというのは笑うと日が無くなっちゃうんですよ

ね(笑)。線ヲ|いたような目になっちゃったんです。

私思わず「泣かない優勝です」って言ってるんですよ

ね。そしてその後ニコッて笑ったんですね。他の選手

がつられて笑ったんです。笑ってドーッと集まった時

に「泣かない優勝です。笑顔のある優勝です」と言っ

たの覚えてますね。そして集まって、控えの選手が来

たんです。この控えの選手というのがミソなんですね。
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10対Oでしたから山田監督は安心しちゃって「もうこ

れが終わったら結婚するjとか「これが終わったら目

立を辞めるjとかいっている選手を順番に出すんです

よ。ここが監督の温情なんです。だからどっちかと言

うと、金メダル本当にもらう人はベンチの方に座って

たんですね。それがきたもんですから、ベンチにいた

人聞が「ありがとう」という感じで抱き合った時にワーッ

と皆泣き出すんですね。この変換の素晴らしさ。そし

てまたそれを映すカメラの素晴らしさ。私はやっぱり

「あ一、アイスホッケーのような速いスポーツをやっ

てると違うな」と思いましたね。

空映慢が変えたオリンピック

そして80年。この時にモスクワオリンピックの問題

がありました。この時にそれまでの日本教育テレビが

テレビ朝日という放送局に変わることろだったんです。

これは名称変更するんで、アイデアを、知名度がほし

かったんですね。日本の放送局というのはモントリオー

ルの時から民放とNHKと一緒にやりましたから、今

度も一緒にやれば大丈夫だと思ったんです。ところが

モスクワはよく考えてました。一本釣りで始まったん

です。それでテレビ朝日は一本釣りに乗って、独占し

てしまったんです。これまで日本の放送権料というの

はだいたい10億ぐらいだったのが、一挙に30億を超え

たんですね。そしてテレビ朝日が独占することになり

まして、私達も悔しいですけども放送できません。

ただその年の冬のオリンピックがアメリカのレイク

ブラシッドでありまして、ジミー・カータ一大統領だっ

たんですが、その 1カ月前にアフガニスタンにソビエ

トが侵攻したんです。国際問題やってる人はわかるか

もしれませんが、これはアフガニスタンというのはソ

ビエトのベトナム戦争と言われました。 rソピエトは

アフガニスタンから帰れ」。カーターが言ったんです。

「帰らなければモスクワオリンピックをボイコットす

るぞ」ということを、何とレイクブラシッドというア

メリカのニューヨーク州の外れにある寒い、人口全部

合わせて2，200人という村の開会式。それはもういっ

ぱい集まってますから、賑やかな開会式。そこで、開

会の前日に発表したんです。私はそれを中継していな

がら「世界を横目で見ながら聞くオリンピックの開会

式だJということを言いましたけれども、その辺りか

ら政治がオリンピックに加わってきましたね。映像と

しての問題はさておいても、そこにいろんな話があり
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ました。スポーツというものが経済にも繋がり、政治

に繋がり、国際問題に繋がり、そしてそれは人々の輿

味というか関心度というものに繋がっていきますね。

そして1976年のモントリオールオリンピック。そし

て1980年のモスクワオリンピック O モスクワオリンピッ

クには日本は参加しませんでした。貧乏くじをヲ|いた

のがテレピ朝日だったんですが、そのことから独占と

いうものがなくなりました。雨降って地図まると言い

ますか、それからNHKと民放はまた表面上は仲良く

なりました。アナウンサ一同志は割合と仲いいんです

がね。

つぎに1984年ロサンゼルスオリンピックの時に立候

補地が世界で 1つしかロサンゼルスしかなかったんで

すよ。他はもうやれなかったんです。オリンピックっ

て。モントリオールというのは今でもまだ赤字で苦し

んでる。オリンピックの最大の危機がきた。その時に

ロスアンゼルスが税金使わないでオリンピックをやる

と市長が約束した。じゃあ、なんでやるんだ。そこで

スポンサーを集めなくてはできないんだぞということ

で、揺さぶりをかけたんですね。そしてIOCの会長が

1984年の冬から今のサマランチさんだ、ったんです。ラ

テン系の人がやるとスポーツの運営というのはうまく

いくんですよ。サッカーのアベランジェ。陸上のネピ

オロ O オリンピックではサマランチ、スペイン O ネピ

オロさんイタリア。ラテン系の人がやると運営うまく

いくんです。商売がうまいんです。それからだいたい

アバウトなところがありますから、会計はあまり厳し

くやらない方がスムーズにいくんですね。要するにそ

れだけ規模が大きいってことです。そして前からの因

習ってものにあまりこだわらないでやっている。解釈

はいろいろありますが、 1984年のロサンゼルスオリン

ピックでスポンサー制度がでたんです。要するにスポ

ンサーはどんどん参加することができる。しかし会場

にはマクドナルドとは出ませんよ。ネスカフェとはき

ませんよ。しかしそれが全部スポンサーとしてオリン

ピックの商標権を持つんです。だからコカ・コーラは

「コカ・コーラはオリンピックに協力してます」って

いう言い方ができるわけです。ところがなぜコカ・コー

ラがそれを取りたがったかというと、コカ・コーラが

取らなきゃペプシが取るわけですよ。そういう競い合

う経済の状態じゃなくてはこれは成り立たない。そこ

で1984年は凄い黒字になったんです。

とにかく放送権料というのを高くしまして、当時レ

イトが違いますが250億円くらいの放送権料になりま

したね。これはアメリカの放送局の放送権料です。そ

れまではモスクワの時には日本が30億でどうのこうの

とo アメリカの契約などを全部合わせたって100億程

度だったのが一挙に高くなって、そして300億近くく

らい黒字になったんですね。オリンピックで黒字にな

るなんて考えられなかった。そして、それがやがて19

88年のソウルに繋がる大きな問題なんです。ソウルオ

リンピックの放送権料はアメリカの放送局は400億円

です。そして同じ年の冬のカルガリー。カナダのカル

ガリーの放送権料400億円です。結局、夏のオリンピッ

クは倍にはならなかったけれども冬のオリンピックは

8倍になってしまった。なんでそんなに冬が高くなっ

たか。これは時差がないからです。カナダのカルガリー

の時差はセントラル地域になりますかね。まだ米ソ冷

戦の頃、ソビエトとアメリカ、ソビエトとカナダの戦

うアイスホッケーをライフやでニューヨークで見られる

ということは、それだけの価値があったわけです。そ

してアメリカ人の大好きなフイギ、ユアスケートをライ

ブで見られる。

一方、ソウルは、ベン・ジョンソンとカール・ルイ

スの100mの決勝というのは、午後 1時半からだった

んです。陸上関係の方もいらっしゃると思いますが、

たいがい I次予選2次予選とやって、別の日に準決勝

をやってタ間迫るオリンピックスタジアムでメインイ

ベントとして100mの決勝をやるんですよ。ところが

準決勝は前の日にやって、きあこれからいよいよ盛り

上がるかつて言うとそこから先は「ハイ明日」。です

から、 9回の裏同点に追いついたジャイアンツの高橋

由伸がバッターボックスに入ったら「ここから先は、

明日の10時から」てなもんですよね。これはなぜか。

全部アメリカの夜に合わせているからなんです。だか

ら午後 l時半からやるんですよ。これは400億円。カ

ルガリーはライブだから400億円。さあ、ここで冬と

夏は全く同じものになってしまった。これがサマラン

チをえらい刺激しまして、オリンピックの形式が変わっ

てしまったんです。これは映像が変えたと言っていい

んです。と言いますのはアメリカの 3大ネットワーク

というのは夏のオリンピックを先に契約するんです。

ということは400億円になった場合に、夏を 1つ400億

円で契約して500億円稼げばいいってもんじゃありま

せんね。これは放送権料だけですから。制作費、派遣

費、いろいろなものを考えたら少なくとも 2，000億円
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は稼がなくてはいけない。そうすると夏、 1，000億円

のスポンサーを集めなくてはいけない。そうなったら、

冬は手を上げないんですよ、もう。それは大仕事だか

ら。 3大ネットワークが競ってるから、オリンピック

の契約料というのは上がっていくのに、 1つが「僕や

めたjで乗って来なくなったら大変です。だから分け

てしまったんです。何を分けたか。夏と冬を 2年おき

に変えていったんです。 4年に l回。オリンピックの

年はうるう年で、アメリカ大統領選挙。大統領選挙が

あったからこそ、モスクワオリンピックの時はアメリ

カがボイコットしたしいろいろな問題があった。そし

て4年に 1回といのはオリンピックは古代の太陽暦だ

のなんのといっていたのが、急に 2年に 1回でよくなっ

ちゃって太陽暦が変わったという話は聞いたことが無

い(笑)。これ全部テレビが変えていっちゃったわけ

です。これで長野が98年、去年行われたわけです。本

来なら今年ですがどこかでずらさなくてはいけないと

いうことで、アルベールピルのとき、 92年にやった後

に、 94年に次のクレハンメル大会をやっちゃったんで

す。そしてそれから 4年経ってから長野をやったわけ

です。これが日本のジャンプの複合の団体にはラッキー

だったんですね。両方で金メダルが取れた。

空時差が大切ポイントに忽る

大事なことは時差ということですね。これが来年の

シドニーには大きなポイントになってきますね。時差

は1時間です。皆さんご存知のように、ところがシド

ニーは、サマータイムを採用しました。私はこの冬、

シドニーへ行きましたけれども、まさかサマータイム

とは思っていませんでしたね。だって日本の 9月15日

ということは 3月15日ですからね。 3月からサマータ

イムをとるというのは、これは何故かと言ったらアメ

リカに時間を合わせたいのです、少しでも。それも自

治体と言いましょうか、地方自治の行き届いている固

なもんですからシドニーのニューサウスウェルズ州で

すか、あそこだけがサマータイムです。ですから、日

本人がよく行くブリスベーンだとかは違うんです。だ

からサッカーの試合なんか大変ですよね、いろんな所

でやりますから。時差のある所と無い所とでやってる

わけですから。トータル 2時間向こうが早いというこ

とは、要するに夜9特になったらオリンピック放送は

終わっちゃうんですよ。 9月15日ということは、今年

の平均気温を見ていきますと最高気温25度。最低12度。
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平均18度。ということは日本でいうならこれゴールデ

ンウィークです。 4月の末から 5月の初め。一番いい

時ですね。だからマラソンは昼間走れるんです。見て

ごらんなさい、アトラン夕、バルセロナ。もう朝早く

から走ったり、そうやってバランスとってましたね、

皆あの夏の暑い時ですから。ょうやくこれで普通の時

にスポーツをやれる時間帯にやる。ということはその

時間帯に見られるということですから、バルセロナと

アトランタと違って今度の場合は「昨日オリンピック

見ちゃったんで、ちょっと遅刻しました」というわけ

にはいかないんですよ。これは非常に見る方では楽で

すね。見る方では楽ですが、見る方だけが楽じゃない

んです。もっと楽なものがあるんです。いい事がある

んですね。

これは 9月の26日に、キューパのロドリゲスという

スポーツ大臣が日本に来たんです。たまたま日本記者

クラブには運動は関係無くて、経済、社会、政治とか

しかいなくて、たまたま私が解説委員時代からそこへ

入っているものですから、会見へ行きましたら普通で

すといっぱい記者が来るんですが、キューパのスポー

ツ相ですと、政治の記者や経済の記者というのはあま

り関係無いものですから数が少ない。そこで「西国さ

ん、後でメモを書いてください」と言われたものです

から、私はもう聞かなくちゃいけないものですから、

前から 3番目ぐらいの所へ座った。私の前は誰もいな

い。後で調べたら、後ろに31人いたという話を聞いた

んですが、私は後ろに 5~6 人しかいないんだと思っ

てました。彼はいろんな話をした。それで話をした時

に、ロドリゲス・スポーツ相が「来年のオリンピック

の始まる前に 8月中旬から 8月の末にかけて日本で合

宿をしたい」と言いだしたんですね。狙いは明らかに

ジャパンマネーですよ。こういうものはすごくわかる

んだけども、私はあえて、 f8月の下旬から 9月の始

めというのは、凄い暑いんだ。この暑い所へ来て、気

候のいいシドニーへ南へ下がって行くわけですから O

それはメリットがあるのかJと聞いた。そうしたら

「暑いのはキューパで慣れているJ。確かにそうですね。

でもそれよりも大事な事は時差だと言うんですね。

「なるほどなあーjと思いました。もう今暑い所、寒

い所というものに対する身体の慣れはありますけども、

それ以上に時差が大事なんですね。

いろいろなものを調べてみると、陸上も 9月9日に

スーパー陸上というのがあるんですね。横浜がお引き
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受けするんですが。 9月9日にやるのに、かなり多く

の人が参加するというんですね。 9月11日までオリン

ピックの標準記録の期間に入りますから。その利点も

あるんですが、どうしてこんなに選手が来るのかなと

思いましたら、時差ですねやっぱり O

それで元を考えていきますと、 1952年に初めてフィ

ンランド、のヘルシンキの大会に日本が戦後初めて参加

しました。その時に取ったメダルは金 lつを入れて全

部合わせて 8個か9個です。その 4年後。 1956年にメ

ルボルン。オーストラリアでして、私は学生時代でし

たのでよく放送を聞きました。日本の取った金メダル

は4個。そして金・銀・鋼、全部合わせた数が19個で

倍増なんですね。戦後、日本はスポーツが復興してる

と言いましたけど世界は戦後ですからね、時期は。日

本が復興してると言ったって、その聞の4年間のステッ

プというのはギューンと上がっているわけですよ。各

国ともスポーツは上がっている。なんで上がったかと

いうと、当時は日本のスポーツの力が復興してるとい

うことがありましたが、時差というものも大きく影響

してるんじゃないかと私は 9月26日の会見以来気が付

くようになって、いろいろなものを調べ始めているわ

けです。これは今度のオリンピックの日本が、いろい

ろな面でプラスになるものが凄くあるんじゃないかと。

そういうものを考えますね。

型映像を作る世界のプロ

映像という話にまた戻ってきますが、シドニーオリ

ンピックというのは映像を作るのはシドニーのABC

放送局です。今度は世界に出す映像を作る。しかし長

野オリンピックのような時には、ボブスレーなんての

は日本の放送局ではカメラマンは、どのようにとるの

かあまり知らないわけですよ。もうこれはスピードの

レースをやっているところだとか、イギリスに来ても

らったり、世界中いろんな所から来る。アイスホッケー

なんかはカナダの放送局です。打ち合わせの時にアイ

スホッケーは「日本のカメラマンが造った映像ならい

らない」ということさえ言ったんです。動きはついて

いけるだろうけど、次のことは読めないわけですよ。

そうなってくると今度は映像を作る方も、世界のプロ

が来るわけです。

そしてシドニーオリンピックはNHKと民放と組ん

で、ジャパンコンソーシアム、 JCが契約をしていま

して、 145億円。アトランタオリンピックは当時円が

高かったものですから 100~意円くらいで済んだんです

ね。それから後、今度は145億円。そしてもう 2008年

までオリンピックの契約が済んでいるんです。どこで

開くか。大阪が手を挙げてます、北京も手を挙げてま

すが、どこで開くかわからないオリンピックまで決まっ

ているんです。これはサマランチの優れたところです

ね。契約があるということは、非常に有り難い事なん

です。と言いますのは、もう 2年後に迫っているワー

ルドカップサッカーというのは放送権が決まってない

です。そしてあさって 7日の晩、ワールドカップの予

選抽選会というのが国際フォラーラムであるんですね。

東京は競技場を作つてないですしワールドカップやり

ませんから、抽選会だけが石原知事が一番かっこのい

いところを見せられるシーンなんですね。これはもう

非常に注目で、レッズの小野がクジをヲ!くんだそうで

すね。可哀相に。 J1にいる聞にクジを引くんですが、

あと小錦が引くんだそうですよ。あと一人は伊達公子

さんかな。そういうふうないろいろな催物がある。

ところが映像を作るところが無いんです。 NHKは

作れないんですよ。放送権契約をやってないから。放

送権料はいくらだっていうと、 540億円っていってき

たわけです。この間のフランス大会というのは、日本

が払った放送権料は 6億円なんです。 90倍ですよ、い

きなり。これは映像というものに対する一つの常識と

して持ってもらいたいのですが、ワールドカップをF

IFAのアベランジェというブラジル人の会長は「サッ

カーというのは貧しい固でもやっているんだ。貧しい

人間でもできるんだJ(サッカーをやっている人間が

貧しいと言っているわけではないんですよ )0rだから

ワールドカップは全員で楽しんでもらう。その為には

ペイテレビではいかん。公共放送で、安く放送が提供

できる所にやらせよう jという。ここがNHKがワー

ルドカップをできる基なんですね。ですから 3つの大

会で、世界から300億円という。サッカ一関係者は

「あれ程馬鹿な契約はない」と言いますけれども。で

すから lつの大会が100億円なんです。ヨーロッパ 40

南米含めて 4。アジア 2。アジアは低いということだっ

たんで、だいたい20億。そしてそのうちNHKが 3分

のl持つんですね。いろいろなものを含めると 6億強

ですね。それであのフランス大会は放送できた。とこ

ろが、今度は会長も代わったせいもありましてFIFA

が1，250億円でキルヒという放送代理庖に売ってしまっ

たんです。 1，250億円ですよ。それが3年位前に買っ
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ちゃったんですね。私はニュース解説で「これから先、

ワールドカップどうなるんだ。要するに共同開催とい

うのはわかったけどどうなるんだ」ていう話をしまし

たけども、これは共同開催だからそんなに高くなった

んです。日本がこれだけの事を言えば、韓国がこれだ

けの事を言うだろう。両方に競わせようという気持ち

があったんですね。そしてその1，250億円の内、日本

に対して交渉で出してきたのが540億円 O そしてケン

カ別れしたというんですね。それから後、 300億円に

下がったという話。バナナ売ってるんじゃないんだか

ら、そう安くされても困るんですが(笑)。そうなる

とよくしたもので、その中で民放が単独に動き始めた

とか、そういう疑心暗鬼なニュースになるわけですよ。

300億円で買えるわけないんですよ O 日本の試合といっ

たって 3つしかないんですから。あっ、もっとそれか

ら先あるという人もいるかもしれませんけれども…。

まず普通考えて 3つですね。あと決勝戦ぐらいを考え

たら 4つを300億円といったら、 l試合100t意円でやら

なくちゃいけませんよ、これ。そういった計算になっ

てしまう。 300億円となりましたけれども、民放が動

いたのはそうではなくて、 2001年の l月にKリーグと

J リーグと一緒になってイタリアのチームと試合をす

るという、この独占契約を結ぼうとしたんで、す。それ

はそうなったんですが、日本の今の経済力といいましょ

うか、テレビ放送業界にそういう力は無いですね。で

はどうするか。結局放送権が無いですから、予選抽選

会の映像が無いんで、す。アナウンサーのIDカード 1

枚3万円というんですから。

結局NHKも放送することになって、午後 7時から

放送します、生で。しかし 3万円が惜しかったわけで

はないでしょうが、取材に行くアナウンサーに聞きま

したら「放送センターの中のブースで、映像を見て喋

るJということでしたね。「節約になったね」と冗談

を言ったんですが。しかしこんな歪んだ形でスタート

していくわけです。これはスポーツの中継の映像的な

問題を超えて、制作とかそういったものがどんどん形

が代わっていってしまったんですね。

空スポーツ放送か5出てくる深みのある言葉

そういった点でも、スポーツの放送というものが既

にもう経済なんていう一つのルールのあるものじゃな

くて、商売に集約されるようになってしまいましたね。

国際的なものに視野が聞かれていけば、ワールドカッ

第29回学会講演録「メテ‘ィアとスポーツ、今までとこれから」

プ全体を見ょうとなってきますが、たぶん日本の試合

だけだから、最初のところに戻るんですね。もうバレー

ボールのように日本が相手でないと知らない、わから

ない。だから一番大事なキューパとロシアの試合だと

か、ロシアとアメリカの試合を見た人はいないんです

よね。ここに日本のスポーツを伝える映像の問題と、

その映像を見てスポーツを知る人の問題が出てくるわ

けですよ。ですからスポーツというものが常に日本を

通したものに限られてしまう O 確かにどこかひいきを

持った方がいし、。いろいろな中で相撲なんかでも「あ一、

魁皇が好きだ。魁皇が好きだ」って思って相撲見てる

と少し面白い。「あ一、右上手っていうのは始めから

掴ましてやってくれないか」とか「最初から四つになっ

てやったらあいつは横綱だ」とか相撲の理解というの

が深まってくる。でも国際的なスポーツを見るとき伝

える方のあり方というものが、いわゆるレジャーとし

て見るか、或いはスポーツとして見るか、そこに歪み

というものが当然できてきてしまうのですね。これは

スポーツ放送の非常に大事なことだと思うんですね。

そしてスポーツ放送には、そこにあるスポーツだけを

求めないでほしい。私はスポーツ選手の言葉というの

は大好きなんですが、そこを見てほしい。そしてそれ

を皆が聞いてほしい。

初jえばあのアトランタのオリンピックの時に、有森

さんの「自分で自分を褒めたいと思いますjという言

葉はどうやって出てきたか。あれ私はインタビューを

見ていました。私はオリンピックというのは、アトラ

ンタのオリンピックというのは初めてテレビで見たん

です。それまで全部現地に行ったり、キャスターやっ

たりしてましたから、オリンピックを自分の家で見た

のはアトランタが初めてです。その時に、有森さんに

藤井君というアナウンサーが聞いた。「この前の銀メ

ダルも素晴らしかったけども、今度のメダルはもっと

意味があると思うんですよ。どうでしょうか」と聞い

たんですね。そうしたら彼女が「メダルの色は銅かも

しれませんけどJと言ったんです。インタビューの最

初にエクスキューズで始まるインタピ、ユーは無いです

ね。メダルの色は銅かもしれませんけどということは、

4年前に銀メダルを取った人は今度何を求められるか

というと、銅ではありませんね。金ですね。そこで彼

女は「メダルの色は銅かもしれませんけどjと言った。

「後であの時何で頑張らなかったんだろうかと思うレー

スはしたくないし、今回はしてませんし」と言ったん
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ですね。これはどういうことかと言うと、後であの時

頑張らなかったんだろうかというレースというのは、

彼女が32kmでスパートしたことですね。 20kmでロパに

置いて行かれましたね。テレピ朝日の宮島さんは放送

の中でロパの年齢が17オだったのが32才になって、急

に老けちゃったなと思いましたらまた20才に戻ったり。

それ程ロパは無名だったわけですね。そのロパに置い

て行かれてしまった。しかし彼女は32kmでスパートし

た。その時に隣に走っているのはエゴロワでした。あ

のバルセロナオリンピックで最後に置いて行かれたあ

のエゴロワを置いてスパートした。宮原さんは「エゴ

ロワは追いかけないんじゃないんです。追いかけられ

ないんですJといって答えた。私はそうだと思ってま

したね。しかし40kmで逆転されましたね。ロパには勝

てなくても、ジッとあそこで32kmで我慢してれば勝て

たという人は必ずいるんですよ。その時に彼女は「後

であの時何で頑張らなかったんだろうかというレース

はしたくないJということは、あの最後のパネは 4年

前と変わってないわけですから、彼女はあそこで10km

かけてスパートしなかったら、エゴロワは抜けないわ

けですよ。そこで彼女はスパートした。そして40kmで

抜かれた。ですからあの時「何で頑張らなかったんだ

ろうというレースはしたくないし、今回はそういうレー

スはしてませんし」と言ってますね。これは見事な自

己主張ですね。そして初めて「自分で自分を褒めたい

と思いますjと言いましたね。これは流行語大賞を貰

いました。一緒に貰った言葉が“メイクドラマ"とい

う比較的思いつきの言葉なものですから(笑)、有森

さんの言葉も同時に軽く思われてますが私は素晴らし

い言葉だと思います。この放送を見てる人がどう感じ

たか。その真ん中の部分は非常に難しい。ややこしい。

でもその言葉だけを見るということよりも、あの時の

聞く人間の言葉ですよ o rメダルの色は鍋かもしれま

せんけどJと言った時に、有森さんは喋り方で息をつ

くんですね。それが一つの魅力でもあるんです。肺活

量があんまり無いんじゃないかと思うぐらい抑えてる。

その時にもし、聞き手が相手の話を聞こうとしなかっ

たら「いや、そんなことありまんよ。立派ですよ」と

言ってしまったでしょうし、「後で、あの時頑張らなかっ

たんだろうかというレースはしたくないし」という時

に「そんなことありませんよJとすぐ言ってしまうで

しょうし。「初めて自分で自分を褒めたいと患いますJ

という言葉の前でもあの時に何か言ってしまったらそ

れはなかったと思う。

私は実は『話し上手は聞き上手Jという、スポーツ

のいろんな所で聞いたことをこの本に書きまして、日

本へ有森さんが来られた時に一緒にチビリンピックの

プレゼンテーターとして 2人で賞を渡すんですが、彼

女が午後休憩している時に「これ、帰りの飛行機の中

ででも読んでくれ」って渡したら、彼女がそれを休憩

時間に読んでくれたんですね。「あの言葉は用意して

いた言葉ではないんだ」という。「藤井さんに引っ張

り出きれたんですよ」と、こう言った。要するに「藤

井さんはあんまり聞かないんですよねJと僕に話をし

てましたね。ということは、インタビューというのは

言葉で繋ぐんじゃないんですね。やっぱり聞くんです

ね。これは素晴らしいインタビューをされた人間の言

葉だと思いましたね。これは素晴らしいことでしたね。

これは、スポーツ放送の一つの映像の中から出て来る、

そういった深みのある言葉。人聞が出て来る。これが

スポーツの放送というのは勝った負けたじゃなくて、

そこにあるもの、回りのものが伝わってこそ文化だと

思うんですね。それをこれから先の映像という中で、

この深さというものをどれだけ出せるか。それには日

本の今の映像の作り方、あるいは放送の姿勢というの

は相当直していかないと国際試合は伝えられでもスポー

ツそのものが伝える本質が遠のいてしまうんではない

かと思います。

お約束の時間になりました。どうも有り難うござい

ました。
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みなさん、こんにちは。「メディアとスポーッ」と

いうことで、お話をしてまいりたいと思うんですけど

も、プロ選手にとりまして、といいますかスポーツ選

手にとりまして、このメディアというのはもう切って

も切れない仲にあるわけですね。私自身、引退するま

では実際にやはり多くのファンの方とか、こうして皆

さんとお目にかかる機会もほとんど無くて、ですから

逆に皆さん側からはテレビの映像、新聞、こういった

ものを見である程度“沢松奈生子ってこんな人じゃな

いか"ということを想像されていたと思います。私自

身それがすごくくやしかったといいますか、なんとな

く残念であったのが、例えば言っていないことが書か

れてしまったりとか、それから本当はもうちょっとス

マートなのになんでこんなにテレビだと太って見える

のかなとか(笑)、我ながら自分の映像を自分で見て

「こりゃないな」と思ったことも何回もありました。

その他にもいろいろ今日は詳しいお話をしていきたい

んですけども、とにかく選手にとってメディアという

のがまったく切っても切れないものにあるということ

をまず頭の中に入れておいて頂いて開いて頂きたいと

思います。

~ランキングシステムの負担は大きくなっている

まず、プロテニスプレーヤーの日常生活なんですけ

ども、 1年間の約52週の中でほとんどどこに行っても

大会は行われています。もっと言いますとダブつて行

われている週もありますので、年間約65大会程度行わ

れています。この大会の中から自分の体調、それから

相性のいい組み合わせや、気候とかありますので、こ

ういったことを考慮、しながら大会を自分で選んでいく

わけですけども、その中でも特に俗に 4大大会と言わ

れている全豪オープン・全仏・ウィンブルドン・全米

オープンと、こういったものを目指して試合に参加し

ていくわけです。当然大会数が少なければグランドス

ラムの大会に出られません。大会数それから自分の勝

ち上がったポイントなどを計算して、世界ランキング

というのが付けられていますから、そういったランキ

ングというのを常に意識しながら大会をこなしていく

わけです。

だいたい今年の99年で考えますと、世界ランキング

100位以内の選手の年間平均の大会数が23でした。私

が大学生の頃、何年前とは言いませんが数年前ですね。

5年位前かな(笑)。これぐらいの時は、だいたい12

とか15だったんですね。それが現在世界のテニスのレ

ベルも上がっていますし、ランキングシステムも若干

変わったこともあるんですけども、年間23試合になっ

ているということで、選手の身体にかかる負担という

のもかなり大きくなっています。それと共に当然大会
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が増える訳ですから“緊張感を保つこと"それから

“息抜きをすること"この波がとても激しくなります

ので、なかなか選手の気持ちの中で余裕というのも出

てきません。気持ちに余裕がなくなると、当然マスコ

ミに対する態度もちょっと冷たくなると言いますか、

なかなか対応しきれない部分もあると思うんですけど

も、その背景にやはりランキングシステムということ

が多分にあるというふうに私は感じています。

-.エージェントに教育された事

ただこういった状況の中でプロ選手、特に皆さんご

存知のヒンギスだとかグラフだとかそういう世界のトッ

プの選手というのは、非常にうまくマスコミとコミュ

ニケーションを取っています。この原因の一つに、今

よく言われている代理人、エージェントがあるわけで

す。私自身も、アメリカ人のエージェントにお願いし

て、ある程度契約の話だとか、大会のスケジュール、

コーチとの契約のお話、こういったものはやって頂い

たんですけども、それ以外にエージェントに教育をさ

れた事というのが、マスコミに対する態度なんですね。

当然マスコミに対してにこやかにしろとかそういうこ

とはもうわかりきっていることなので、あまり本人が

無理ににこやかにする必要がないのでそこまで詳しく

言わないんですが、例えば試合の後にインタビューが

あります。この質問を聞かれた時はこう答えなさい。

例えば負けた時に「どうでしたかjと言われた時も、

自分は「今日はあそこが悪かった、ここが悪かった」

と言う前にまず相手の出来を褒めなさいと。とにかく

インタビューを聞いていても、ヒンギスが決勝戦で負

けたとしても必ず今日の、例えばビーナス・ウィリア

ムスの出来は良かったというふうに一言褒めることを

絶対忘れないんです。これは決してマスコミのウケを

狙ったわけではないと思うんですけども、一つの作戦

であることは事実なんです。こういった細かいことか

ら、優勝スピーチまで、優勝しますと必ずカップを貰っ

てスピーチをするわけですけども、そのスピーチの内

容まで詳しく教えられました。私が優勝した時は、ま

ず最初に大会のスポンサーですね。プロ大会ですので

当然スポンサーがついています。そのスポンサーの企

業名を 1から10まで覚えろと。覚えてこれを全部言っ

てありがとうございましたと o そこから始まって、更

に今日来て頂いたお客様に有り難うございました。そ

れからお世話になったコーチ、両親、自分の身内にお

礼を言って、また来年もこの素晴らしい大会を開催し

てもらえることを望んでいますと。私もまた来年も戻っ

て来たいと。また頑張りますということで閉めてくだ

さいと。本当にそういう教科書みたいなものが、ある

程度出来上がっています。ですからどこの大会に行っ

ても、選手の優勝スピーチというのはもうほとんど変

わり映えがしません。たまにマイケル・チャンという

アメリカの選手が全仏で優勝した時に、彼はかなり熱

心なクリスチャンなんですけども「今日優勝出来たの

は神のおかげだjと言って、かなりユニークと言いま

すか変わった優勝スピーチをしたこともありましたし、

今年のグラフが金仏オープンで優勝した時も「私は今

日はフランス人の応援をこんなに受けて、フランス人

じゃないかと錯覚した」というくらい彼女のスピーチ

もなかなか感動的でした。ですから聞いていますと

「ああ、これは教科書通り言っているな」と思う選手

もいますし、しかしその中でも言うことは言わなきゃ

いけない。でもしっかり自分のオリジナリティを持っ

てスピーチができる選手も中にはいたと思います。そ

ういった教育というのは代理人・エージ、エントがある

程度しているわけですけども、特に十代の若い選手に

はこういったことは教育ができていると思います。こ

の背景には、やはりとにかくいいイメージでたくさん

取り上げてもらいたいということで、その選手の価値

を上げていこうという意味でマスコミをうまく使って

いる部分がものすごくあるのではないでしょうか。

イ也の選手を見ていましたら、マスコミを敵に回さず

にうまく自分のテニスに集中できてるなというふうに

私は見てたんですけども、内心実際私がプロでやって

る時は、とてもとてもそんな余裕はありませんでした。

選手にとってやはりマスコミというのは、なかなかう

まく対応しなきゃいけないと思いつつも、正直言うと

少し煙たい存在であることは間違いないと思います。

-.選手か5みたマスコミのタブー

では少し記者会見とかインタピューで感じた、選手

から見たマスコミのタブーと言いますかこういったこ

とは闘ったなと思ったことを少しお話していきたいと

思います。試合当日に選手がマスコミと触れる時とい

うのはあまり無いんです。試合前の練習時間、ここで

少しでも声をかけられれば(マスコミにとっては)儲

けものなんですけども、なかなか選手というのはピリ

ピリしていますから「今日の調子どうですかj とか
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「今日の対戦相手には勝つ見込みありますか」とか、

そういったこともなかなか聞きづらいところがあると

思います。そして試合中に記者の方は試合を観戦され

て、その後のポストマッチインタビューがあります。

これはプロ選手は必ずやらなきゃいけないことなんで

すけども、試合が終わったらシャワーをして、その後

記者会見に必ず行かなきゃいけないんです。勝っても

負けてもこの記者会見というのは義務付けられていま

すので、そこである程度決まった時間記者の方の質問

に答えなきゃいけないので、マスコミからするとイン

タビューしやすい絶好の場所だと思います。ただです

ね、この中で困った質問として、私自身が今まで経験

した中でこういう記者は本当に困るなと思った例があ

ります。ポストマッチインタビューだけではなくて、

実際に選手にテレビのインタビューとかで 5分10分と

お話を聞く場合があります。私自身もやはり現役の時

は、試合と試合の時間の合間を縫ってインタどューを

受けたりしたんですけども、要するに緊張感で一杯な

わけですね。こちらは試合も控えていますので、そん

なに長い時間はいられないと。例えば練習の後、シャ

ツを着替える間もなく、インタビューを受けることが

あります。ただそういう限られた時間しかないインタ

ピューにもかかわらず、中には必要最低限のデータを

調べて来ないでインタピューに来られた方もおられま

した。例えば一番ひとξかったのは、試合が控えてる練

習の後のインタビューで、「沢松さんはお誕生日はい

つですかjとか。「そんなことは調べて来いj と、こ

のへんまで出かかったんですけども、私もキャラ的な

問題がありますので(笑)それは言えなくて f3月で

す」ってこのへんピクピクしながら答えました。更に

「お母様とかもテニスをなさってたって伺ったんです

けど、どのくらい強かったんですか」とか。「もう、

調べて来い」と。本当に声を大にして言いたくなるこ

とも多々ありました。当然そういうインタビューをさ

れる時というのは、私もカチンときてますからあんま

りいい答えは出ませんよね。どんなにいい質問をされ

ても「この人に答える必要はないわjと思ってしまう

わけです。人間ですから。またこうしたこと、それか

らポストマッチインタビューという義務を果たしてい

るにもかかわらず、その後に直接自宅とかホテルとか

に電話をかけて来る人もいるんですね。こういったこ

ともやはり、ある意味選手に対するマスコミのルール

違反だと思います。ある程度私達も、当然選手の務め
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としてインタピ、ユーはこなします。そのかわりテニス

プレーヤーであるということはあくまでも試合会場ま

でであって、そこから出た場合に私達もマスコミの人

の中にも知り合いもお友達もいます。その人達を見る

目もテニスコートを出れば、お友達だと思っています。

ただし、試合会場に入ればあくまでも選手とマスコミ

の関係なんですね。この辺のルールがしっかりと理解

できてない人が中にはいらっしゃって、非常に苦労し

たこともありました。

引退を決意した時に引退発表を、 9月の25日だった

と思いますが、しましようということで内々で話が決

まっていました。そうしましたら 9月23日頃からマス

コミ各社の筒で「沢松が引退するんじゃないかjとい

う情報が回り始めたみたいで、私の実家やそれから母

校、お友達の家、所かまわずお電話をかけて来たみた

いです。本当にあっかましい某通信社の方がいらっしゃ

いまして、その方は私の東京のマンションに電話して

来まして、当然お名前は知ってましたから「どこどこ

のなになにです」というふうに言われて「こんにちはJ

とご挨拶をしました。次の瞬間に出てきた言葉という

のが「沢松きんおめでとうございますJと言われたん

ですね。「おめでとうございますってなんだろうなあj

って。「いや、何でしょうかjって言ったら「ご結婚

決められたんじゃないんですか」って言われたんです

ね。確かにこれはうまい手だなと思いました。もし私

が引退するということで、引退イコール結婚という方

向で決まっていればひょっとしたらそこで「おめでと

うございますJといきなり言われたら、「あ、どうもj

って言ったかもしれないですね。もし私がそうやって

「どうもjと言っていれば、次の日に新聞には間違い

なく“沢松結婚"と出てたと思います。そういうネタ

もなかったので引っ掛からずに済んだんですけども、

とにかくあの手この手で誘導尋問、それからいろんな

方法でマスコミの方というのは、タブーを破って選手

の方に取材に来てしまうというのが今の傾向だと思い

ました。

-.インタビューでの日本人的芯空気

それから、ポストマッチインタビューの中でちょっ

と私が個人的に嫌だなと思った雰囲気が、非常に日本

人的な空気なんですけどもインタピ、ユー会場にこうし

て入って来て、こう壇上に立っているわけです。記者

の方が皆さんのように座っておられて、質問を聞いて



こられるわけですけども、勝った時は私もそれは明る

いですね。「ゃあ、皆さんこんにちは。お待たせしま

した」とにこやかなんですけども、当然記者の方の質

問も明るいです。負けた時は、私は関西人で暗いのが

嫌いなので、一応明るさをもって会場に入って来るん

ですけども、誰一人として私と日を合わそうとしない

んです。皆、なんか目を合わせちゃいけないんじゃな

いかとか、質問をしちゃいけないんじゃないかとか、

そういう暗らいお葬式のような雰閤気で、インタピユ}

会場が本当に湿っぽくなってしまっています。これは

勝手な個人的な意見なんですけども、そういう暗い空

気もなるべくやめて頂きたいと思いますし、それプラ

ス必ず日本人の年功序列というのがあるみたいで、イ

ンタビューをされる方。例えば記者の方が2、30人お

られたとしても、多分座る場所も決まってるんでしょ

うし、聞かれる質問の順番、第一声というのが必ず誰

かが質問しないとその他の記者は質問をしちゃいけな

いというような暗黙の了解があるみたいで、その誰か

がいらっしゃらない場合いつまでたっても始まらない

んですね。ポストマッチインタビューは 5 分~10分っ

てだいたい決まってますので、その時間で帰りたいん

ですけども、 5分待っても10分待っても質問が来ない

ということがあって、これは非常にもったいないなと

感じました。選手の領Jjから見ても非常にもったいない

時間というのも中にはあるという事ですね。

更に、私の今まで防かれた質問の中で最も多かった

質問が「沢松さんはテニス一家に生まれてプレッシャー

というのは無かったですかjという質問ですね。これ

が何千四聞かれたかわかりません。本当によく聞かれ

ました。これに対してはプレッシャーは本当に無かっ

たので、あまり苦にならない質問なんです。逆に今ま

で関かれた質問で一番嫌な質問、もうこいつだけは許

さないというふうに思った質問はですね、確かにあま

り勝てなくてちょっと負けが込んでたんですけども、

しょうがないから、記者会見場に行くわけです。行っ

て何聞かれるのかなと思っていましたら、いきなり飛

んで来た質問が「沢松さん、最近勝つてないですね」

と言われたんですね。「勝つてないですね」と聞かれ

でも、選手は何て答えればいいんでしょうか。「そう

ですね」というのもくやしいですし、かといってその

方が何を狙ってたのかわからないんですけども、私が

怒っている顔を見せて欲しかったのか、はたまた逆に

怒らせるような質問をしてその選手の感情をうまく出

したいという記者の方もいるので、そういった作戦も

あるのかもしれないんですけども、それからその後引

退するまでその記者の方に聞かれた質問というのは、

私は何を間かれでも「はいJrいいえJと一言だけで

答えるという非常に意地悪な選手でもありました。そ

ういった事は滅多にはやらないんですけども、本当に

怒った時はそういう選手もいますよということを覚え

ておいていてくれればというふうに思います。

，選手の内面が本当にわかっているのか

更にポストマッチインタビューの時に、だいたいポ

ストマッチですから試合内容について聞かれる事が多

いわけですね。当然私は試合をしている時に、例えば

「あ、今日はあそこのテニスマガジンの人が来ている。

共同通信の人は来ていないな」とか、「読売の人は来

ているな」とか、だいたい顔はわかっているので、当

然どこの会社の方が来られて、どこの会社の方が来ら

れてないというのは頭の中に入っているわけです。そ

れにもかかわらず、いかにも「僕は試合を見てましたj

と言わんばかりの質問で、いなかったというのは私は

もうわかっているわけなんですけども、ある新聞社の

方が「いやー沢松さん、第一セット第何ゲームのあそ

このサービスおしかったですね」って言われたんです

ね。もうどうしょうかと思いました。当然見てないく

せに何でそれがわかるんであろうかと oマスコミの方

向志のコミュニケーションで、そのポイントが大きかっ

たということは聞かれたと思うんですけども、選手に

もわかるような見え透いたことというのはなるべくや

めた方がいいんではないかなと。私は個人的にちょっ

と気分を害してしまいましたし、確かにポイントは大

きかったんですけども、あまり選手の競技について、

私であればテニスについて突っ込んだお話をしてしま

うと、これもカチンとくるプロの選手は多いみたいで

す。よくロッカールームで「今日どんな質問聞かれた」

とか「あの記者またこんなこと言ったでしょ」とかお

互いに話をするんですけども、たいてい嫌な質問をす

る方というのはもう決まってるんですね。なおかっそ

ういう人というのは、いかにも「僕はテニスのことを

よく知っていますJと言わんばかりに詳しく聞いてく

るわけです。やはりプロということで、私達これを仕

事として相当厳しい環境の中で意識もしっかりと持つ

てなきゃいけないですし、プロ意識と言いますと本当

に難しいことになるんですけども、そういった意識を
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持ってやっている選手の内面が本当にわかって聞かれ

ているのか。それともわかったつもりになって聞いて

いるのか。そういった事は話していればすぐわかって

しまうので、やはり質問をする時はなるべく知ったか

ぶりと言いますか、僕は知っていますという態度をと

らないで、「ある程度最低限の勉強はしましたけれど

も、さすがにプロのこととなるとあまりよくわからな

いんで」というふうに素直に言って頂いた方が、気分

的には私はお答えがしやすかったです。

今いろいろと私辛口で述べてしまいましたけれども、

別に記者の方が憎くて言っている訳ではありません。

ただ、当然お世話になった部分もありますけども、ま

た逆にこうした今まで困った部分も沢山あったわけで

す。わかって頂きたいのは、とにかく記者の方という

のは質問をして“何とかスクープを取りたい" “自分

にしか答えてない内容のものがほしい"こういった意

識はよくわかるんですけども、やはりお互いに歩み寄っ

て記者の方もなるべく選手のやっている条件、それか

ら気持ちというのをうまくくんで頂けるとより選手も

答えやすいんじゃないかなというふうに感じました。

-.人間としての大きさとランキングは比例する

ではここで少しマスコミから話をそらせまして、先

程プロ意識というお話をしましたけれども、ちょっと

選手の個人々々のお話をしていきたいと思います。ど

ういう選手が強いか、トップの方にくるのか。これは

テニスの世界の場合は簡単でした。例えばトップにい

く選手、世界ランキング 1位2位と言われている選手

からテニスを抜いたとしても、限りなく大きなものが

残っています。この人は素晴らしいなと思う人がほと

んどでした。逆に何かの勢いで、間違ってトッフ'10に入っ

てしまって、でも端から見ていて何でこんな人がこん

なに回りのことも全く考える事ができない、自分の事

しか考えてないような選手が何でトップに行けるんだ

ろうと思った持は、たいていその選手はすぐに落ちて

行きます。ということで、非常にその人間としての大

きさとテニス選手としてのランキングというのは比例

してたんですね。

その中で感じたことの一つにプロ意識というのがあ

るんですけども、俗に例えばオリンピックに行った場

合、オリンピック競技の中でテニスが唯一プロ競技だ、っ

た当時、当然プロ意識を要求されるわけです。残念な

がら柔道ですとかそれから陸上、レスリングだとか。
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本当にたくさんメダ、ルを取ってる競技ありますよね。

こういった競技の選手の方が、意識の点では本当にプ

ロだなということを感じました。私達は選手村に入り

ますと、テニスの場合だいたい 3LDKのお部屋に 6

人なんですね。ですから単純計算しでも、 1部屋に 2

人の割合で入ってるわけです。ツインのお部屋ですか

ら特に文句を言うことは無いんで、すけども、それでも

テニスの場合は普段からホテル生活をしていますので、

海外遠征の中では 1人部屋じゃなきゃ嫌だという声が

ほとんどだ、ったんです。

ただ次の日に、田村亮子選手のお部屋に遊びに行き

まして、皆どういう所で暮らしているのかなと思って

行きましたらなんとですね、 1部屋に 8人で生活して

いました。これは各競技人数によってたまたまそうなっ

たらしいんですけども、その 1部屋8入、 2段ベッド

が4つだったんですね。仮にもオリンピック選手です

よ。オリンピック選手が選手村で 2段ベッドで寝てい

ることにびっくりしたんですね。これでよく競技がで

きるなと。でも次の瞬間に思った事は、これでも彼女

たちは自分の状態を100%ベストにしてその競技に望

むことができているわけです。テニスはと言いますと

r 1人1部屋じゃなきゃ嫌だ」とブーブ一言うことだ

けは 1人前で、メダルも取れない。本当に言うことだ

けはプロであったなと、改めて他の競技の選手を見て

感心させられた部分がありました。

今お話した通り、やっぱり“身分はプロ"という選

手は沢山いるんですけども、本当に中身までプロ意識

をしっかり持っている選手というのは、なかなかいな

いと思います。

プロ野球選手の中でも、私も何人かの方とお食事に

行った事があるんですけども、私はお酒が飲めないの

で早々に帰ります。そうしたら次の日にお話を聞いた

ら、朝 4時か5時までそのまま飲んでいて球場に行っ

て、それで試合をする。それが果してベストなんだろ

うかと。仮にもお客さんはお金を払ってチケットを買っ

て、その試合を見に来られるわけです。アマチュアで

あれば「僕今日、体調が良くなかったので負けました」。

これが通用するかもしれませんけども、プロの場合は

もう絶対に通用しないんですね。絶対にプロというの

はどんな状況であっても、自分の試合に関してはベス

トの状態に持っていけるように努力すること。これは

必要最低限の事だと思います。こういった事が実際に

プロでもできてない人が多くて、逆にアマチュアの方
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でもできてる方はすごくおられました。ということで、

プロ意識の違いというのは感じたんですけども、その

意識もやはり世界のトップになりますともっともっと

凄いものがありました。

，世界トップ選手たちのブロ意識

テニスのツアーというのは、だいたい同じメンバー

で対戦していますので、ほとんどが皆顔見知りです。

ですけども当然その中でもウマが合う合わないはあり

ますのでそれは実際にお話したりしてみないとわから

ないんですけども、だいたい練習相手というのもこれ

ほとんど皆さんの学校生活と同じだと思いますけども、

自分の仲のいいグルーフ。でだいたい固まってしまうん

ですね。それで、中には「絶対あの子とは練習したくな

いわJという選手もいましたし、特にどういう選手か

といいますと、フランス人の選手でしてね。私も「こ

の人だけは練習したくない」と思った人が1人だけい

るんですけども、全く相手のことを考えない練習をし

ます。コートに入って来て自分だけ自分の好きな練習

をして、それで時聞が来るまで自分のことだけをやっ

て、例えばボレーをする。スマッシュをする。サービ

スをする O 全てのショットを確認して、それでサッサ

と帰って行くんです。ありがとうも言わないで。こう

いった選手も中にはおりました。当然トップの方には

行けません。彼女の場合は、他の選手にもなかなか練

習相手にはなってもらえないで、結局コーチとよくやっ

ている場合があったんですけども、テニスの世界は面

白いもので、ランキングで全てその選手の身分という

ものが決まってしまいますので、私が例えiま:20番であっ

た場合、 トップ10の選手に声を掛けるということは難

しいんですね。ほとんどこれタブーなんです。自分か

らトップ10の選手に「練習しましょう」というふうに

声を掛けるのは、かなり思い切ったことなんです。だ

いたいだから自分と同じ位のランキングで、練習を普

段行うわけですけども、トップになればなる程、「こ

の子は伸びて来るな」と思った若手の選手には自分か

ら声を掛けて、その子を伸ばしてあげようということ

をよくやっています。今年のウィンブルドンでもグラ

フがよくドキッチというオーストラリアの選手に声を

掛けて、 2人で練習している姿を見ました。普段でし

たら試合中ですから、自分よりも年下の、要するにラ

ンキングが全くかけ離れてる選手とは練習したがらな

いんですね。あまり自分の身にはならないので。です

けどもそういう中でもやはりトップの選手の方が、ど

んどんそういった今後のことも考えて行動することが

できているというふうに感じました。

それから海外の選手を見ていて、特に私がツアーを

回っていて一番学んだことといいますのが、よく最近

日本でも国際化とか国際人とかいった言葉がよく聞か

れるんですけども、私は15才でツアーに回りはじめま

したけども、その時は国際人というのはイコール英語

が話せるだとか、テーブルマナーができるだとか、そ

れからかっこ良くレディーファーストとかそういうこ

とがスマートにできるとか、そういった外見的なこと

だけを考えて、国際人であるというふうに解釈をして

いました。ただこれは海外の選手と照らし合わせて見

てみますと、特に欧米の選手、たとえばドイツ人の選

手が日本の大会に遊びに来た時に、彼女に「日本とい

う国はもともとどこにくっ着いていたんだjとか「大

陸はどこにあったんだJとか「神道と仏教の違いは何

だ」とか「天皇家というのはさかのぼったらどこまで

いくんだ」とか、とにかくいろんな事を聞かれました。

それも歴史上の事ばかりです。私は一応歴史好きだと

いうふうに自分で自負していましたので、こういう質

問はもうまかせろというふうに患っていたんですけど

も、残念ながら全部答えることができなかったんです

ね。なんとなく答えることはできます。ただその子を

納得させられるだけのことは言えなかったんです。な

んで私、こんなに日本のこと知らないんだろうかとい

うふうにその時思いました。逆にドイツに試合に行っ

た時に、ドイツ人の選手に全部聞かれた事をそっくり

そのまま返しましたね。「ドイツという国はどうなっ

てるんだjとか。とにかく歴史のことを全部聞いたわ

けです。そうしましたら、ほとんどの選手が全て自分

の国のことは答えられます。答えて当然だという顔を

してるんですね。自分がドイツ人である、それからフ

ランス人である O そういったことにものすごく誇りを

持っていましたし、私とは逆に私は日本語を話してい

ることを恥ずかしいと思ったんですね。英語が話せな

きゃ恥ずかしいと思ったんです。じゃなくて「英語が

話せなくて何が悪いのJっというくらいの気持ちなん

ですね。本当に「国際人というのは何なんだろうか」

といろいろ考えていきましたら、私なりに行き当たっ

たところが、やっぱりまず自分の国の事をよく勉強し

て知っていること。それでなおかつ、自分の回に誇り

を持てること。私であれば、やはり日本のことをよく
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知っていて、日本人であるということにまず誇りを持

たないとそこから何も始まらないなと。いくら海外の

いろんな国に試合で、行っても、なかなか受け入れられ

てもらえないなというのが正直な感想でした。

ちょっとメディアとは関係の無い分野に話がそれて

しまいましたけども、そういういろいろな選手がおり

ます。本当にテニスという競技は、それこそ世界中ど

こに行っても試合ができるぐらいかなり人口の多い競

技ですし、サッカーと同じようにもしかしたらそれ以

上にいろんな国の選手が大きな大会にはやって来ます。

当然文化の違いもあるわけですけども、その他にも若

手、それからベテラン、中堅どころとある程度年齢に

よってもグループができたりして、それから同じ文化

圏でグループができたりして、そういった意味ではな

かなか日本人が他のグループに入って行きづらい環境

にあったことも事実です。

，マスコミの仕事をするように怒ってみて

ベテラン選手と若手の違いということでお話をした

いんですけども、ベテラン選手になってきますと、こ

れも日本の野球界のベテランと同じように自分が引退

した後の生活を考えてるんですね。ちょっと嫌な言い

方をすると、生活する為にベテランになってくると、

選手でありながらマスコミの仕事を同時にこなしてい

く選手も出てきます。そうするとやはりそういったマ

スコミと関係を持っている選手に対して、ロッカールー

ムの中でその選手に対する見方というのが全く二分さ

れました。片方のグループは、逆にその人が例えばア

メリカNBCだとか、そういうところで解説をしたり

しているということで“その人達にうまく自分をアピー

ルして、なるべく取り上げてもらおうというふうに利

用していくタイプ"ですね。そういうタイプと“マス

コミということをちょっと敬遠して、その選手を避け

て行動してしまう人"と 2つに別れました。どちらが

いいのかというのはわからないんですけども、どうし

てもそのぐらい選手の中でも、同じ選手でありながら

少しでもマスコミと関わったというだけで、同じ選手

だというふうに見てもらえないんですね。この人はマ

スコミの関係者だということで見られてしまう。それ

が私自身も向じように思っていましたので、実際引退

してマスコミのお仕事をする時は、多少抵抗感があり

ました。私自身現役の時に、同じような例えばアメリ

カ人のパム・シユライパーだとか、ベテラン選手であ
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んまり皆さんご存知ないかもしれないでLすけども、そ

ういうベテランの選手がマスコミで仕事をしていると

いうことを知った時に、どちらの態度を取ったかとい

うと私は完壁に敬遠したんですね。もしかして話して

たらロッカ}ルームの中で、私が何を食べてただとか

そういうことまで言われてしまうんじゃないかと。全

ての行動を見られてるんじゃないかと O どこまで話し

ているかわからない。そういう怖さがあったんですね。

ですから彼女と話していて実際に悪い人ではないって

わかっていながらも、なかなかマスコミと選手という

ので、水と油とまでいかなんでしょうけども、難しい

部分があった。それは私は引退して特に感じることに

なりました。

引退してからマスコミのお仕事をしていくというこ

とになったんですけども、実際私引退するまで、今ま

で申し上げてきたような思いで選手時代やっていまし

たので、マスコミの中に入るということは全く考えて

なかったんですね。どちらかと言うと「絶対にマスコ

ミの仕事だけはしないぞ」というふうに思っていたほ

うが大きいです。ただ、じゃあどうしてNHKの解説

でウィンブルドンに行かせて頂くようなことになった

かといいますと、 1つにはプロ選手とファンの垣根と

いうのが日本はあまりにも大きいんですね。メジャー

リーグの合宿とか春のキャンプとか見に行って思った

んですけども、ファンと選手というのが一体なんです

ね。ファンがぐちゃぐちゃといっぱい歩いているとこ

ろに選手は自転車に乗ってやって来たりとか、観客席

と選手のベンチの間にフェンスなんて無いんですね。

ところが日本に帰って同じように球場に行って見ます

と、こんな高いフェンスがあってとてもじゃないです

けど観客席の方から選手にサインをちょうだいとか、

そうやって声を掛けられる雰囲気ではないわけです。

それを見た時に、今の日本でなるべくテニスファンの

方にテニスをもっとわかってもらったり、それから選

手の生の気持ち、これを伝える方法が無いわけで、そ

ういったことをわかって頂くためには、やはり選手の

気持ちに近い間になるべく皆さんの前に出てお話をし

たり、試合の解説をしながら、選手というのはこうい

う事を実は考えているんですよというようなことをお

話できればいいんじゃないかなというふうに感じ始め

たからですね。

ただウィンブルドンに行ってみますと、実際にイン

タビューされる側だ、った人間からすると想像もつかな
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いような、インタビューに際しての垣根がありました。

私はテレビ局の方から選手にインタピューさせてくだ

さいと言えば、その場でOKというぐらい簡単なもの

だと思ってたんですけども、実際は問に選手からテレ

ビ局側の人間にあたるまでに 3~4 人の人を通してい

ます。テレビ局の、例えばNHKであればNHKの方が

ウィンブルドンという大会の広報にまずインタビュー

申込書を出します。インタピュー申込書を受けたウィ

ンブルドンの大会の方は今度は、 WTAという女子テ

ニス連盟の広報の方にそれを渡すわけですね。そのW

TAの広報の方が今度そのインタビューがOKであれ

ば、直接選手にいく場合もあるし更にエージェントに、

例えばグラフだとかヒンギスだとかそういう大物にな

ると、必ず選手に直接行かないんで、一度代理人・エー

ジェントのところに行って、 OKをもらわないと選手

の耳まで行かないわけです。こういうシステムになっ

ているということは全く知りませんでしたので、グラ

フにインタピューを申し込んでもなかなか返事が来な

いわけですね。なんでこんなに来ないんだろうか、ひょっ

としたらもうインタピューできないのかなと思ってい

た時に、たまたまロッカーの近くでグラフに会いまし

たので「実はインタビューの申し込みを出してるんだ

けどもその話を聞いてる ?Jというふうに言いました

ら、「エー、そんなのは全然聞いてないよ」と O 一週

間も前の話なんですね。一週間前の話を聞いてないと

いうふうにポンと言われてしまいました。本当に 1人

の選手にインタビューすることの難しさというのは、

今回のウィンブルドンでよくわかりましたし、これだ

け難しければなるほどあそこまで記者の方があっかま

しくインタビューに来たり、電話をかけてきた気持ち

も少しは理解できるようになりました。

-.テレビ解説のむすかしさ

更に今度は解説をしていて、難しいなと思う面が沢

山ありました。まずは最初解説をし始めた時というの

は、全ての人に満足してもらいたいと、 100人聞いて

おられれば100人の方に良かったというふうに言って

頂けるようにがんばろうということで、一所懸命喋っ

ていたんですね。ところが例えばテニスをものすごく

ご存知な方がテニスの中継を見るのと、全く知らない

方や「始めて見るわjという方がテニスの中継を見る

のではえらい違いなんですね。テニスをご存知の方と

いうのは私もそうなんですが、テニスの中継を見てい

ても実況と解説がほとんどいらないんですね。要する

にわかっていますので、ボールの音と選手の声だけで

充分楽しいんです。その場にいれるような雰囲気にな

りますから。最近ラグビーが大好きで私よく見に行く

んですけども、ラグビーの試合になるとルールはまだ

あまり知らないので、当然解説してほしいわけですね。

1つ1つのプレーに 1つ1つのホイッスルに今のは何

だったというふうに言ってもらいたいわけです。です

けどももしテニスの中継を見ていて、私が1つ1つの

プレーに今のはこうです。今のはこうですというお話

をしていると、当然テニス好きの方やよく見ておられ

る方というのは「うるさいjという反応になるわけで

す。 NHKのほうにもウィンブルドンの中継が終わっ

て帰って来ましたら、非常に良かったと言ってくださ

るハガキもありましたけれども、中には“沢松喋り過

ぎ"という方も当然いらっしゃいました。喋り過ぎな

らまだわかるんですけども、 “声が気に入らない"と

か。これを言われた時は私はもうどうしょうかと。声

ばかりは変えるわけにはいかないので、それは困った

というしかないんですけども、とにかくすべての方に

満足して頂くというのは基本的には無理だなというふ

うに、そういう事がわかるまでなかなか辛い思いをし

ました。今はどちらかというと、スタンスとしてはテ

ニスを始めて見た方よりは 2~3 回位は見たことはあ

る、テニスは面白い、見てみょうかなと思っているよ

うな方を相手にしているような気持ちでやっています

が、これも放送局によって、例えばNHKであればやっ

ぱり玄人の方が見てる方が多いので、もう少し突っ込

んだお話をしてみようとか、例えばTBSとか日本テレ

ビで放送してる時は、放送局の方からも「本当に始め

てテニスを見た人でもわかるように解説してくだきしづ

というふうに言われますので、ある程度テニスの面白

きという部分を表現してなるべく楽しく解説をしたい

というふうに、ある程度スタンスを変えていますし、

もっと突っ込んで今度はWOWOWとか衛星放送、ケー

ブルテレビとかになってきますと、本当にテニス好き

しか見ないんですね。私もテニスTVというのに入っ

ていますけども、これはやっぱりテニス好きな人じゃ

ないとこのチャンネルには加入しないなと思うぐらい

かなりオタッキーなチャンネルになっていますので、

私自身も「あ、このチャンネルであればもっと本当に

詳しく、あまり普段聞き慣れないような単語を出しで

も大丈夫だなjとかそういったことを考えながら、あ
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る程度放送していかなければいけないなというふうに

思いました。選手の時と比べてえらい違いですね。こ

んなことに気を使いながら試合なんかしたことないで

すけど、やはり放送になると全く違ってくるというこ

とで、大変今年はいろいろな意味で勉強になりました。

-.たくさんの手が加わって放送がなされている

更に放送に携わっておりますと、こんなに多くの方

の手が加わって一つの番組が成り立っているのかとい

うことも改めて感ずることができました。ウィンブル

ドンの場合は、日本から派遣されて行ったスタッフが

約20名ですね。それからヨーロッパの技術の関係のス

タッフの方が同じく 2~30名いらっしゃいました。トー

タル 4~50名なんですね。これでも少ない方だそうで

す。この方たちが何をしているかといいますと、一番

びっくりしたのが音を作る方なんですね。テニスコー

トの端々に当然音を拾うマイクがあるわけですけども、

例えばそれ以外にも審判台にマイクがあったり、それ

から観客席にもマイクがあるんですね。観客の拍手が

入るように。こういったいろんな所に置いてあるマイ

クの音をどう調節するか。初jえば観客席の音というの

をもっと沢山入れるか。それとも選手が打っているボー

ルの打球音、選手の呼吸の音、こういったものをもっ

と生かしていくか。どのバランスで放送していくかと

いうことも大きなテーマになっていました。衛星回線

を使って日本に送られてきて、日本で放送されていま

すので衛星回線を使うことによって音が若干高くなる

んですね。同じようにボーンボーンと打っている音で

も、そのまま調節しないで日本で放送していると、違

和感があるわけですね。多分見ておられでも。「おか

しいな、この選手の打ち方、打った時の音こんな音だっ

たっけ」ということになりますので、そのへんはやは

り調節をして現地でうまく直して少し低音にしてから

送り出しているということも聞きました。

よく選手が打ってエースを決めた後にすぐスローモー

ションが出ますが、あれもびっくりしたんですけども、

決まった瞬間にテープを止めてガーッと巻き戻してポ

ンと押せばスローモーションが出るらしいんですが、

ちょっとでも狂っただけで全然関係の無いスローモー

ションが出たりとか、よくありますね。野球の放送で

も「松井選手の前のホームランをご覧いただきましょ

うjと言った時に、巻き戻すところを間違えて松井さ

んが空振りしたところが出たとか、そういうことも私
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も見たこともあるんですけど、テニスの場合は決まっ

たら次の瞬間にスローモーションを出さなきゃいけな

いということで、スローモーション係という方も当然

いらっしゃいました。

その他に、選手の時には考えもつかなかったような、

本当にたくさんの手が加わって一つの放送というのが

なされているというふうに感じることができて、私は

良かったというふうに思います。なぜなら、これを知

らないで引退して、先程前半に随分辛口なことを言い

ましたけれども、ああいう思いでずっと来ていたら私

は一生マスコミということに対して、メディアに対し

て若干考え違いをしてたところもあると思います。や

はり両方を経験してみないとどうしてあげたらいいの

か、逆に選手はもっとこうしたら方が良かったんじゃ

ないか、マスコミの側もこういう態度でいけば良かっ

たんじゃないかということで、いろいろと考えること

ができました。

選手の時、自分の試合が放送されるのかっていうの

が非常に気になりましたので、その日ウィンブルドン

ならウィンブルドンに行って、試合コートに入った時

に、自分のテニスコートにテレビカメラが来てないと

「エッ、放送ないの?Jというように「放送してくれ

ればいいのにな」という思いもあったわけです。当然

これは他の選手もロッカールームの中で「今日は日本

に電話したら私達の試合じゃなくて、グラフの試合や

るらしいよ」とか、よくそういう話を耳にします。な

んで日本人の試合を放送しないで、外人の選手の試合

を出すんだろうかというふうに考えたこともあったん

です。これは実際にNHK側としてみると、日本人選

手の試合は放送したいんですね。だけども、そのコー

トにテレビカメラが入れないコートというのがあった

んですね。要するにセンタ}コートですとか、 1番コー

ト2番コートという大きなコートにしかテレビカメラ

が入れないということで、 NHK側からも「なるべく

日本人の試合を放送できるコートに入れてください」

というふうに希望するわけですけども、気難しいウィ

ンブルドンですから聞き入れてもらえないことがほと

んどです。

そういった理由もありますし更には時差の関係、放

送時間の問題で、ヨーロッパの試合であれば午後の少

なくとも 3時、 4時ぐらいまでに試合が終わってくれ

ないと、日本では放送できないということですから、

試合が遅い時間帯に組まれてしまった場合、どんなに
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放送したくてもこれを放送することはできないんです

ね。日本で言うと朝の 7時のNHKニュースにかぶっ

てしまいますので、そのニュースをどけてまで放送す

ることはできませんし、そういった事情もあるという

ことも実際関わってみてわかりましたが、選手の時と

いうのは皆そういう勝手な思いで「なんで放送してく

れないんだ」ということを不満に思ってる選手も多分

たくさんいると思います。私もそうでした。

-.マスコミ=気持ちをファンに伝える伝達方法

このあたりのウィンブルドン中継、 NHKのお話と

いうのは、西田さんの方からこの後詳しくお話を皆さ

んお開きになれると思います。私の方は選手としてと

いうことでこのへんで一度閉めさせて頂きたいなとい

うふうに思うんです。今日いろいろとお話しようと思っ

たことをまとめて来たんですけども、実際お話してる

と難しいなと思ったのは、皆さんやっぱり何を開きた

いのかなと、メディアというお話になりますと私は

“選手倶Ijから見たメディアのお話"というのを主に考

えて来たんですけども、実際にこうして壇上に立って

みますとわかるんですね。話していると。「あ、なる

ほど。このお話には興味はないのかなjとか「あ、こ

の話をしている特は皆さんの目がこっちを向いている

なjとかなんとなく先生になった気分で、私も学生時

代同じように下を向いたり、上を向いたりしてた時が

ありまして気分は非常によくわかりました。だいたい

私が感じるところでは、メディアに対する考えよりも

選手の実態、それからツア一生活、そういったことの

方が関心あったのではないかなというふうに思います。

当然、皆さんそうした選手のツアー生活だとか普段の

私生活といったことには興味がおありだということは

わかるんですけども、選手に興味を持つのも多分きっ

かけとしては新聞であり、テレピであり、こういった

メディアが先行している部分があると思います。今日

こうして私は直接お目にかかっていますから、ある程

度皆さんの中で沢松奈生子という人物がこういう人だ

ということは、なんとなくわかって頂けたんじゃない

かなと。直接お会いしてますからね。というふうに思

うんですけども、やはりなかなかこれからもそうでしょ

うけども、トップ選手それからいろんなスポーツのオ

リンピックで活躍するような選手とかでも、お目にか

かる機会というのは私もあまり無いので、実際新聞や

テレピを見て「なるほど、こういうことを言っている

選手なのかJとか「頭いいなあ」とか「しっかりして

るなあ」とかそういうふうに思う時もありますし、

「なんでこんなに怖いんだろうか」とか「もう少しや

さしく答えればいいのにな」と思うこともあります。

それは皆さんと同じように、ある程度マスコミの影響

を受けてその選手を判断することがほとんどだと思い

ます。経験上スポーツ新聞に書いてあることは 1言え

ば10載ってるぐらいの大げさなことが多かったですし、

嘘は書いてないんですけども、かなり私自身も困った

ことが沢山ありました。やはりテレビのインタビュー

になりますと選手が画面に映ってるわけですから、本

当に言ったことになるわけですよね。それでさえも長

いインタピューで答えているのに、ココとココをカッ

トしてココとココを繋げてるとか、とにかく繋げると

ころをうまく繋げてしまえば「私はこの大会は 1回戦

勝てればいいなと思ってたんですけども、とにかくやっ

ぱり伊達さんに勝っていい成績おさめたいですねJと

か「いいテニスをしたいですね、勝てるようないいテ

ニスをしたいですね」というように言ったとしても、

うまく「私はこの大会には伊達さんに勝って」という

ところで終わってしまえば「なんてアグレッシブな子

なんだろう」と。一応少しはヲlいて「勝てればいいな」

ぐらいで言っていても、映像の編集によってはうまく

その選手を創ることができるんですね。そういったこ

ともニュースだとか、そういったインタビューで皆さ

んよくご覧になると思いますけども、ちょっと視点を

変えて「このインタビューはココを繋げてるんじゃな

いか」とか、映像が切り替わるところがありますので、

ちょっと白を凝らして見て頂ければまた面白いんじゃ

ないかなと思います。

最後に、選手・マスコミどちらにとっても、いい関

係というのは、近すぎず遠すぎずという関係であって

ほしいというふうに個人的に願っています。当然お互

いいろいろな思いがあると思いますけれども、おEい

に利用したりそれからされたりと。あまりドロドロし

てしまうのは選手にとってももったいないことで、た

だあくまでもマスコミの皆さんには選手がどうすれば

気持ち良く競技に専念できるかということを考えなが

ら、やはりその選手を使ってやろうとか利用しようと

いうことではなくて、その選手を応援しようというぐ

らいのスタンスで選手と関わって頂けるととてもいい

んじゃないかなというふうに感じています。選手の方

も、また嫌な事を聞かれるというようなことでマスコ
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ミを敬遠するのではなくて〈マスコミ=自分の気持ち

をファンに伝える伝達方法〉と思って関わっていくこ

とが望ましいんじゃないかなと思います。やはりこれ

からお互い歩み寄る為にも、私もそうなんですが他に

も多くのスポーツ選手経験者がおられますので、こう

いった元選手というのをうまく使って頂きたいなとい

第29回学会講演録「メテ.イアとスポーツ、今までとこれからJ

うふうに思っていますし、選手の方にもなるべく後輩

たちにはお話をして、うまくマスコミと付き合ってもっ

と多くのテニスファン、それからスポーツファンを増

やしていければいいなというふうに感じております。

長々とあまりまとまりの無いお話でしたけれども、

お付き合い頂きましてどうも有り難うございました。
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日本レジャー・レクリエーション学会会則
く第 1章総 則〉

第1条 本会を日本レジャー・レクリエーション学会(英語名 Japansociety of Leisure and 

Recreation Studies)という O

第2条 本会の目的は、レジャー・レクリエーションに関する調査研究を促進し、レジャー・レ

クリエーションの普及・発展に寄与する。

第3条 本会の事務局は、埼玉県新座市北野 1-2-26 立教大学武蔵野新座キャンパス

コミュニティ福祉学部松尾研究室内に置く。

〈第 2章事業〉

第4条 本会は第2条の目的を達するため、次の事業を行う。

1.学会大会の開催

2.研究会・講演会等の開催

3.機関誌の発行ならびにその他の情報活動

4.研究の助成

5.内外の諸国体との連絡と情報の交換

6.会員相互の親睦

7.その他本会の目的に資する事業

第5条学会大会は、毎年 1回以上開催し、研究成果を発表する O

く第 3章会員〉

第6条 本会は正会員の他、賛助会員、購読会員、および名誉会員を置くことができる。

1.正会員は第2条の目的に賛同し、正会員の推薦および、理事会の承認を得て、規定の入

会金および会費を納入した者とする O

2.賛助会員は、本会の事業に財政的援助をなした者で理事会の承認を得た者とする O

3.購読会員は、本会の機関誌を購読する機関・団体とする。

4.名誉会員は、本会に特別に貢献のあった者で、理事会の推薦を経て総会で承認された者

とする。

第7条 会員は、本会の編集刊行する機関誌(紙)等の配布を受け本会の営む事業に参加するこ

とができる。

第8条 会員にして会費の納入を怠った者および会の名誉を棄損した者は、理事会の議を経て会

員としての資格を停止されることがある O

第9条 会員は原則として、いずれかの支部に所属するものとする O

〈第 4章役員〉

第10条 本会を運営するために、役員選出規則により正会員の中から次の役員を選ぶ。理事25名

以上30名以内(内会長1名、副会長若干名、および理事長 1名)、監事2名

第11条会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時、または会長が欠けたときは、会長が予

め指名した順序により職務を代行する。

3.理事長は、理事会を総括し、理事は会務を執行する。

4.監事は、会計および会務の執行状況について監査する。
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第12条 役員の任期は 2年とする。但し、再任を妨げない。役員の選出についての規則は別に定

める。

第13条本会に名誉会長および顧問を置くことができる O

2.顧問は、本会の会長または副会長で、あった者および本会に功労のあった者のうちから理

事会の推薦により会長が委嘱する O

く第 5章会議 〉

第14条本会の会議は、総会および理事会とする O

第15条 総会は、毎年 l回開催し本会の運営に関する重要事項を審議決定する。

総会は、会長が招集し、当日の出席正会員をもって構成する。

議事(会則改正を除く)は、出席者の過半数をもって決定される O

第16条 理事会が必要と認めた場合、もしくは正会員の1/3以上の開催請求があった場合、臨時

総会を開く事ができる O

第17条 理事会は理事長が招集し、幹事若干名および事務局員を選出し、会務を処理する O 理事

会は、運営の円滑化をはかるため、常任理事会を置くことができる O

く第6章 支部および専門分科会〉
第18条 本会の事業を推進するために、支部ならびに専門分科会を置くことができる。

支部ならびに専門分科会についての規則は別に定める。

く第7章会計 〉
第四条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。

第20条会員の会費は次の通りとする。

1.入会金 2，000円

2.正会員年度額 8，000円

3.賛助会員 。 20，000円以上

4.購読会員 ク 8，000円

第21条本会の会計年度は毎年 4月に始まり、翌年3月に終わる O

付則
1.本会の会則は、総会において出席正会員の 2/3以上を得た議決により変更することができ

る。

本会則は、昭和46年3月21日より一部改訂する O

本会則は、昭和51年5月1日より一部改訂する。

本会則は、昭和55年5月11日より一部改訂する。

本会則は、昭和56年11月8日より一部改訂する。

本会則は、昭和57年6月12日より一部改訂する。

本会則は、昭和58年10月30日より一部改訂する。

本会則は、昭和59年6月9日より一部改訂する O

本会則は、昭和62年10月17日より一部改訂する O

本会則は、平成 3年11月10日より一部改訂する。

本会則は、平成5年10月17日より一部改訂する O

本会則は、平成8年11月24日より一部改訂する O
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日本レジャー・レクリエーション学会
理事会の運営に関する規定

昭和57年6月12日制定

昭和58年10月30日改訂

平成7年12月10日改訂

平成11年4月26日改訂

1.会則第17条の規定により、理事会の運営は、会則に定められているほか、この規定に基づい

て行うものとする。

2.理事会は、原則として年に 1回以上開催するものとし、理事長がその議長となる。

3.理事会の招集に当たっては、書面によって付議事項を明示しなければならない。

4.理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議決は出席者の 2分の l以上の賛成を必要と

する O

ただし、表決に当たっては、予め書面(署名捺印)を以って当該議事に対する意向を表示し

た者を、出席者とみなす。

5.常任理事会の構成および業務は次のとおりとする。

(1) 常任理事会構成員は若干名とする O

(2) 常任理事会は、理事会の決定の方針にもとづき、日常業務の執行にあたる。

(3) 常任理事会の議事録(概要)はできるだけすみやかに各理事に送付するものとする。

6.理事会は、業務を遂行するために次のような専門委員会を置く

(1)総務、 (2研究企画、 (3)編集、 (4)広報渉外、 (5)財務

また専門委員会の委員は、理事会の承認を得て必要により会員の中から委嘱することができ

るO ただし当該専門委員の理事会への出席はで、きない。

7.理事会には、専門的に研究、調査および審議を必要とするような場合には、特別委員会には、

理事以外の適任者を委嘱することができるがその人選は理事会の承認を必要とする。

8.その他理事会の運営に必要な事項は、理事会で決定することができるものとする。

日本レジャー・レクリエーション学会
専門分科会設置に関する規定

昭和57年6月12日制定

平成7年12月10日改訂

1.会則第18条規定により、本会会員が専門分科会を設置しようとする場合は、この規定に基づ

いて行うものとする O

2.専門分科会の設置は、原則として研究分野を同じくする本学会正会員20名以上の要請があっ

た場合とする。
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3.専門分科会の設置を求めようとする正会員は下記により本学会会長に申請するものとする。

1.設立経過および主旨 2.名称

3.発起人代表者 4.発起人名簿

5.連絡事務所 6.その他

4.専門分科会は次の事項について各年度ごとに本部に報告する O

1.活動状況の概要 2.その他必要と認められる事項

日本レジャー・レクリ工ーション学会
支部に関する規定

昭和56年11月8日制定

1.本学会会員が、支部を設けようとする場合には、下記により、本学会会長に申請し、理事会

の議を経て総会の承認をえるものとする。

1.設立の経過概要 2.名称

3.支部長および役員 4.会則

5.会員名簿 6.その他

2.各支部の運営は、本部との関係については本規定に従って行われるが、その他の事項につい

ては各支部規則においてこれを定めるものとする。

3.支部は原則として隣接する地域に在勤または在住する本会正会員20名以上をもって構成する。

4.支部運営のため経費は支部会費によって賄うものとする。支部会費の額は各支部毎に決定す

るものとする。

5.支部は次の事項について各年度ごとに本部に報告する。

1.役員の変更 2.活動状況の概要

3.その他必要と認められる事項。
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(趣旨)

日本レジャー・レクリエーション学会役員選出細則設置の趣旨

“学会の活性化"と“学会の継続性"とのバランスから、次の項目について配慮した:

1)理事役員の半舷上陸という観点から、理事総数の半数にあたる15名を正会員による直接選挙(順位標記

の5名速記による無記名投票)とした

2 )改選前理事10名を、現行理事会での互選とした

3 )学会運営の強化を計るために、理事長推薦理事 5名以内を設けた

4 )会長、副会長、監事は、選挙後初めての理事会で選出することとした

5 )会長、副会長は理事以外からの選出ができることとした

6 )理事長は、新役員に選出された理事(2 5名)により、選挙後初めての理事会で互選により選出するこ

ととした

7 )被選挙権及び理事就任については、辞退を認めた

8 )役員の欠員に対し、補充選挙は行わないこととした

(会長については本別に従い、理事については補充選挙は行わない)

9)選挙管理委員会を設置し、その委員会(5名)の推薦を理事会とした

10)会則の改正(第10条)を必要することとなった

11)学会の活性化の側面的効果として、選挙権(人)及び被選挙権(人)の確認事項により、正会員に手続

きの明確化をはかった(会費等手続き期日の指定)

日本レジャー・レクリエーション学会役員選出細則

第l条 この細則は、会則第12条に規定する役員の選出に関し、必要な事項を定める。

(選出の時期)

第2条 すべて役員の選出は、その任期の前年のうちに行わなければならない。

(選出の種別と人数)

第3条 この細則により選出される役員の種別と人数は、会則第10条の規定により次の通りとする。

(1)会長 l名

(2) 副 会 長 若干名

(3) 理 事 25名以上30名以内

(4)監事 2名

(資格の制限)

第4条 選挙権、被選挙権は、選挙実施前年の12月31日までに正会員としての資格を有し選挙実施年の 6月30日現

在、当該年度の会費を納めている正会員とする O ただし 6月30日以降に正会員の資格を失った者を除く。

2 被選挙権の辞退は認めるが、あらかじめ選挙管理委員会に文書で選挙公示後10日以内に届け出るものと

する。
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(選出の形態)

第5条会長、副会長、監事、現行理事から選出される理事会(以下「改選前理事」という。) 及び理事長推薦理事

を除く役員は、正会員の直接選挙により選出する。

(選出の方法)

第6条役員の選出方法は、次の通りとする。

(1) 会長、副会長、監事は、初めての理事会において選出する O

(2) 理事のうち、新理事15名を正会員による順位標記の 5名連記で、郵送による直接無記名投票とし、改選

前理事10名を現行理事会での互選とし、新理事長による推薦理事5名以内を新理事長の任命によって

選出する。

2 会長、副会長は、理事以外からの選出ができる。ただし理事以外から選出された会長、副会長は、就任と同

時に速やかに会則第10条の規定により理事となる。

3 改選前理事は、新理事の選挙の前に選出し公表する。改選前理事に選出きれない現行理事も細則第 4条の

規定を満たす限り新理事としての被選挙権を有する。

4 理事長は、新役員に選出された理事 (25名)による初めての理事会での互選による。

(投票の有効性)

第7条投票のうち次のものは、無効とする。

(1) 規定用紙以外のもの

(2) 定数を越えて記入したものは、その区分全部

(3) 氏名以外の文字または記号を記入したものは全部

(当選の決定)

第8条 選挙による新理事(15名)の決定は、有効投票の最多得票者から15名とする。ただし同点者がある場合は、

順位標記による総得点の高得点者とし、なお同点の場合は順次高順位ごとの得票数の多い者とする。

理事就任時に辞退者があるときは、次点者を繰り上げる。次点者に同点者があるときも同じ得点の算定に

よる。順位ごとの得票数によっても同点のときは選挙管理委員会で推薦決定する。

2 順位標記による得点の算定は、高順位H立を 5点とし順次下位を減数し 5位を 1点として積算する。

(辞退の届出)

第9条 選挙により選出された新理事が、その就任を辞退しようとする時は、通知が到着した日から 5日以内に正

当な理由を示して選挙管理委員長に届け出なければならない。

(補充選挙)

第10条任期途中において役員に欠員が生じても、補充選挙は行わない。

(選挙管理委員会)

第11条 役員(会長、副会長、監事、改選前理事、理事長推薦理事を除く)の選挙を実施するため、選挙管理委員会

(以下「委員会jという。)を置く。

2 委員会は、 5名をもって構成する O

3 委員の選出は、理事会の推薦による。
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4 委員の任期は、役員選挙年度の 5月1日から翌々年の 4月30日までの2年間とする。

5 委員会に委員長を置く。委員長は、委員の中から互選する。委員長は、この細則にしたがって選挙を執行す

る責任と権限を持つものとする。

6 委員会は、投票の期日、方法等を選挙の 1カ月以前に、公示しなければならない。

7 委員会は、順位区分(1位~5 位)を明らかにした氏名記入用投票用紙を作成する。

8 委員会は、被選挙人名簿及び投票用紙を、選挙の14日以前に正会員届け出住所に送付しなければならない。

9 委員会は、得票数が決定したとき得票数順に上位30位までの一覧表を作成し確認印を押し、その結果を公示

するとともに、理事会に報告する。

(細則の改廃)

第12条 この細則の改廃は、理事会の過半数の賛成を得て総会の議決による O

2 この細則の変更は、会則の変更に準ずるものとする。

付則

1 この細則は、平成10年度の役員改選から適用する O

2 この細則は、平成8年11月24日から施行し、従来の役員選出内規及び申し合わせ事項は廃止する。

日本レジャー・レクリエーション学会

現行理事会から選出される理事の選出に関する申し合わせ

(趣旨)

第1条 本学会の役員選出細則第 6条第 p夏第 2号の規定により現行理事会から選出される理事(以下「改選前理事」

という。)の選出にあたり、この申し合わせを定める。

(選出の時期)

第2条 改選前理事の選出は、役員改選前年度の最初に開催される理事会以前とする。

(選出の形態)

第3条 改選前理事の選出の形態は、現行理事による直接選挙とする。

(選出の方法)

第4条改選前理事の選出の方法は、現行理事による順位標記の10名連記で、郵送による直接無記名投票による。

(投票の有効性)

第5条投票のうち次のものは、無効とする。

(1) 規定用紙以外のもの

(2 ) 定数を越えて記入したものは、その区分全部

( 3 ) 氏名以外の文字または記号を記入したものは全部

(当選の決定)

第6条 改選前理事の当選の決定は、改選前理事選出理事会(役員改選前年度の最初に開催される理事会)において
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郵便投票を開票し決定する。

2 改選前理事(10名)の決定は、有効投票の最多得票者から10名とする。ただし同点者がある場合は、順位標

記による総得点の最得点者とし、なお同点の場合は順次高順位ごとの得票数の多い者とする。理事就任時に

辞退者があるときは、次点者を繰り上げる O 次点者に問点者があるときも同じ得点の算定による。順位ごと

の得票数によっても同点のときは、役員改選前年度の最初に開催される理事会において、出席者の投票によ

り決定する O

3 順位襟記による得点の算定は、高}II夏位 1位を10点とし順次下位を減数し10位を 1点として積算する。

(選挙管理)

第7条選挙管理事務は、事務局が行う。

付員日

(施行期日)

1.この申し合わせは、平成10年度の役員改選から適用する。

2. この申し合わせは、平成9年 5月26日から施行する。

3.第2条の規定に関わらず、平成10年度の役員改選に伴う改選前理事の選出の時期は、役員改選前年度の最初に

開催される理事会以前でなくてもよいものとする。

日本レジャー・レクリエーション学会

新役員に選出された理事 (25名)による理事長の選出に関する申し合わせ

(趣旨)

第 1条 本学会の役員選出細則第6条第4項の規定により選出される理事長の選出にあたり、この申し合わせを定め

る。

(選出の時期)

第2条 理事長の選出は、現行会長により招集される役員改選後の最初に開催される理事会(以下「新理事会」とい

う。)において互選する。

2 理事長が選出されるまでは、新理事会の議長は現行会長が暫定議長となる。

(選出の方法)

第3条理事長の選出の方法は、現行会長及び会長、副会長、監事の選出に関する申し合わせ第2条により構成され

ている候補者選定委員会の意見を聴収し審議・決定する。

付則

(施行期日)

1.この申し合わせは、平成10年度の役員改選から適用する。

2. この申し合わせは、平成9年 5月26日から施行する。
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会長、副会長、監事の選出に関する申し合わせ

(趣旨)

第I条 本学会の役員選出細則第6条第 I項第 1号の規定により選出される会長、副会長、監事の選出にあたり、

この申し合わせを定める。

(候補者の選定)

第2条 会長、副会長、監事の候補者の選定は、役員改選後の最初に開催される理事会(以下「新理事会」という。)

以前に、現行の会長、副会長、理事長、及び常任理事会で選任された常任理事若干名を含む7名により候補

者選定委員会(以下「委員会jという。)を構成し、それぞれ複数の候補者を選定する。

2 委員会は現行会長が招集し、委員長は初回の委員会において互選とし、委員長が議長となり以後の委員会を

必要に応じ招集する。

(候補者の推薦)

第3条会長、副会長、監事の候補者の推薦は、委員会が新理事会に推薦する。

(選出の形態)

第4条会長、副会長、監事の選出の形態は、委員会の報告に基づき新理事会により審議・決定する。

(選出の方法)

第5条 会長、副会長、監事の選出の方法は、最初の新理事会において新理事による単記の直接無記名投票による。

2 新理事が最初の新理事会に欠席する場合は、前項の投票は郵便による投票ができる。

(当選の決定)

第6条 会長、副会長、監事の当選の決定は、それぞれ有効投票の最多得票者からとする。ただし同点の場合は、委

員会の推薦により決定する。

付則

(施行期日)

1.この申し合わせは、平成10年度の役員改選から適用する。

2.この申し合わせは、平成9年5月26日から施行する。
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日本レジャー・レクリエーション学会
役員選出方法及びプロセス(図説)

〔注〕図説中の①~①の数字は、新役員の選出される順序を示す。

新 f支 員

役員の種別
理 事

(25名以上30名以内)

④ 
」ー

② ① ⑤ 

新 理 事 メL
A 

1 5名 1 0名 3~5 名

正会員によ 現行理事に 新理事長に

る直接選挙 よる互選 よる推薦理

事の任命

選出母体及び

選出方法 理事25名による推薦

企干・・・・・・・・・

③ 
. . . . . . --------------

新理事長

理事25名による互選

<各役員選挙投票用紙〉

[改選前理事選出投票用紙【a】]
学会会則第10条及び第12条、役員

選出細則第 6条第 l項第 2号、現行
理事から選出される理事の選出に関
する申し合わせ第 4条、の各規定に
よる「改選前理事J10名の選出投票
用紙[a] (順位標記の10名速記)

[新理事選出投票用紙【b]] 

学会会則第10条及び第12条、役員
選出細則第 6条第 1項第 2号、の各
規定による正会員による新理事15名
の選出投票用紙 [b] (順位標記の
5名連記)

[会長、副会長、監事選出投票用紙 [c]]

学会会則第10条及び第四条、役員
選出細則第 6条第 1項第1号、会長、
副会長、監事の選出に関する申し合
わせ第 5条第 l項及び第 2項、の各
規定による会長(1名)、副会長
(若干名)、監事(2名)の選出投票
用紙【c】 (無記名単記)

川
一
い
じ
い
じ
い
と
い
一
一
七
日
一
川
一
い
れ
一
川

1.( 
会長

3. ( 副会長

4. ( 

5. ( 

監事
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「レジャー・レクリ工ーション研究」投稿規定

昭和46年 3月21日制定

昭和57年6月12日改訂

昭和58年7月1日改訂

平成元年2月2日改訂

平成8年4月1日改訂

1.投稿者は、本学会会員であること O ただし、編集委員会が必要と認めた場合にはこの限りで
はない。

2.投稿内容は、レジャー・レクリエーションを対象とした研究領域における原著論文，研究資

料，評論，実践報告，その他とし、完結していること。また、他誌に未投稿、未発表のものに
限る。

3.投稿に際しては、原稿の冒頭に前項に挙げた区分の内、該当するいずれかの種類を朱書し明
記する。

4.原稿は、 400字詰原稿用紙 (A4版)に黒インク書きまたは、ワープロ (A4版、 800字:
25字x32行)で仕上げるものとし、本文はひらがな現代かなづかいとする。また、外国語のか
な書きにはカタカナを用いて表記し、欧文の記述にあたってはタイプまたは活字体を用いて表
記すること。

5.図表および写真は、オリジナルなものとし、必ず通し番号とタイトルを記入して一枚ずつ台
紙に貼り、本文とは別に一括して添付する O また、図表等の挿入箇所は本文欄外に図表番号を
もって朱書し、明記する O

6.投稿者は、氏名と共に勤務先または所属機関名を( )内に表記すること。
7.論文および資料の原稿には、巨大丈による題名、著者名、所属機関名、抄録、キーワード、な

らびに欧文抄録とキーワードの和訳を別紙により添付する。なお、本文が欧文原稿の場合には、
邦文による同様な様式を整えて添付する。

8.引用文献は、原則として本文の最後に著者名のA、B、C順に通し番号をつけて一括し、雑
誌の場合には、著者、題目、雑誌名、巻号、ページ、西暦年号.の順に、単行本の場合には、
著者、書名、ページ、発行所、西暦年号.の順に記載する。なお、本文中の引用箇所の右肩上
に該当する文献番号を付すこととする。

9.原稿はー篇につき図表・写真共刷り上がり10頁 (400字詰原稿用紙約35枚)以内を原則とす
る。ただし、前記規定以上の頁数を必要とする場合や、特殊な印刷を必要とする場合には、編

集委員会の承認を経た上で、その費用の超過分を投稿者の負担とする。
10.掲載論文については、別刷り30部を執筆代表者に無償で送付する。なお、更に部数を必要と
する場合には、投稿時点に申し出ること。ただし、その場合の費用は投稿者の負担とする。

11.投稿にあたっては、オリジ、ナル原稿とそのコピーを 3部添付して提出する O なお、投稿論文
は返却しないものとする。

12.投稿原稿の採否については、本学会編集委員会において決定する。なお、採否の決定にあたっ

ては、編集委員会が委嘱する審査員 2名の審査結果を尊重する。
13.本誌は、日本レジャー・レクリエーション学会の機関誌として年 2回(5月、 11月)の発行

を予定し、本誌への掲載は原稿受理の順序による。

14.大会発表論文集への投稿規定については、別に定める O

15.本誌への投稿は、下記編集委員会宛に行うこととする O

干352-8558 埼玉県新座市北野 1-2 -26 
立教大学武蔵野新座キャンパス
コミュニテイ福祉学部松尾研究室内
日本レジャー・レクリエーション学会編集委員会

電話.FAX (048)471-7345 
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「レジャー・レクリ工ーション研究」への投稿について

「レジャー・レクリエーション研究」への積極的な投稿を促進するために、編集の年間スケジ、ユー

ルをお知らせいたします。

研究論文の審査、修正作業には最短でも 2ヶ月程度の時間を要する点を考慮して、投稿してく

ださい。

投稿は、常時受け付けております。会員の皆様の積極的な投稿をお願いいたします。

-投稿論文送付先

千352-8558 埼玉県新座市北野 1-2 -26 
立教大学武蔵野新座キャンパス

コミュニティ福祉学部松尾研究室内

日本レジャー・レクリエーション学会編集委員会

-学会誌編集スケジュール-論文審査の流れ

〈編集委員会〉〈学会誌発刊〉

(中旬)第 1回

(中旬)第 2回(下旬)印刷開始

(下旬)第3回(上旬)前記号発刊

(下旬)第 4回

(上旬)第 5回(中旬)印刷開始

(下旬)後記号発刊

(上旬)第 6回
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第31回学会大会開催案内

会期 2001年12月1日(卦・ 2日(日)

会場: 千葉大学園芸学部松戸キャンパス

干271-8510 千葉県松戸市松戸648番地

Tel: 047-308司 8704

Fax: 047-308-8720 

-研究発表申し込み・

11.発表申し込みの方法 l

官製ハガキ (FAX不可)に演題、氏名(共同研究または個人研究の区別およ

び共同研究の場合は共同研究者の氏名全てを記してください)、住所(共同研究

の場合は代表者とする)、郵便番号、電話番号を記入の上、 6月30日出まで、本

部事務局(立教大学)にお申し込み下さい。所定の抄録原稿用紙を申し込み書に

記されている発表者の住所に送付します。

また発表原稿 (A4判 2枚または 4枚)の締め切りは、 9月30日(日)(必着厳守)

です。

※共同研究者も学会員にかぎられます。非会員の場合には至急入会手続きをお

とりください。

12 .申し込み先 I(学会事務局)

干352-8558埼玉県新座市北野 1-2 -26 

立教大学 武蔵野新座キャンパス

コミュニティ福祉学部松尾研究室内

日本レジャー・レクリエーション学会事務局

電話・ FAX (048)471-7356 
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定例研究会の企画・開催について

研究企画委員会

創立30周年記念学会大会も無事に終わり、次の企画として今年度の方針の 1つである委員会

活動の充実にむけて、「定例研究会Jをスタートさせたいと思います。

研究会の基本テーマは、大会シンポジウムでとりあげた「あそび」に設定したいと思います。

大会シンポジウムでは、歴史・原論、政策(社会学)、資源空間(造園学)の3分野から報告が

行われ、新時代における「あそび」の重要性と幅広さ、様々な分野からの研究アプローチの必

要性が提示されたと考えます。しかし、時間的な制約もあり、十分な議論が尽くせなかったの

も事実です。

そこで、「あそび」を基本テーマに据えながら、各分野から適宜具体的なテーマを設定して

研究会を開催し、議論を深めていきたいと考えます。また、学会活動の社会還元、会員へのサー

ビス等を考慮し、学生も含めたなるべく多くの方々が参加出来る、楽しいものにしたいと思い

ます。具体的には、次のような方針を設定しました。

0研究者向けのテーマだけではなく社会的に関心のある、あるいはこれから関心が高まるであ

ろうと思われる内容を取り上げる(生活関連、環境、地域、自然保護、教育、福祉、市民参

加、など)。

0当初から内容を固めるのではなく、先ずいくつかの研究会を実施し、その結果をみながら、

新しいテーマ展開、活動の広がりに対応できるよう、柔軟に運営する。

0年間4田程度のペースで実施し、長く継続できる企画とする。

0毎回、各分野の会員にコーデイネーターをお願いし、具体的な運営はコーデイネーターに任

せる。

O学会誌等への報告を基本とする(コーデイネーターが担当)。

O大会シンポジウム等との関連も考慮する。

0室内での研究会だけでなく、積極的に現場に出かける現地検討会(フィールドセッション)

なども取り入れる。また現場で活躍されている方を講師としてお願いすることも考える。

0フィールドを対象とした研究会の場合、特定の分野、テーマに片寄ることなく、各分野から

のアプローチや新しいテーマ設定への展開が可能となるよう配慮する。

0平成13年度の最初の企画として、「多摩丘陵における市民によるあそび空間(遊歩道ネット

ワーク)づくり」を取り上げる。

0広報や市民グループとの関係等を考慮しながら、 5~6月頃、第 1 回目の現地研究会を開催し、

1ヶ月ほどの内に室内での第2回目の研究会を開催し、様々な分野からの検討を行う O

010~11月頃、第3~4回目の研究会を企画する(できれば現地と室内をセットで実施する)。
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第1固定例研究会のご案内

以上の方針にもとづき、早速、第 1回定例研究会を現地見学会形式で開催いたします。また、

1ヶ月程の内に、現地で提示されたテーマをもとに、室内での第2回定例研究会を開催し、議論

を深める予定です(日程等については追ってご案内致します)。

0テーマ:r多摩丘陵における市民によるあそび空間(遊歩道ネットワーク)づくり J(現地

見学会)

Oコーデイネーター:麻生 恵(東京農業大学)

0内 容:多摩丘陵(町田市北部の鶴見川源流地域、多摩ニュータウンの南隣)には、大都

市近郊に位置するにもかかわらず今なお昔ながらの魅力的な風景・自然環境が残されている。

ここでは、そのレクリエーション利用を促し、同時に風景・環境を保全するために正陵地帯

を巡る遊歩道(フットパス)のネットワークづくり(歩道の整備、指導標の設置、マップの

作成、観察会等の開催など)が市民の手によって進められている O 市民グループと一緒に丘

陵を巡りながら(地元の方々とも交流をもちながら)、市民(ユーザー自身)があそび空間

を育てていくことの意義を考える。また、郊外の身近な自然環境を対象としたレクリエーショ

ン活動(あそび)のあり方(散策、自然観察、歴史探訪、環境保全活動等)、緑地の保全問

題と近郊型グリーンツーリズム(地元住民側からのレクリエーション資源を生かしたまちづ

くり)の可能性、市民活動に対する行政の支援策などについても検討したい。

0実施要領

日 時:平成13年5月19日(土)午前10時集合、午後4時頃解散(小雨決行)

集合場所:小田急多摩線黒川駅改札口前(新宿より新百合ケ丘乗換で約40分)

見学コース:小田急黒川駅→黒川地区→真光寺地区→小野路中央地区→一本杉公園古民家

(まとめ、デイスカッシヨン、解散)(歩行距離約 6km) 

持ち物等:弁当、雨具、筆記用具等(ハイキングできる服装でお願いします)

申 込 み:準備の都合がありますので、参加者それぞれの①住所(連絡先)、②氏名、③

所属(勤務先等)を明記の上、 5月10日(木)までにハガキ、ファクスまたは電

子メールで下記までお申し込み下さい。

干156-8502世田谷区桜丘 1-1-1 

東京農業大学地域環境科学部造園科学科

栗田和弥(研究企画委員会幹事)まで

FAX: 03-5477-2625、 E酔 MAIL:sashi@nodai.ac.jp 
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